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１．概要 

  本資料は、再処理施設の技術基準に関する規則「第 28 条 換気設備」に

関して、基本設計方針に記載する事項、添付書類に記載すべき事項、補足

説明すべき事項について整理した結果を示すものである。 

  整理にあたっては、「共通 06：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書

類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通 07：添付

書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて実施した。 

 

２．本資料の構成 

  「共通 06：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明書）、

添付図面で記載すべき事項」及び「共通 07：添付書類等を踏まえた補足

説明すべき項目の明確化」を踏まえて本資料において整理結果を別紙と

して示し、別紙を以下の通り構成する。 

  別紙１：基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 

事業変更許可 本文、添付書類の記載をもとに設定した基本設計

方針と発電炉の基本設計方針を比較し、記載程度の適正化等を図

る。 

  別紙２：基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の

展開 

基本設計方針の項目ごとに要求種別、対象設備、添付書類等への

展開事項の分類、第１回申請の対象、第２回以降の申請書ごとの

対象設備を展開する。 

  別紙３：基本設計方針の添付書類への展開 

基本設計方針の項目に対して、展開事項の分類をもとに、添付書

類単位で記載すべき事項を展開する。 

  別紙４：添付書類の発電炉との比較 

添付書類の記載内容に対して項目単位でその記載程度を発電炉

と比較し、記載すべき事項の抜けや論点として扱うべき差がない

かを確認する。なお、規則の名称、添付書類の名称など差がある

ことが明らかな項目は比較対象としない。（概要などは比較対象

外） 

  別紙５：補足説明すべき項目の抽出 

基本設計方針を起点として、添付書類での記載事項に対して補足

が必要な事項を展開する。発電炉の補足説明資料の実績との比較

を行い、添付書類等から展開した補足説明資料の項目に追加すべ

きものを抽出する。 

  別紙６：変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 

基本設計方針の変更前の記載事項に対し、既認可等との紐づけを

示す。 
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別紙 
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：商業機密の観点から公開できない箇所



再処理施設　設工認に係る補足説明資料　別紙リスト 令和５年1月５日　Ｒ３

資料№ 名称 提出日 Rev

別紙１ 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 1/5 3

別紙２ 基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開 1/5 3

別紙３ 基本設計方針の添付書類への展開 1/5 0

別紙４ 添付書類の発電炉との比較 1/5 0

別紙５ 補足説明すべき項目の抽出 1/5 0

別紙６ 変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 1/5 0
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基本設計方針の許可整合性、発電炉

との比較 

  

5



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十八条 （換気設備）（1 / 20） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（換気設備） 

第二十八条 再処理施設内の使用済燃

料等により汚染された空気による放射

線障害を防止する必要がある場所に

は、次に掲げるところにより換気設備

が設けられていなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 個別項目 

5. 放射性廃棄物の廃棄施設 

5.1 気体廃棄物の廃棄施設 

5.1.4 換気設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

換気設備は，使用済燃料輸送容器管

理建屋換気設備，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気設備，前処理建屋換気設

備，分離建屋換気設備，精製建屋換気

設備，ウラン脱硝建屋換気設備，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設

備，ウラン・プルトニウム混合酸化物

貯蔵建屋換気設備，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋換気設備，第１ガラス固化

体貯蔵建屋換気設備，低レベル廃液処

理建屋換気設備，低レベル廃棄物処理

建屋換気設備，ハル・エンドピース貯

蔵建屋換気設備，チャンネルボック

ス・バーナブルポイズン処理建屋換気

設備，分析建屋換気設備，北換気筒

（使用済燃料輸送容器管理建屋換気

筒，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒並びにハル・エンドピース及び第１

ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）及び低

レベル廃棄物処理建屋換気筒で構成し,

北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋

換気筒以外は，各建屋に収納する設計

とする。①-1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
四、再処理施設の位置，構造及び設備

並びに再処理の方法 

Ａ．再処理施設の位置，構造及び設備 

ト．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及

び設備 

(１) 気体廃棄物の廃棄施設 

(ⅰ) 構 造 

(ａ) 設計基準対象の施設 

気体廃棄物の廃棄施設は，せん断処理

施設のせん断処理設備及び溶解施設の

溶解設備から発生する放射性気体廃棄

物を処理するせん断処理・溶解廃ガス

処理設備，各施設の放射性物質を収納

する塔槽類から発生する放射性気体廃

棄物を処理する塔槽類廃ガス処理設

備，高レベル廃液ガラス固化設備から

発生する放射性気体廃棄物を処理する

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備，【□1 】汚染のおそれのある区域を

換気する換気設備【①-1】並びに主排

気筒で構成する。□1  

せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，

前処理建屋に収納する。□1  

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備は，高レベル廃液ガラス固化建屋に

収納する。□1  

前処理建屋の主要構造は，「ニ．

(１)(ⅰ) 構造」に示す。□3  

高レベル廃液ガラス固化建屋の主要構

造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨

鉄筋コンクリート造及び鉄骨造）で，

地上２階，地下４階，建築面積約5,100

ｍ２の建物である。□1  

主排気筒は，高さ約150ｍ，面積約

1,600ｍ２の構築物である。□1  

高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置

概要図を第121図から第129図に示す。

□3  

なお，塔槽類廃ガス処理設備及び

【□1 】換気設備は，各建屋に収納す

る。①-2 

 

 

1.4 使用済燃料等の閉じ込めに関する設

計 

(６) 安全機能を有する施設の閉じ込め

は，取り扱う放射性物質の種類及び性状

（気体，液体及び固体）に応じて設計す

る。◇9  

ｄ．放射性廃棄物の廃棄施設 

(ａ) 気体廃棄物の廃棄施設 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備，高レ

ベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備及び

塔槽類廃ガス処理設備の放射性物質を内

包する系統及び機器は，腐食し難い材料

を用いるとともに，漏えいし難い構造と

し，気体状の放射性物質の漏えいの拡大

を防止し安全に処置できる設計とする。

また，これらの設備は気体状の放射性物

質の漏えい及び逆流を防止する設計とす

る。◇9   
換気設備は，汚染のおそれのある区域を

清浄区域より負圧に維持できる設計と

し，汚染の程度の低い区域から高い区域

に空気を流すことのできる設計とする。

◇2  

7. 放射性廃棄物の廃棄施設 

7.1 概 要 

放射性廃棄物の廃棄施設は，再処理施設

の運転中及び停止中に生じる放射性廃棄

物を処理する施設であり，【◇1 】環境

へ放出する放射性物質を合理的に達成で

きる限り低くするとともに，【⑤-1】敷

地周辺の公衆の線量が十分に低くなるよ

う設計に際して考慮する。【◇1 】 

放射性廃棄物の廃棄施設は，次の施設で

構成する。 

気体廃棄物の廃棄施設 

液体廃棄物の廃棄施設 

固体廃棄物の廃棄施設【◇1 】 

 

7.2 気体廃棄物の廃棄施設 

7.2.1 設計基準対象の施設 

7.2.1.1 概 要 

気体廃棄物の廃棄施設は，せん断処理施

設のせん断機，溶解施設の溶解槽等から

発生する放射性気体廃棄物を処理するせ

ん断処理・溶解廃ガス処理設備，各施設

の放射性物質を収容する塔槽類から発生

する放射性気体廃棄物を処理する塔槽類

廃ガス処理設備，固体廃棄物の廃棄施設

のガラス溶融炉から発生する放射性気体

廃棄物を処理する高レベル廃液ガラス固

化廃ガス処理設備，【◇1 】汚染のおそ

れのある区域を換気する換気設備

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-1(P3 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-1(P2 から) 

 

 

 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

黄色ハッチング：発電炉設工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所 

  ：発電炉との差異の理由     ：許可からの変更点等 

   

【凡例】 

【許可からの変更点】 

基本設計方針として記載を適正化し

た。（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

許可本文の汚染のおそれのある区域を具

体化して基本設計方針として記載した。 

【許可からの変更点】 

換気筒は建屋に収納されないため、記

載を適正化した。 

【許可からの変更点】 

主語を明確化した。（以下同じ。） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十八条 （換気設備）（2 / 20） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 放射線障害を防止するために必要

な換気能力を有するものであること。

②,③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二 使用済燃料等により汚染された空

気が逆流するおそれがない構造である

こと。④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

換気設備は，通常運転時，運転時の

異常な過渡変化時及び設計基準事故時

において，放射線障害を防止するため

に，管理区域内の放射線業務従事者に

新鮮な空気を供給する設計とし、必要

な換気能力を有する設計とする。② 

換気設備は，給気系及び排気系で構

成し，汚染の程度の低い区域から汚染

の程度のより高い区域に向かって空気

を流す設計とし、給排気量を適切に設

定及び調節することにより、汚染のお

それのある区域を清浄区域より負圧に

維持するとともに，適切な換気・空調

を行う設計とする。③ 

 

 

換気設備は，排気ダクトをフランジ

又は溶接で接続する構造とし，高性能

粒子フィルタ，排風機，逆止ダンパ等

を設けて，放射性物質が漏えいし難

く，かつ逆流し難い設計とする。④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【◇2 】及び主排気筒で構成する。◇1  

気体廃棄物の廃棄施設系統概要図を第

7.2－１図に示す。◇3  

 

7.2.1.5 換気設備 

7.2.1.5.1 概 要 

換気設備は，各建屋の換気・空調，排気

の浄化及び空気汚染の拡大防止を行うも

のであり，使用済燃料輸送容器管理建屋

換気設備，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気設備，前処理建屋換気設備，分離建

屋換気設備，精製建屋換気設備，ウラン

脱硝建屋換気設備，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋換気設備，ウラン・プル

トニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備，

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備，

第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備，低

レベル廃液処理建屋換気設備，低レベル

廃棄物処理建屋換気設備，ハル・エンド

ピース貯蔵建屋換気設備，チャンネルボ

ックス・バーナブルポイズン処理建屋換

気設備，分析建屋換気設備，北換気筒

（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒並び

にハル・エンドピース及び第１ガラス固

化体貯蔵建屋換気筒）及び低レベル廃棄

物処理建屋換気筒で構成する。【①-1】

分析建屋換気設備の一部は，六ヶ所保障

措置分析所と共用し，北換気筒の支持構

造物は，廃棄物管理施設と共用する。

◇2  

換気設備の系統概要図を第7.2－18図に

示す。◇3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 換気設備 

 

通常運転時，運転時の異常な過渡変

化時及び設計基準事故時において，放

射線障害を防止するため，発電所従業

員に新鮮な空気を送るとともに，空気

中の放射性物質の除去・低減が可能な

換気設備を設ける。 

換気設備は，放射性物質による汚染

の可能性からみて区域を分け，それぞ

れ別系統とし，清浄区域に新鮮な空気

を供給して，汚染の可能性のある区域

に向って流れるようにし，排気は適切

なフィルタを通して行う。また，各換

気系統は，その容量が区域及び部屋の

必要な換気並びに除熱を十分行える設

計とする。 

 

放射性物質を内包する換気ダクト

は，溶接構造とし，耐圧試験に合格し

たものを使用することで，漏えいし難

い構造とする。また，ファン，逆流防

止用ダンパ等を設置し，逆流し難い構

造とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-1(P1 へ) 

 

②（P4 から） 

 

 

 

 

 

③（P4 から） 

 

 

 

 

 

 

 

④(P3 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理技術基準により換気能力に関

する事項を記載する。 

【許可からの変更点】 

換気設備により，再処理施設の従業

員に対し著しい放射線障害のリスク

低減が可能であるため，技術基準規

則の記載を，発電炉の記載を踏まえ

て追記した。 

【「等」の解説】 

「高性能粒子フィルタ，排風機, 逆
止ダンパ等」とは放射性物質が漏え

いし難く，かつ逆流し難い設計に関

する系統及び機器（高性能粒子フィ

ルタ、排風機、逆止弁）の総称とし

て示した記載である。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

放射性物質の漏えい防止および逆

流防止に関する具体的な設計につ

いては，本条文の適合性説明書に

おいて説明するため基本設計方針

としては記載しない。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

換気設備は，放射性物質による汚染の可

能性からみて区域を分ける設計方針は同

様だが，再処理施設の換気設備は別系統

ではなく、再処理技術基準に除熱要求は

ない。 

【許可からの変更点】 

安全上重要な系統に限定しない記載

とし、また、放射性物質が漏えいし

難く，かつ逆流し難い設計を具体的

に記載した。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

三 ろ過装置を設ける場合にあって

は、ろ過装置の機能が適切に維持し得

るものであり、かつ、ろ過装置の使用

済燃料等による汚染の除去又はろ過装

置の取替えが容易な構造であること。

⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四 吸気口は、使用済燃料等により汚

染された空気を吸入し難いように設置

すること。⑥ 

 

換気設備は，排気量に応じて並列に

組み合わせた高性能粒子フィルタを設

置することで，周辺環境に放出される

放射性物質の量を合理的に達成できる

限り低くする設計とする。また，換気

設備の高性能粒子フィルタは，放射性

物質による汚染の除去又は取替に必要

な空間を有するとともに，取替が容易

な設計とする。⑤-1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汚染のおそれのある区域からの排気

は，主排気筒，北換気筒及び低レベル

廃棄物処理建屋換気筒の排気口から排

出する設計とする。⑥-1 

換気設備の吸気口は，放射性物質に

汚染された空気を吸入し難いように，

主排気筒，北換気筒及び低レベル廃棄

物処理建屋換気筒から十分な距離を有

し排気を直接吸入しない位置に設置す

る設計とする。⑥-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気体廃棄物の廃棄施設の排気は，放射

性物質の濃度を監視しながら【□1 】主

排気筒，北換気筒（使用済燃料輸送容

器管理建屋換気筒，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒並びにハル・エン

ドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建

屋換気筒）及び低レベル廃棄物処理建

屋換気筒の排気口から排出する。⑥-1

⑥-2 

北換気筒は，再処理施設と廃棄物管理

施設の合計４本の筒身から形成され，

【⑦-16】それらの支持構造物は，鉄塔

支持形であり，再処理施設の筒身とと

もに廃棄物管理施設の筒身も支持する

構造である。よって，支持構造物は廃

棄物管理施設と共用し，共用によって

再処理施設の安全性を損なわない設計

とする。⑨-2 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備系統

概要図を第35図に，塔槽類廃ガス処理

設備系統概要図を第36図及び第37図

に，高レベル廃液ガラス固化廃ガス処

理設備系統概要図を第38図【□1 】に，

換気設備排気系系統概要図を第39図及

び第40図に示す。□3  

 

 

 

 

 

7.2.1.5.2 設計方針 

(１) 放射性物質の放出低減 

ａ．換気設備は，汚染のおそれのある区

域からの排気を高性能粒子フィルタ等で

浄化できる設計とする。⑤-2 

ｂ．北換気筒及び低レベル廃棄物処理建

屋換気筒は，放出する気体状の放射性物

質に対し，十分な拡散効果を有する設計

とする。◇1  

(２) 閉じ込め 

換気設備は，汚染のおそれのある区域

を，清浄区域より負圧に維持できるよう

にするとともに，汚染の程度の低い区域

から汚染の程度のより高い区域に向かっ

て空気を流すことのできる設計とする。

【◇2 】また，換気設備の安全上重要な

系統は，気体状の放射性物質が漏えいし

難く，かつ，逆流し難い設計とする。④ 

(３) 単一故障 

換気設備の安全上重要な系統及び機器

は，それらを構成する動的機器に単一故

障を仮定しても，安全機能が確保できる

設計とする。◇10   
(４) 外部電源喪失 

換気設備の安全上重要な系統の排風機及

びセル内クーラは，非常用所内電源系統

に接続し，外部電源が喪失した場合でも

安全機能が確保できる設計とする。◇11  
(５) 火 災 

換気設備は，可能な限り不燃性材料又は

難燃性材料を使用し，万一の火災の発生

を想定しても火災の拡大を防止できる設

計とする。◇12  
(６) 崩壊熱除去 

換気設備により崩壊熱を除去する必要が

ある場合には，崩壊熱による過度の温度

上昇を防止するため，適切な換気を行え

る設計とする。◇9  

(７) 換気・空調 

換気設備は，各区域の換気・空調を適切

に行える設計とする。◇2  

(８) 共 用 

貯蔵容器搬送用洞道は，ＭＯＸ燃料加工

施設境界の扉解放時には，ＭＯＸ燃料加

工施設の気体廃棄物の廃棄施設により負

圧に維持する設計とし，再処理施設境界

の扉（防火戸）開放時には，ウラン・プ

ルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備

により貯蔵容器搬送用洞道を負圧に維持

する設計とすること，また，ＭＯＸ燃料

加工施設境界の扉及び再処理施設境界の

 

排出する空気を浄化するため，気体

状の放射性よう素を除去するよう素フ

ィルタ及び放射性微粒子を除去する微

粒子フィルタを設置する。 

これらのフィルタを内包するフィル

タユニットは，フィルタの取替が容易

となるよう取替えに必要な空間を有す

るとともに，必要に応じて梯子等を設

置し，取替が容易な構造とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吸気口は，放射性物質に汚染された

空気を吸入し難いように，主排気筒及

び廃棄物処理建屋排気筒から十分離れ

た位置に設置する。 

中央制御室の換気及び冷暖房は，中

央制御室換気系空気調和機ファン，中

央制御室換気系フィルタユニット，中

央制御室換気系フィルタ系ファン等か

ら構成する中央制御室換気空調設備に

より行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-1(P1 から) 

⑤-3(P17 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④(P2 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-1 

(P17，18 から) 

 

 

 

 

 

 

⑦-16(P15 へ) 

 

 

 

 

 

⑨-2(P15 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

許可との整合であり、排気筒及び換

気筒が複数あるため記載する。 

【許可からの変更点】 

規則の記載を発電炉の記載を踏まえ

て追加した。『十分な距離』に対

し、不明確のため距離の目安を記載

した。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

排出される空気の浄化に関する設計方針は同様だが，

再処理施設の換気設備はよう素フィルタを設置してい

ない。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

中央制御室の換気及び冷暖房は、再処

理施設では第 23 条制御室等で記載する

ことから、第 28 条換気設備では記載し

ない。 

【許可からの変更点】 

浄化できることを, 周辺環境に放出

される放射性物質の量を合理的に達

成できる限り低くすると置き換えて

記載した。 

【許可からの変更点】 

規則の記載を踏まえて高性能粒子フ

ィルタの汚染の除去又は取替に関す

る記載を追加した。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4.1 使用済燃料輸送容器管理建屋

換気設備 

使用済燃料輸送容器管理建屋換気設

備は，使用済燃料輸送容器管理建屋給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 

(ａ) 設計基準対象の施設 

(ニ) 換気設備 

排 風 量合計約280万 ｍ３／ｈ□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１） 使用済燃料輸送容器管理建屋換気

設備 

使用済燃料輸送容器管理建屋排気系 

扉（防火戸）は，同時に開放しない設計

とすることで，共用によって再処理施設

の安全性を損なわない設計とする。◇7  

六ヶ所保障措置分析所と共用する分析建

屋換気設備は，換気設備の排風機に必要

な容量を確保する設計とすることで，共

用によって再処理施設の安全性を損なわ

ない設計【⑨-1】とし，廃棄物管理施設

と共用する北換気筒の支持構造物は，廃

棄物管理施設の筒身を考慮した強度を確

保する設計とすることで，共用によって

再処理施設の安全性を損なわない設計と

する。⑨-2 

(９) 試験及び検査 

換気設備の安全上重要な系統の排風機，

高性能粒子フィルタ及びセル内ク－ラ

は，必要に応じて試験及び検査ができる

設計とする。◇13  
(10) その他 

換気設備のうち使用済燃料の受入れ及び

貯蔵に係る設備は，再処理設備本体の運

転開始に先立ち使用できる設計とする。

◇4  

 

7.2.1.5.3 主要設備の仕様 

換気設備の主要設備の仕様を第7.2－14

表～第7.2－30表に示す。◇3  

なお，換気設備のうち使用済燃料の受入

れ及び貯蔵に係る使用済燃料輸送容器管

理建屋換気設備,使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋換気設備及び北換気筒（使用済燃

料輸送容器管理建屋換気筒及び使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋換気筒）は，再処理

設備本体の運転開始に先立ち使用でき

る。◇2  

 

7.2.1.5.4 系統構成及び主要設備 

換気設備は，給気系及び排気系で構成

し，汚染の程度の低い区域から汚染の程

度のより高い区域に向かって空気を流す

設計とし，給排気量を適切に設定及び調

節することにより，汚染のおそれのある

区域を清浄区域より負圧に維持するとと

もに，適切な換気・空調を行う設計とす

る。【②,③】このため，負圧の設定値

は，汚染の程度の低い区域では－20Ｐａ

［gage］以下，汚染の程度の高い区域で

は－100Ｐａ［gage］以下とする。◇5  

 

(１) 系統構成 

ａ．使用済燃料輸送容器管理建屋換気設

備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉建屋ガス処理系は非常用ガス

再循環系及び非常用ガス処理系から構

成される。非常用ガス処理系は，電気

 

 

 

 

 

 

 

⑨-1(P14 へ) 

 

 

 

⑨-2(P15 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②(P2 ヘ) 

③(P2 ヘ) 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設特有の各建屋換気設

備の記載である。（以下同じ） 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

原子炉建屋ガス処理系は、排気筒によ

り放射性物質を排気する基本方針は同

様であるが、発電炉特有の設備のた

め、再処理施設には該当する記載がな

い。（以下同じ） 
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気系及び使用済燃料輸送容器管理建屋

排気系で構成する。⑦-1-1 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料輸送容器管理建屋給気系

は，建屋給気ユニット及び建屋送風機

で構成し、使用済燃料輸送容器管理建

屋の除染エリア及び保守エリアの管理

区域へ外気を供給する設計とする。⑦-

1-2 

使用済燃料輸送容器管理建屋排気系

は，建屋排気フィルタユニット及び建

屋排風機で構成し，使用済燃料輸送容

器管理建屋の除染エリア及び保守エリ

アの汚染のおそれのある区域の負圧維

持，排気の浄化及び排気の北換気筒

（使用済燃料輸送容器管理建屋換気

筒）の排気口からの排出をする設計と

する。⑦-1-3 

 

 

 

 

5.1.4.2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気設備 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設

備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋給

気系及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

排気系で構成する。⑦-2-1 

 

 

 

 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋給気系

は，建屋給気ユニット及び建屋送風機

で構成し，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管理建

屋の管理区域へ外気を供給する設計と

する。⑦-2-2 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系

は，建屋排気フィルタユニット及び建

屋排風機で構成し，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋及び使用済燃料受入れ・

貯蔵管理建屋の汚染のおそれのある区

域の負圧維持，排気の浄化及び排気の

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋換気筒）の排気口からの排出をする

設計とする。⑦-2-3 

 

建屋排気フィルタユニット（高性能粒

子フィルタ１段内蔵形）５ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

建屋排風機 ２ 台□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２） 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

設備 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系 

建屋排気フィルタユニット（高性能粒

子フィルタ１段内蔵形）３ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

建屋排風機 ３ 台□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備

は，以下の系統で構成する。 

使用済燃料輸送容器管理建屋給気系 

使用済燃料輸送容器管理建屋排気系⑦-

1-1 

使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備系

統概要図を第7.2－19図に，使用済燃料

輸送容器管理建屋換気設備の主要設備の

仕様を第7.2－14表に示す。◇3  

使用済燃料輸送容器管理建屋給気系

は，使用済燃料輸送容器管理建屋の除染

エリア及び保守エリアの管理区域へ外気

を供給するため，建屋給気ユニット及び

建屋送風機で構成する。⑦-1-2 

使用済燃料輸送容器管理建屋排気系

は，使用済燃料輸送容器管理建屋の除染

エリア及び保守エリアの汚染のおそれの

ある区域の負圧維持，排気の浄化及び排

気の北換気筒（使用済燃料輸送容器管理

建屋換気筒）の排気口からの排出のた

め，建屋排気フィルタユニット及び建屋

排風機で構成する。⑦-1-3 

 

 

 

 

 

ｂ．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設

備 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備

は，以下の系統で構成する。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋給気系 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系⑦-

2-1 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備系

統概要図を第7.2－20図に，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋換気設備の主要設備の

仕様を第7.2－15表に示す。◇3  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋給気系

は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び使

用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋の管理区

域へ外気を供給するため，建屋給気ユニ

ット及び建屋送風機で構成する。⑦-2-2 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系

は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び使

用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋の汚染の

おそれのある区域の負圧維持，排気の浄

化及び排気の北換気筒（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒）の排気口からの排

出のため，建屋排気フィルタユニット及

び建屋排風機で構成する。⑦-2-3 

 

 

加熱器，粒子用高効率フィルタ，よう

素用チャコールフィルタ等を含む非常

用ガス処理系フィルタトレイン及び非

常用ガス処理系排風機等から構成さ

れ， 非常用ガス再循環系は，湿分除去

装置，電気加熱器，前置フィルタ，粒

子用高効率フィルタ， よう素用チャコ

ールフィルタ等を含む非常用ガス再循

環系フィルタトレイン及び非常用ガス

再循環系排風機等から構成される。放

射性物質の放出を伴う設計基準事故時

には非常用ガス処理系で原子炉建屋原

子炉棟内を水柱約 6 mm の負圧に保ちな

がら，原子炉格納容器から漏えいした

放射性物質を非常用ガス再循環系によ

り除去するとともに，非常用ガス処理

系を通して，更に放射性物質を除去・

低減した後，非常用ガス処理系排気筒

より放出できる設計とする。 

 

原子炉建屋原子炉棟の常用換気系

は，送風機及び排風機により，発電所

通常運転中，原子炉建屋原子炉棟内の

換気を行い，原子炉建屋原子炉棟内を

わずかに負圧に保ち，排気空気は，フ

ィルタを通したのち，主排気筒から放

出する。また，原子炉建屋放射能高等

の信号により，隔離弁を自動閉鎖する

とともに常用換気系から原子炉建屋ガ

ス処理系に切り替わることで放射性物

質の放散を防ぐ設計とする。 

 

タービン建屋換気系は，1系統の空気

供給系，2系統の排気系及び補助系から

なり，供給系のファン及び排気系のフ

ァン並びに運転階専用の排気ファンか

ら構成され，屋外から取り入れた空気

を通路など清浄な場所に給気し，給水

加熱器室， 空気抽出器室など，汚染の

可能性の高い区域から排気し，フィル

タを通したのち，主排気筒から放出す

る設計とする。 

 

廃棄物処理棟換気系は，1系統の空気

供給系及び排気系からなり，その給気

は，廃棄物処理制御室及び通路に行

い，排気は液体廃棄物貯蔵タンク室，

フィルタ室などから排気ファンによっ

て，高性能粒子フィルタを通したの

ち，主排気筒から放出する設計とす

る。 

 

廃棄物処理建屋換気系は，1 系統の

空気供給系，主排気系及び廃棄物処理
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十八条 （換気設備）（6 / 20） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

5.1.4.3 前処理建屋換気設備 

前処理建屋換気設備は，前処理建屋

給気系及び前処理建屋排気系で構成す

る。⑦-3-1 

 

 

 

 

前処理建屋給気系は，建屋給気ユニ

ット及び建屋送風機で構成し，前処理

建屋の管理区域へ外気を供給する設計

とする。⑦-3-2 

前処理建屋排気系は，４系統の排気

系を設置する設計とする。⑦-3-3 

前処理建屋排気系は，建屋排気フィ

ルタユニット，セル排気フィルタユニ

ット，溶解槽セルＡ排気フィルタユニ

ット，溶解槽セルＢ排気フィルタユニ

ット，建屋排風機，セル排風機，溶解

槽セルＡ排風機及び溶解槽セルＢ排風

機で構成し，前処理建屋の汚染のおそ

れのある区域の負圧維持，排気の浄化

及び排気の主排気筒の排気口からの排

出をする設計とする。⑦-3-4 

 

 

 

 

5.1.4.4 分離建屋換気設備 

分離建屋換気設備は，分離建屋給気

系及び分離建屋排気系で構成する。⑦-

4-1 

 

 

 

 

分離建屋給気系は，建屋給気ユニッ

ト及び建屋送風機で構成し，分離建屋

の管理区域へ外気を供給する設計とす

る。【⑦-4-2】また，セル内有機溶媒

火災時に給気を閉鎖するため，建屋給

気閉止ダンパを設置する設計とする。

⑧-1 

 

 

 

分離建屋排気系は，２系統の排気系

を設置する設計とする。⑦-4-3 

分離建屋排気系は，建屋排気フィル

タユニット，グローブボックス・セル

排気フィルタユニット，建屋排風機及

びグローブボックス・セル排風機で構

 

 

３） 前処理建屋換気設備 

前処理建屋排気系 

建屋排気フィルタユニット（高性能粒

子フィルタ１段内蔵形）19 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

建屋排風機 ３ 台 

セル排気フィルタユニット（高性能粒

子フィルタ１段内蔵形）４ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

セル排風機 ２ 台 

溶解槽セルＡ排気フィルタユニット

（高性能粒子フィルタ１段内蔵形） ４ 

基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

溶解槽セルＢ排気フィルタユニット

（高性能粒子フィルタ１段内蔵形） ４ 

基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

溶解槽セルＡ排風機 ２ 台 

溶解槽セルＢ排風機 ２ 台□2  

 

 

 

 

４） 分離建屋換気設備 

分離建屋排気系 

建屋排気フィルタユニット（高性能粒

子フィルタ１段内蔵形）15 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

建屋排風機 ２ 台 

グローブボックス・セル排気フィルタ

ユニット（高性能粒子フィルタ１段内

蔵形） 11 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

グローブボックス・セル排風機 ３ 台

□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．前処理建屋換気設備 

前処理建屋換気設備は，以下の系統で

構成する。 

前処理建屋給気系 

前処理建屋排気系⑦-3-1 

前処理建屋換気設備系統概要図を第7.2

－21図に，前処理建屋換気設備の主要設

備の仕様を第7.2－16表に示す。◇3  

前処理建屋給気系は，前処理建屋の管

理区域へ外気を供給するため，建屋給気

ユニット及び建屋送風機で構成する。⑦

-3-2 

前処理建屋排気系は，４系統の排気系

を設置する。⑦-3-3 

前処理建屋排気系は，前処理建屋の汚

染のおそれのある区域の負圧維持，排気

の浄化及び排気の主排気筒の排気口から

の排出のため，建屋排気フィルタユニッ

ト，セル排気フィルタユニット，溶解槽

セルＡ排気フィルタユニット，溶解槽セ

ルＢ排気フィルタユニット，建屋排風

機，セル排風機，溶解槽セルＡ排風機及

び溶解槽セルＢ排風機で構成する。⑦-

3-4 

 

 

 

 

ｄ．分離建屋換気設備 

分離建屋換気設備は，以下の系統で構

成する。 

分離建屋給気系 

分離建屋排気系⑦-4-1 

分離建屋換気設備系統概要図を第7.2－

22図に，分離建屋換気設備の主要設備の

仕様を第7.2－17表に示す。◇3  

分離建屋給気系は，分離建屋の管理区

域へ外気を供給するため，建屋給気ユニ

ット及び建屋送風機で構成する。【⑦-

4-2】また，セル内有機溶媒火災時に給

気を閉鎖するため，建屋給気閉止ダンパ

を設置する。⑧-1 

 

 

 

 

分離建屋排気系は，２系統の排気系を

設置する。⑦-4-3 

分離建屋排気系は，分離建屋の汚染の

おそれのある区域の負圧維持，排気の浄

化及び排気の主排気筒の排気口からの排

建屋排気系の 2系統の排気系からな

り，主排気系は，放射性希ガス及び放

射性よう素による汚染の可能性のある

区域の排気を排気ファンにより高性能

粒子フィルタを通して主排気筒から放

出する。その他区域の排気は排気ファ

ンにより高性能粒子フィルタを通して

廃棄物処理建屋排気筒から放出する設

計とする。 

 

サービス建屋換気系は，1系統の空気

供給系及び排気系からなり，その排気

は，排気ファンにより高性能粒子フィ

ルタを通したのち，主排気筒から放出

する設計とする。 

 

固体廃棄物作業建屋換気系は，1系統

の空気供給系及び排気系からなり，そ

の排気は，排気ファンにより高性能粒

子フィルタを通して廃棄物処理建屋排

気筒から放出する設計とする。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十八条 （換気設備）（7 / 20） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
成し，分離建屋の汚染のおそれのある

区域の負圧維持，排気の浄化及び排気

の主排気筒の排気口からの排出をする

設計とする。⑦-4-4 

 

 

5.1.4.5 精製建屋換気設備 

精製建屋換気設備は，精製建屋給気

系及び精製建屋排気系で構成する。⑦-

5-1 

 

 

 

 

精製建屋給気系は，建屋給気ユニッ

ト及び建屋送風機で構成し，精製建屋

の管理区域へ外気を供給する設計とす

る。【⑦-5-2】また，セル内有機溶媒

火災時に給気を閉鎖するため，建屋給

気閉止ダンパを設置する設計とする。

⑧-2 

 

精製建屋排気系は，３系統の排気系

を設置する設計とする。⑦-5-3 

精製建屋排気系は，建屋排気フィル

タユニット，セル排気フィルタユニッ

ト，グローブボックス排気フィルタユ

ニット，建屋排風機及びグローブボッ

クス・セル排風機で構成し，精製建屋

の汚染のおそれのある区域の負圧維

持，排気の浄化及び排気の主排気筒の

排気口からの排出をする設計とする。

⑦-5-4 

 

 

5.1.4.6 ウラン脱硝建屋換気設備 

ウラン脱硝建屋換気設備は，ウラン

脱硝建屋給気系及びウラン脱硝建屋排

気系で構成する。⑦-6-1 

 

ウラン脱硝建屋給気系は，建屋給気

ユニット及び建屋送風機で構成し，ウ

ラン脱硝建屋の管理区域へ外気を供給

する設計とする。⑦-6-2 

ウラン脱硝建屋排気系は，２系統の

排気系を設置する設計とする。⑦-6-3 

ウラン脱硝建屋排気系は，建屋排気

フィルタユニット，フード排気フィル

タユニット，建屋排風機及びフード排

風機で構成し，ウラン脱硝建屋の汚染

のおそれのある区域の負圧維持，排気

の浄化及び排気の主排気筒の排気口か

らの排出をする設計とする。⑦-6-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

５） 精製建屋換気設備 

精製建屋排気系 

建屋排気フィルタユニット（高性能粒

子フィルタ１段内蔵形）17 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

建屋排風機 ２ 台 

セル排気フィルタユニット（高性能粒

子フィルタ段内蔵形）10 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

グローブボックス排気フィルタユニッ

ト（高性能粒子フィルタ１段内蔵形） 

２ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

グローブボックス・セル排風機 ２ 台

□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６） ウラン脱硝建屋換気設備 

ウラン脱硝建屋排気系 

建屋排気フィルタユニット（高性能粒

子フィルタ１段内蔵形）10 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

建屋排風機 ２ 台 

フード排気フィルタユニット（高性能

粒子フィルタ１段内蔵形） ２ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

フード排風機 ２ 台□2  

 

 

 

 

 

 

 

出のため，建屋排気フィルタユニット，

グローブボックス・セル排気フィルタユ

ニット，建屋排風機及びグローブボック

ス・セル排風機で構成する。⑦-4-4 

 

 

 

ｅ．精製建屋換気設備 

精製建屋換気設備は，以下の系統で構

成する。 

精製建屋給気系 

精製建屋排気系⑦-5-1 

精製建屋換気設備系統概要図を第7.2－

23図に，精製建屋換気設備の主要設備の

仕様を第7.2－18表に示す。◇3  

精製建屋給気系は，精製建屋の管理区

域へ外気を供給するため，建屋給気ユニ

ット及び建屋送風機で構成する。【⑦-

5-2】また，セル内有機溶媒火災時に給

気を閉鎖するため，建屋給気閉止ダンパ

を設置する。⑧-2 

精製建屋排気系は，３系統の排気系を

設置する。⑦-5-3 

精製建屋排気系は，精製建屋の汚染の

おそれのある区域の負圧維持，排気の浄

化及び排気の主排気筒の排気口からの排

出のため，建屋排気フィルタユニット，

セル排気フィルタユニット，グローブボ

ックス排気フィルタユニット，建屋排風

機及びグローブボックス・セル排風機で

構成する。⑦-5-4 

 

 

 

ｆ．ウラン脱硝建屋換気設備 

ウラン脱硝建屋換気設備は，以下の系

統で構成する。 

ウラン脱硝建屋給気系 

ウラン脱硝建屋排気系⑦-6-1 

ウラン脱硝建屋換気設備系統概要図を第

7.2－24図に，ウラン脱硝建屋換気設備

の主要設備の仕様を第7.2－19表に示

す。◇3  

ウラン脱硝建屋給気系は，ウラン脱硝

建屋の管理区域へ外気を供給するため，

建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成

する。⑦-6-2 

ウラン脱硝建屋排気系は，２系統の排

気系を設置する。⑦-6-3 

ウラン脱硝建屋排気系は，ウラン脱硝

建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維

持，排気の浄化及び排気の主排気筒の排

気口からの排出のため，建屋排気フィル
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十八条 （換気設備）（8 / 20） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

5.1.4.7 ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋換気設備 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

換気設備は，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋給気系及びウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋排気系で構成す

る。⑦-7-1 

 

 

 

 

 

 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

給気系は，建屋給気ユニット及び建屋

送風機で構成し，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋の管理区域へ外気を供

給する設計とする。⑦-7-2 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

排気系は，２系統の排気系を設置する

設計とする。⑦-7-3 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

排気系は，建屋排気フィルタユニッ

ト，グローブボックス・セル排気フィ

ルタユニット，建屋排風機及びグロー

ブボックス・セル排風機で構成し，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋の汚

染のおそれのある区域の負圧維持，排

気の浄化及び排気の主排気筒の排気口

からの排出をする設計とする。⑦-7-4 

 

 

 

5.1.4.8 ウラン・プルトニウム混合酸

化物貯蔵建屋換気設備 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯

蔵建屋換気設備は，ウラン・プルトニ

ウム混合酸化物貯蔵建屋給気系及びウ

ラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建

屋排気系で構成する。⑦-8-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７） ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋換気設備 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排

気系 

建屋排気フィルタユニット（高性能粒

子フィルタ２段内蔵形）22 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒 

子）／段 

建屋排風機 ２ 台 

グローブボックス・セル排気フィルタ

ユニット（高性能粒子フィルタ２段内

蔵形） ６ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

グローブボックス・セル排風機 ３ 台

□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８） ウラン・プルトニウム混合酸化物

貯蔵建屋換気設備 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

建屋排気系 

建屋排気フィルタユニット（高性能粒

子フィルタ２段内蔵形）７ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

貯蔵室排気フィルタユニット（高性能

粒子フィルタ２段内蔵形） 17 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

建屋排風機 ２ 台 

貯蔵室排風機 ４ 台□2  

 

タユニット，フード排気フィルタユニッ

ト，建屋排風機及びフード排風機で構成

する。⑦-6-4 

 

 

 

ｇ．ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

換気設備 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換

気設備は，以下の系統で構成する。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋給気

系 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気

系⑦-7-1 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気

設備系統概要図を第7.2－25図に，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備

の主要設備の仕様を第7.2－20表に示

す。◇3  

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋給

気系は，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋の管理区域へ外気を供給するため，

建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成

する。⑦-7-2 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排

気系は，２系統の排気系を設置する。⑦

-7-3 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排

気系は，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維

持，排気の浄化及び排気の主排気筒の排

気口からの排出のため，建屋排気フィル

タユニット，グローブボックス・セル排

気フィルタユニット，建屋排風機及びグ

ローブボックス・セル排風機で構成す

る。⑦-7-4 

 

 

 

ｈ．ウラン・プルトニウム混合酸化物貯

蔵建屋換気設備 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

建屋換気設備は，以下の系統で構成す

る。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建

屋給気系 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建

屋排気系⑦-8-1 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

建屋換気設備系統概要図を第7.2－26図

に，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯

蔵建屋換気設備の主要設備の仕様を第

7.2－21表に示す。◇3  
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十八条 （換気設備）（9 / 20） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯

蔵建屋給気系は，２系統の給気系を設

置する設計とする。⑦-8-2 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯

蔵建屋給気系は，建屋給気ユニット，

貯蔵室送風機及び建屋送風機で構成

し，ウラン・プルトニウム混合酸化物

貯蔵建屋の管理区域へ外気を供給する

設計とする。⑦-8-3 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯

蔵建屋排気系は，２系統の排気系を設

置する設計とする。⑦-8-4 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯

蔵建屋排気系の貯蔵室の排気は，貯蔵

室排気フィルタユニット及び貯蔵室排

風機で構成し，貯蔵室排気フィルタユ

ニット及び貯蔵室排風機は，ウラン・

プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の貯

蔵室の換気を行い，混合酸化物貯蔵容

器からの崩壊熱の除去，貯蔵室の負圧

維持，排気の浄化及び排気の低レベル

廃棄物処理建屋換気筒の排気口からの

排出をする設計とする。⑦-8-5 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯

蔵建屋排気系のウラン・プルトニウム

混合酸化物貯蔵建屋の排気は，建屋排

気フィルタユニット及び建屋排風機で

構成し，建屋排気フィルタユニット及

び建屋排風機は，ウラン・プルトニウ

ム混合酸化物貯蔵建屋の汚染のおそれ

のある区域の負圧維持，排気の浄化及

び排気の低レベル廃棄物処理建屋換気

筒の排気口からの排出をする設計とす

る。⑦-8-6 

 

 

 

 

5.1.4.9 高レベル廃液ガラス固化建屋

換気設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設

備は，高レベル廃液ガラス固化建屋給

気系及び高レベル廃液ガラス固化建屋

排気系で構成する。⑦-9-1 

 

 

 

 

 

高レベル廃液ガラス固化建屋給気系

は，建屋給気ユニット及び建屋送風機

で構成し，高レベル廃液ガラス固化建

屋の管理区域へ外気を供給する設計と

する。⑦-9-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９） 高レベル廃液ガラス固化建屋換気

設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋排気系 

建屋排気フィルタユニット（高性能粒

子フィルタ１段内蔵形）11 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

建屋排風機 ２ 台 

貯蔵ピット収納管排気フィルタユニッ

ト（高性能粒子フィルタ１段内蔵形） 

２ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

貯蔵ピット収納管排風機 ２ 台 

セル排気フィルタユニット（高性能粒

子フィルタ１段内蔵形）７ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

建屋給気系は，２系統の給気系を設置す

る。⑦-8-2 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

建屋給気系は，ウラン・プルトニウム混

合酸化物貯蔵建屋の管理区域へ外気を供

給するため，建屋給気ユニット，貯蔵室

送風機及び建屋送風機で構成する。⑦-

8-3 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

建屋排気系は，２系統の排気系を設置す

る。⑦-8-4 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

建屋排気系は，貯蔵室排気フィルタユニ

ット，建屋排気フィルタユニット，貯蔵

室排風機及び建屋排風機で構成する。 

貯蔵室排気フィルタユニット及び貯蔵

室排風機は，ウラン・プルトニウム混合

酸化物貯蔵建屋の貯蔵室の換気を行い，

混合酸化物貯蔵容器からの崩壊熱の除

去，貯蔵室の負圧維持，排気の浄化及び

排気の低レベル廃棄物処理建屋換気筒の

排気口からの排出ができる設計とする。

⑦-8-5 

建屋排気フィルタユニット及び建屋排

風機は，ウラン・プルトニウム混合酸化

物貯蔵建屋の汚染のおそれのある区域の

負圧維持，排気の浄化及び排気の低レベ

ル廃棄物処理建屋換気筒の排気口からの

排出ができる設計とする。⑦-8-6 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建

屋は，地下階において，その南側に隣接

する形で設置される貯蔵容器搬送用洞道

と接続する。これに伴い，貯蔵容器搬送

用洞道及びＭＯＸ燃料加工施設の燃料加

工建屋の一部は，負圧管理の境界として

共用する。◇7  

 

ｉ．高レベル廃液ガラス固化建屋換気設

備 

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備

は，以下の系統で構成する。 

高レベル廃液ガラス固化建屋給気系 

高レベル廃液ガラス固化建屋排気系⑦-

9-1 

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備系

統概要図を第7.2－27図に，高レベル廃

液ガラス固化建屋換気設備の主要設備の

仕様を第7.2－22表に示す。◇3  

高レベル廃液ガラス固化建屋給気系

は，高レベル廃液ガラス固化建屋の管理

区域へ外気を供給するため，建屋給気ユ

ニット及び建屋送風機で構成する。⑦-
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十八条 （換気設備）（10 / 20） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

高レベル廃液ガラス固化建屋排気系

は，６系統の排気系を設置する設計と

する。⑦-9-3 

高レベル廃液ガラス固化建屋排気系

は，建屋排気フィルタユニット，貯蔵

ピット収納管排気フィルタユニット，

セル排気フィルタユニット，固化セル

圧力放出系前置フィルタユニット，固

化セル圧力放出系排気フィルタユニッ

ト，固化セル換気系前置フィルタユニ

ット，固化セル換気系排気フィルタユ

ニット，フード排気フィルタユニッ

ト，建屋排風機，貯蔵ピット収納管排

風機，セル排風機，固化セル換気系排

風機及びフード排風機で構成し，高レ

ベル廃液ガラス固化建屋の汚染のおそ

れのある区域の負圧維持，排気の浄化

及び排気の主排気筒の排気口からの排

出をする設計とする。⑦-9-4 

また，固化セル内の機器から発生す

る熱を除去し，固化セル内の温度上昇

による固化セル内圧力上昇を防止して

負圧を維持するため，固化セル内にセ

ル内クーラを設置し，【⑧-3-1】固化

セル内から建屋内への空気の逆流を防

止するため，固化セルへの給気系に，

固化セル隔離ダンパを設置する設計と

する。⑧-3-2 

固化セル圧力放出系は，固化セル内

圧力が万一異常に上昇した場合に固化

セル内を排気できる設計とする。⑧-3-

3 

 

 

5.1.4.10 第１ガラス固化体貯蔵建屋

換気設備 

第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備

は，第１ガラス固化体貯蔵建屋給気系

及び第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系

で構成する。⑦-10-1 

 

 

 

 

 

 

第１ガラス固化体貯蔵建屋給気系の

内，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟の

給気系は，第１ガラス固化体貯蔵建屋

東棟建屋給気ユニット及び第１ガラス

固化体貯蔵建屋東棟建屋送風機で構成

し，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟の

管理区域へ外気を供給する設計とす

ＯＰ粒子）／段 

セル排風機 ２ 台 

固化セル圧力放出系前置フィルタユニ

ット（高性能粒子フィルタ１段内蔵

形） ２ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

固化セル圧力放出系排気フィルタユニ

ット（高性能粒子フィルタ１段内蔵

形） ２ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

固化セル換気系前置フィルタユニット 

洗 浄 塔 １ 基 

凝 縮 器 １ 基 

ミストフィルタ ２ 基 

ルテニウム吸着塔 １ 基 

固化セル換気系排気フィルタユニット

（高性能粒子フィルタ２段内蔵形） ２ 

基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

固化セル換気系排風機 ２ 台 

フード排気フィルタユニット（高性能

粒子フィルタ１段内蔵形） ２ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

フード排風機 ２ 台 

セル内クーラ 10 基□2  

 

 

 

 

 

10） 第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設

備 

第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系 

第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋排

気フィルタユニット（高性能粒子フィ

ルタ１段内蔵形）10 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋排

風機 ２ 台 

第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟貯蔵ピ

ット収納管排気フィルタユニット（高

性能粒子フィルタ１段内蔵形）２ 基／

系列×２系列 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟貯蔵ピ

ット収納管排風機 ２ 台／系列×２系

列 

第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟建屋排

9-2 

高レベル廃液ガラス固化建屋排気系

は，６系統の排気系を設置する。⑦-9-3 

高レベル廃液ガラス固化建屋排気系

は，高レベル廃液ガラス固化建屋の汚染

のおそれのある区域の負圧維持，排気の

浄化及び排気の主排気筒の排気口からの

排出のため，建屋排気フィルタユニッ

ト，貯蔵ピット収納管排気フィルタユニ

ット，セル排気フィルタユニット，固化

セル圧力放出系前置フィルタユニット，

固化セル圧力放出系排気フィルタユニッ

ト，固化セル換気系前置フィルタユニッ

ト，固化セル換気系排気フィルタユニッ

ト，フード排気フィルタユニット，建屋

排風機，貯蔵ピット収納管排風機，セル

排風機，固化セル換気系排風機及びフー

ド排風機で構成する。⑦-9-4 

 

 

 

 

また，固化セルには，セル内の除熱を

行うため，セル内クーラを設置するとと

もに，【⑧-3-1】固化セルから建屋内へ

の逆流を防止するため，固化セルへの給

気系に固化セル隔離ダンパを設置する。

⑧-3-2 

固化セル圧力放出系は，固化セル内圧

力が万一異常に上昇した場合に固化セル

内を排気する系統である。⑧-3-3 

 

 

 

 

 

ｊ．第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備 

第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備

は，以下の系統で構成する。 

第１ガラス固化体貯蔵建屋給気系 

第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系⑦-10-

1 

第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備系統

概要図を第7.2－28図に，第１ガラス固

化体貯蔵建屋換気設備の主要設備の仕様

を第7.2－23表に示す。◇3  

第１ガラス固化体貯蔵建屋給気系は，

第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟の管理区

域へ外気を供給するための第１ガラス固

化体貯蔵建屋東棟建屋給気ユニット及び

第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋送風

機【⑦-10-2】並びに第１ガラス固化体

貯蔵建屋西棟の管理区域へ外気を供給す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧-3-1 

（P17 から） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十八条 （換気設備）（11 / 20） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
る。⑦-10-2 

第１ガラス固化体貯蔵建屋給気系の

内，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の

給気系は，第１ガラス固化体貯蔵建屋

西棟建屋給気ユニット及び第１ガラス

固化体貯蔵建屋西棟建屋送風機で構成

し，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の

管理区域へ外気を供給する設計とす

る。⑦-10-3 

第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系

は，６系統の排気系を設置する設計と

する。⑦-10-4 

第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系の

内，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟の

排気系は，第１ガラス固化体貯蔵建屋

東棟建屋排気フィルタユニット，第１

ガラス固化体貯蔵建屋東棟貯蔵ピット

収納管排気フィルタユニット，第１ガ

ラス固化体貯蔵建屋東棟建屋排風機及

び第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟貯蔵

ピット収納管排風機で構成し，第１ガ

ラス固化体貯蔵建屋東棟の汚染のおそ

れのある区域の負圧維持，排気の浄化

及び排気の北換気筒（ハル・エンドピ

ース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換

気筒）の排気口からの排出をする設計

とする。⑦-10-5 

第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系の

内，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の

排気系は，第１ガラス固化体貯蔵建屋

西棟建屋排気フィルタユニット，第１

ガラス固化体貯蔵建屋西棟貯蔵ピット

収納管排気フィルタユニット，第１ガ

ラス固化体貯蔵建屋西棟建屋排風機及

び第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟貯蔵

ピット収納管排風機で構成し，第１ガ

ラス固化体貯蔵建屋西棟の汚染のおそ

れのある区域の負圧維持，排気の浄化

及び排気の北換気筒（ハル・エンドピ

ース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換

気筒）の排気口からの排出をする設計

とする。⑦-10-6 

 

 

5.1.4.11 低レベル廃液処理建屋換気

設備 

低レベル廃液処理建屋換気設備は，

低レベル廃液処理建屋給気系及び低レ

ベル廃液処理建屋排気系で構成する。

⑦-11-1 

 

低レベル廃液処理建屋給気系は，建

屋給気ユニット及び建屋送風機で構成

し，低レベル廃液処理建屋の管理区域

気フィルタユニット（高性能粒子フィ

ルタ１段内蔵形）８ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟建屋排

風機 ２ 台 

第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟貯蔵ピ

ット収納管排気フィルタユニット（高

性能粒子フィルタ１段内蔵形） ２ 基

／系列×２系列 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟貯蔵ピ

ット収納管排風機 ２ 台／系列×２系

列□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11） 低レベル廃液処理建屋換気設備 

低レベル廃液処理建屋排気系 

建屋排気フィルタユニット（高性能粒

子フィルタ１段内蔵形）２ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

建屋排風機 ２ 台 

運転予備用建屋排風機 １ 台□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

るための第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟

建屋給気ユニット及び第１ガラス固化体

貯蔵建屋西棟建屋送風機で構成する。⑦

-10-3 

 

 

第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系は，

６系統の排気系を設置する。⑦-10-4 

第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系は，

第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟の汚染の

おそれのある区域の負圧維持，排気の浄

化及び排気の北換気筒（ハル・エンドピ

ース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気

筒）の排気口からの排出のため，第１ガ

ラス固化体貯蔵建屋東棟建屋排気フィル

タユニット，第１ガラス固化体貯蔵建屋

東棟貯蔵ピット収納管排気フィルタユニ

ット，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟建

屋排風機及び第１ガラス固化体貯蔵建屋

東棟貯蔵ピット収納管排風機【⑦-10-

5】並びに第１ガラス固化体貯蔵建屋西

棟の汚染のおそれのある区域の負圧維

持，排気の浄化及び排気の北換気筒（ハ

ル・エンドピース及び第１ガラス固化体

貯蔵建屋換気筒）の排気口からの排出の

ため，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟建

屋排気フィルタユニット，第１ガラス固

化体貯蔵建屋西棟貯蔵ピット収納管排気

フィルタユニット，第１ガラス固化体貯

蔵建屋西棟建屋排風機及び第１ガラス固

化体貯蔵建屋西棟貯蔵ピット収納管排風

機で構成する。⑦-10-6 

 

収納管からの排気系は，収納管からの

排気中に含まれる放射性物質量の測定が

できる設計とする。また，負圧の監視用

に圧力計を設ける。◇14  
 

 

 

 

ｋ．低レベル廃液処理建屋換気設備 

低レベル廃液処理建屋換気設備は，以

下の系統で構成する。 

低レベル廃液処理建屋給気系 

低レベル廃液処理建屋排気系⑦-11-1 

低レベル廃液処理建屋換気設備系統概要

図を第7.2－29図に，低レベル廃液処理

建屋換気設備の主要設備の仕様を第7.2

－24表に示す。◇3  

低レベル廃液処理建屋給気系は，低レ

ベル廃液処理建屋の管理区域へ外気を供

給するため，建屋給気ユニット及び建屋
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十八条 （換気設備）（12 / 20） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
へ外気を供給する設計とする。⑦-11-2 

低レベル廃液処理建屋排気系は，１

系統の排気系を設置する設計とする。

⑦-11-3 

低レベル廃液処理建屋排気系は，建

屋排気フィルタユニット，建屋排風機

及び運転予備用建屋排風機で構成し，

低レベル廃液処理建屋の汚染のおそれ

のある区域の負圧維持，排気の浄化及

び排気の低レベル廃棄物処理建屋換気

筒の排気口からの排出をする設計とす

る。⑦-11-4 

 

5.1.4.12 低レベル廃棄物処理建屋換

気設備 

低レベル廃棄物処理建屋換気設備

は，低レベル廃棄物処理建屋給気系及

び低レベル廃棄物処理建屋排気系で構

成する。⑦-12-1 

 

 

 

低レベル廃棄物処理建屋給気系は，

建屋給気ユニット及び建屋送風機で構

成し，低レベル廃棄物処理建屋の管理

区域へ外気を供給する設計とする。⑦-

12-2 

低レベル廃棄物処理建屋排気系は，

３系統の排気系を設置する設計とす

る。⑦-12-3 

低レベル廃棄物処理建屋排気系は，

建屋排気フィルタユニットⅠ，建屋排

気フィルタユニットⅡ，建屋排気フィ

ルタユニットⅢ，建屋排風機Ⅰ，建屋

排風機Ⅱ及び建屋排風機Ⅲで構成し，

低レベル廃棄物処理建屋の汚染のおそ

れのある区域の負圧維持，排気の浄化

及び排気の主排気筒及び低レベル廃棄

物処理建屋換気筒の排気口から排出を

する設計とする。⑦-12-4 

 

 

 

 

5.1.4.13 ハル・エンドピース貯蔵建

屋換気設備 

ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設

備は，ハル・エンドピース貯蔵建屋給

気系及びハル・エンドピース貯蔵建屋

排気系で構成する。⑦-13-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12） 低レベル廃棄物処理建屋換気設備 

低レベル廃棄物処理建屋排気系 

建屋排気フィルタユニットⅠ（高性能

粒子フィルタ１段内蔵形） 56 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

建屋排風機Ⅰ ４ 台 

建屋排気フィルタユニットⅡ（高性能

粒子フィルタ１段内蔵形） 13 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

建屋排風機Ⅱ ２ 台 

建屋排気フィルタユニットⅢ（高性能

粒子フィルタ１段内蔵形） ８ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

建屋排風機Ⅲ ２ 台□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13） ハル・エンドピース貯蔵建屋換気

設備 

ハル・エンドピース貯蔵建屋排気系 

建屋排気フィルタユニットⅠ（高性能

粒子フィルタ１段内蔵形） ５ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

建屋排風機Ⅰ ２ 台 

建屋排気フィルタユニットⅡ（高性能

粒子フィルタ１段内蔵形） ３ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

送風機で構成する。⑦-11-2 

低レベル廃液処理建屋排気系は，１系

統の排気系を設置する。⑦-11-3 

低レベル廃液処理建屋排気系は，低レ

ベル廃液処理建屋の汚染のおそれのある

区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の

低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口

からの排出のため，建屋排気フィルタユ

ニット，建屋排風機及び運転予備用建屋

排風機で構成する。⑦-11-4 

 

 

 

ｌ．低レベル廃棄物処理建屋換気設備 

低レベル廃棄物処理建屋換気設備は，

以下の系統で構成する。 

低レベル廃棄物処理建屋給気系 

低レベル廃棄物処理建屋排気系⑦-12-1 

低レベル廃棄物処理建屋換気設備系統概

要図を第7.2－30図に，低レベル廃棄物

処理建屋換気設備の主要設備の仕様を第

7.2－25表に示す。◇3  

低レベル廃棄物処理建屋給気系は，低

レベル廃棄物処理建屋の管理区域へ外気

を供給するため，建屋給気ユニット及び

建屋送風機で構成する。⑦-12-2 

 

低レベル廃棄物処理建屋排気系は，３

系統の排気系を設置する。⑦-12-3 

低レベル廃棄物処理建屋排気系は，低

レベル廃棄物処理建屋の汚染のおそれの

ある区域の負圧維持，排気の浄化及び排

気の主排気筒及び低レベル廃棄物処理建

屋換気筒の排気口からの排出のため，建

屋排気フィルタユニットⅠ，建屋排気フ

ィルタユニットⅡ，建屋排気フィルタユ

ニットⅢ，建屋排風機Ⅰ，建屋排風機Ⅱ

及び建屋排風機Ⅲで構成する。⑦-12-4 

 

 

 

 

 

ｍ．ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設

備 

ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備

は，以下の系統で構成する。 

ハル・エンドピース貯蔵建屋給気系 

ハル・エンドピース貯蔵建屋排気系⑦-

13-1 

ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備系

統概要図を第7.2－31図に，ハル・エン

ドピース貯蔵建屋換気設備の主要設備の
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十八条 （換気設備）（13 / 20） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

ハル・エンドピース貯蔵建屋給気系

は，建屋給気ユニット及び建屋送風機

で構成し，ハル・エンドピース貯蔵建

屋の管理区域へ外気を供給する設計と

する。⑦-13-2 

ハル・エンドピース貯蔵建屋排気系

は，２系統の排気系を設置する設計と

する。⑦-13-3 

ハル・エンドピース貯蔵建屋排気系

は，建屋排気フィルタユニットⅠ，建

屋排気フィルタユニットⅡ，建屋排風

機Ⅰ及び建屋排風機Ⅱで構成し，ハ

ル・エンドピース貯蔵建屋の汚染のお

それのある区域の負圧維持，排気の浄

化及び排気の北換気筒（ハル・エンド

ピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋

換気筒）の排気口からの排出をする設

計とする。⑦-13-4 

 

 

5.1.4.14 チャンネルボックス・バー

ナブルポイズン処理建屋換気設備 

チャンネルボックス・バーナブルポ

イズン処理建屋換気設備は，チャンネ

ルボックス・バーナブルポイズン処理

建屋給気系及びチャンネルボックス・

バーナブルポイズン処理建屋排気系で

構成する。⑦-14-1 

 

 

 

 

 

 

チャンネルボックス・バーナブルポ

イズン処理建屋給気系は，建屋給気ユ

ニット及び建屋送風機で構成し，チャ

ンネルボックス・バーナブルポイズン

処理建屋の管理区域へ外気を供給する

設計とする。⑦-14-2 

チャンネルボックス・バーナブルポ

イズン処理建屋排気系は，２系統の排

気系を設置する設計とする。⑦-14-3 

チャンネルボックス・バーナブルポ

イズン処理建屋排気系は，建屋排気フ

ィルタユニットⅠ，建屋排気フィルタ

ユニットⅡ，建屋排風機Ⅰ及び建屋排

風機Ⅱで構成し，チャンネルボック

ス・バーナブルポイズン処理建屋の汚

染のおそれのある区域の負圧維持，排

気の浄化及び排気の主排気筒及び低レ

ベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口か

建屋排風機Ⅱ ２ 台□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14） チャンネルボックス・バーナブル

ポイズン処理建屋換気設備 

チャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン処理建屋排気系 

建屋排気フィルタユニットⅠ（高性能

粒子フィルタ１段内蔵形） ３ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

建屋排風機Ⅰ ２ 台 

建屋排気フィルタユニットⅡ（高性能

粒子フィルタ１段内蔵形） ２ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

建屋排風機Ⅱ ２ 台□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕様を第7.2－26表に示す。◇3  

ハル・エンドピース貯蔵建屋給気系

は，ハル・エンドピース貯蔵建屋の管理

区域へ外気を供給するため，建屋給気ユ

ニット及び建屋送風機で構成する。⑦-

13-2 

ハル・エンドピース貯蔵建屋排気系

は，２系統の排気系を設置する。⑦-13-

3 

ハル・エンドピース貯蔵建屋排気系

は，ハル・エンドピース貯蔵建屋の汚染

のおそれのある区域の負圧維持，排気の

浄化及び排気の北換気筒（ハル・エンド

ピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換

気筒）の排気口からの排出のため，建屋

排気フィルタユニットⅠ，建屋排気フィ

ルタユニットⅡ，建屋排風機Ⅰ及び建屋

排風機Ⅱで構成する。⑦-13-4 

 

 

 

ｎ．チャンネルボックス・バーナブルポ

イズン処理建屋換気設備 

チャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン処理建屋換気設備は，以下の系統で

構成する。 

チャンネルボックス・バーナブルポイズ

ン処理建屋給気系 

チャンネルボックス・バーナブルポイズ

ン処理建屋排気系⑦-14-1 

チャンネルボックス・バーナブルポイズ

ン処理建屋換気設備系統概要図を第7.2

－32図に，チャンネルボックス・バーナ

ブルポイズン処理建屋換気設備の主要設

備の仕様を第7.2－27表に示す。◇3  

チャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン処理建屋給気系は，チャンネルボッ

クス・バーナブルポイズン処理建屋の管

理区域へ外気を供給するため，建屋給気

ユニット及び建屋送風機で構成する。⑦

-14-2 

チャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン処理建屋排気系は，２系統の排気系

を設置する。⑦-14-3 

チャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン処理建屋排気系は，チャンネルボッ

クス・バーナブルポイズン処理建屋の汚

染のおそれのある区域の負圧維持，排気

の浄化及び排気の主排気筒及び低レベル

廃棄物処理建屋換気筒の排気口からの排

出のため，建屋排気フィルタユニット

Ⅰ，建屋排気フィルタユニットⅡ，建屋

排風機Ⅰ及び建屋排風機Ⅱで構成する。
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十八条 （換気設備）（14 / 20） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
らの排出をする設計とする。⑦-14-4 

 

 

 

 

5.1.4.15 分析建屋換気設備 

分析建屋換気設備は，分析建屋給気

系及び分析建屋排気系で構成する。⑦-

15-1 

 

 

 

 

分析建屋給気系は，建屋給気ユニッ

ト及び建屋送風機で構成し，分析建屋

及び出入管理建屋の管理区域へ外気を

供給する設計とする。⑦-15-2 

分析建屋排気系は，４系統の排気系

を設置する設計とする。⑦-15-3 

分析建屋排気系は，建屋排気フィル

タユニット，セル排気フィルタユニッ

ト，グローブボックス排気フィルタユ

ニット，フード排気フィルタユニッ

ト，建屋排風機，セル排風機，グロー

ブボックス排風機及びフード排風機で

構成し，分析建屋及び出入管理建屋の

汚染のおそれのある区域の負圧維持，

排気の浄化及び排気の主排気筒の排気

口からの排出をする設計とする。⑦-

15-4 

分析建屋換気設備は，六ヶ所保障措

置分析所と共用する。分析建屋換気設

備は，換気設備の排風機に必要な容量

を確保する設計とすることで，共用に

よって再処理施設の安全性を損なわな

い設計とする。⑨-1 

 

 

 

5.1.4.16 北換気筒 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北換気筒は，多筒集合形とし，使用

済燃料輸送容器管理建屋換気筒，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒並びに

ハル・エンドピース及び第１ガラス固

化体貯蔵建屋換気筒で構成する。⑦-16 

 

 

 

15） 分析建屋換気設備 

分析建屋排気系 

建屋排気フィルタユニット（高性能粒

子フィルタ１段内蔵形）19 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

建屋排風機 ２ 台 

セル排気フィルタユニット（高性能粒

子フィルタ１段内蔵形）２ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

セル排風機 ２ 台 

グローブボックス排気フィルタユニッ

ト（高性能粒子フィルタ２段内蔵形） 

４ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

グローブボックス排風機 ２ 台 

フード排気フィルタユニット（高性能

粒子フィルタ１段内蔵形） ４ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

フード排風機 ２ 台□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16） 北換気筒 

使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒 

排気口地上高さ 約75 ｍ 

排 気 量約３万 ｍ３／ｈ 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒 

排気口地上高さ 約75 ｍ 

排 気 量 約28万 ｍ３／ｈ 

ハル・エンドピース及び第１ガラス固

化体貯蔵建屋換気筒 

排気口地上高さ 約75 ｍ 

排 気 量 約14万 ｍ３／ｈ□2  

 

17） 低レベル廃棄物処理建屋換気筒 

排気口地上高さ 約75 ｍ 

排 気 量約80万 ｍ３／ｈ□2  

 

 

⑦-14-4 

 

 

 

ｏ．分析建屋換気設備 

分析建屋換気設備は，以下の系統で構

成する。 

分析建屋給気系 

分析建屋排気系⑦-15-1 

分析建屋換気設備系統概要図を第7.2－

33図に，分析建屋換気設備の主要設備の

仕様を第7.2－28表に示す。◇3  

分析建屋給気系は，分析建屋及び出入

管理建屋の管理区域へ外気を供給するた

め，建屋給気ユニット及び建屋送風機で

構成する。⑦-15-2 

分析建屋排気系は，４系統の排気系を

設置する。⑦-15-3 

分析建屋排気系は，分析建屋及び出入

管理建屋の汚染のおそれのある区域の負

圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒

の排気口からの排出のため，建屋排気フ

ィルタユニット，セル排気フィルタユニ

ット，グローブボックス排気フィルタユ

ニット，フード排気フィルタユニット，

建屋排風機，セル排風機，グローブボッ

クス排風機及びフード排風機で構成す

る。⑦-15-4 

六ヶ所保障措置分析所は，分析建屋の中

に配置されている。六ヶ所保障措置分析

所は，換気・空調を独立して設置せず

に，換気・空調，排気の浄化及び空気汚

染の拡大防止のため，分析建屋換気設備

の分析建屋排気系の一部を六ヶ所保障措

置分析所と共用する。◇2  

 

 

ｐ．北換気筒及び低レベル廃棄物処理建

屋換気筒 

北換気筒の概要図を第7.2－34図に，低

レベル廃棄物処理建屋換気筒の概要図を

第7.2－35図に，北換気筒及び低レベル

廃棄物処理建屋換気筒の主要設備の仕様

を第7.2－29表に示す。◇3  

北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換

気筒は，鉄塔支持形とし，北換気筒の支

持構造物については，廃棄物管理施設の

筒身も支持する構造とすることで，廃棄

物管理施設と共用する。◇2  

また，北換気筒は，多筒集合形とし，使

用済燃料輸送容器管理建屋換気筒，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒並びにハ

ル・エンドピース及び第１ガラス固化体

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨-1(P4から) 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十八条 （換気設備）（15 / 20） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
北換気筒（使用済燃料輸送容器管理

建屋換気筒）は，使用済燃料輸送容器

管理建屋換気設備からの排気を排気口

から排出する設計とする。⑦-16-1 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気筒）は，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気設備からの排気を排気口

から排出する設計とする。⑦-16-2 

北換気筒（ハル・エンドピース及び

第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）

は，第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設

備及びハル・エンドピース貯蔵建屋換

気設備からの排気を排気口から排出す

る設計とする。⑦-16-3 

北換気筒の支持構造物は，廃棄物管

理施設と共用する。北換気筒の支持構

造物は，廃棄物管理施設の筒身を考慮

した強度を確保する設計とすること

で，共用によって再処理施設の安全性

を損なわない設計とする。⑨-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貯蔵建屋換気筒で構成する。⑦-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 主要設備 

換気設備の給気系は，給気フィルタ，

送風機及び必要に応じ空調機器を設け，

外気を管理区域へ供給する設計とする。 

換気設備の排気系は，排風機及び汚染

の程度に応じ適切に粒子フィルタ，排気

フィルタ等を設け，【◇2 】排気を主排

気筒，北換気筒及び低レベル廃棄物処理

建屋換気筒の排気口から排出する設計と

する。◇2  

安全上重要な系統は，溶接ダクト，逆

止ダンパ等を適切に使用する設計とす

る。◇2  

分離建屋換気設備の分離建屋給気系及

び精製建屋換気設備の精製建屋給気系に

は建屋給気閉止ダンパを設け，外部電源

喪失時には給気を閉鎖し分離建屋内及び

精製建屋内が正圧になることを防止し，

建屋給気閉止ダンパは，単一故障を仮定

しても給気を閉鎖できる設計とする。

◇2  

前処理建屋排気系の建屋排風機，セル

排風機，溶解槽セルＡ排風機及び溶解槽

セルＢ排風機，分離建屋排気系の建屋排

風機及びグローブボックス・セル排風

機，精製建屋排気系の建屋排風機及びグ

ローブボックス・セル排風機，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋排気系の建屋

排風機及びグローブボックス・セル排風

機，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯

蔵建屋排気系の建屋排風機及び貯蔵室排

風機並びに高レベル廃液ガラス固化建屋

 

⑦-16(P3 から) 

 

⑦-16-1 

(P17 から) 

 

 

⑦-16-2 

(P17 から) 

 

 

 

⑦-16-3 

(P17 から) 

 

 

 

 

⑨-2(P3,4 から) 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十八条 （換気設備）（16 / 20） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排気系の建屋排風機，セル排風機及び固

化セル換気系排風機は多重化し，非常用

所内電源系統に接続するとともに，その

１系列の試験及び検査中においても，予

備系列のあるものは予備系列に切り替え

又は予備系列のないものは排風機を分割

することにより，運転できる設計とす

る。また，排風機の流量を測定すること

により，運転状態を監視できる設計とす

る。◇2  

換気設備の排気系の高性能粒子フィル

タは多重化し，その試験及び検査中にお

いても，排気量を損なうことなく運転で

きるとともに，【◇13 】前後の差圧を測

定することにより，運転状態を監視でき

る設計とする。また，高性能粒子フィル

タは，前後の差圧を測定できる設計とす

る。◇14  
高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備

のセル内クーラは多重化し，【◇10 】非

常用所内電源系統に接続するとともに，

【◇11 】その１基の試験及び検査中にお

いても，セル内の除熱ができる設計とす

る。◇13  
セル内クーラに冷水を供給する設備

は，動的機器に単一故障を仮定しても閉

じ込め機能を確保できる設計とし，その

他再処理設備の附属施設の安全冷却水系

を介して冷水を適切に供給する設計とす

る。◇10  
換気設備の排風機，高性能粒子フィルタ

及びセル内クーラは，クレーン等により

保守・補修を行う。◇13  
高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備

の固化セル隔離ダンパは，非常用所内電

源系統に接続するとともに，【◇11 】単

一故障を仮定しても固化セルから建屋内

への逆流を防止できる設計とする。◇10  
換気設備は，可能な限り不燃性材料又

は難燃性材料を使用するとともに，万一

の火災に備え，火災区域の耐火壁を貫通

するダクトには，原則として，貫通部近

傍に防火ダンパを設ける設計とする。

◇2  

換気設備のうち使用済燃料の受入れ及

び貯蔵に係る使用済燃料輸送容器管理建

屋換気設備，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋換気設備及び北換気筒（使用済燃料輸

送容器管理建屋換気筒及び使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋換気筒）は，再処理設備

本体の運転開始に先立ち使用できる設計
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十八条 （換気設備）（17 / 20） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4.17 低レベル廃棄物処理建屋

換気筒 

低レベル廃棄物処理建屋換気筒は，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とする。◇4  

 

換気設備の主要機器の機能及び性能に

ついて以下に示す。◇3  

ａ．排気フィルタユニット 

排気フィルタユニットは，排気系の排

気量が塔槽類廃ガス処理設備等に比べて

多いため，高性能粒子フィルタを並列に

組み合わせたものとする。⑤-3 

高性能粒子フィルタは，ろ材にガラス

繊維を使用し，排気中に含まれる放射性

エアロゾルを除去する。また，高性能粒

子フィルタは，排気中に含まれる放射性

エアロゾルを１段当たり99.9％以上除去

できる設計とする。◇1   

ｂ．固化セル換気系前置フィルタユニッ

ト 

固化セル換気系前置フィルタユニット

は，排気中に含まれる放射性物質を除去

する。また，固化セル換気系前置フィル

タユニットは，排気中の揮発性ルテニウ

ムを99.98％以上除去でき，そのうちル

テニウム吸着塔は揮発性ルテニウムを

99％以上除去できる設計とする。ミスト

フィルタは，洗浄塔と合わせて排気中の

放射性エアロゾルを99％以上除去できる

設計とする。◇1   

ｃ．セル内クーラ 

セル内クーラは，セル内の機器から発

生する熱を除去し，固化セル内の温度上

昇による圧力の上昇を防止して，負圧を

維持する設計とする。⑧-3-1 

ｄ．排風機 

排風機は，汚染のおそれのある区域の

負圧を維持するとともに，排気を主排気

筒，北換気筒及び低レベル廃棄物処理建

屋換気筒の排気口から排出する。◇2  

ｅ．北換気筒及び低レベル廃棄物処理建

屋換気筒 

北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建

屋換気筒）は，使用済燃料輸送容器管理

建屋換気設備からの排気を排気口から排

出する。⑥-1-1,⑦-16-1 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋換気筒）は，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気設備からの排気を排気口から排

出する。⑥-1-2,⑦-16-2 

北換気筒（ハル・エンドピース及び第

１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）は，第

１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備及びハ

ル・エンドピース貯蔵建屋換気設備から

の排気を排気口から排出する。⑥-1-3,

⑦-16-3 

 

 

 

⑤-3(P2 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧-3-1（P10 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-1(P3 へ) 

⑦-16-1(P15 へ) 

 

 

⑥-1(P3へ) 

⑦-16-2(P15 へ) 

 

 

⑥-1(P3へ) 

⑦-16-3(P15 へ) 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十八条 （換気設備）（18 / 20） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

建屋換気設備，低レベル廃液処理建屋

換気設備，低レベル廃棄物処理建屋換

気設備（汚染のおそれのある区域及び

熱分解装置室等からの排気系）及びチ

ャンネルボックス・バーナブルポイズ

ン処理建屋換気設備（汚染のおそれの

ある区域からの排気系）からの排気を

排気口から排出する設計とする。⑦-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低レベル廃棄物処理建屋換気筒は，ウ

ラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

換気設備，低レベル廃液処理建屋換気設

備，低レベル廃棄物処理建屋換気設備

（汚染のおそれのある区域及び熱分解装

置室等からの排気系）及びチャンネルボ

ックス・バーナブルポイズン処理建屋換

気設備（汚染のおそれのある区域からの

排気系）からの排気を排気口から排出す

る。⑥-1,⑦-17 

 

7.2.1.5.5 試験・検査 

高性能粒子フィルタの交換時に据付け

状態の健全性を確認する。また，固化セ

ル圧力放出系前置フィルタユニット（高

性能粒子フィルタ１段内蔵形）及び固化

セル圧力放出系排気フィルタユニット

（高性能粒子フィルタ１段内蔵形）は，

定期的に粒子除去効率の確認を行う。

◇13  
排風機は定期的に健全性を確認する。

◇13  
 

7.2.1.5.6 評 価◇6  

(１) 放射性物質の放出低減 

ａ．換気設備は，汚染のおそれのある区

域からの排気を高性能粒子フィルタ等で

ろ過することにより，排気の浄化ができ

る。◇6  

ｂ．北換気筒及び低レベル廃棄物処理建

屋換気筒は，約75ｍの排気口地上高さを

有し，放出される気体状の放射性物質に

対し，十分な拡散効果を有する。◇6  

(２) 閉じ込め 

換気設備は，汚染のおそれのある区域を

清浄区域より負圧に維持できるようにす

るとともに，汚染の程度の低い区域から

汚染の程度のより高い区域に向かって空

気を流す設計としているので汚染の拡大

を防止できる。また，換気設備の安全上

重要な系統は，溶接ダクト，逆止ダンパ

等を適切に使用する設計としているので

気体状の放射性物質の漏えい及び逆流を

防止できる。◇6  

(３) 単一故障 

換気設備の安全上重要な系統の排風機及

びセル内クーラは，多重化しているの

で，単一故障を仮定しても，閉じ込め機

能及び崩壊熱除去機能を確保できる。

◇6  

(４) 外部電源喪失 

換気設備の安全上重要な系統の排風機及

 

 

 

 

 

 

 

⑥-1(P3 へ) 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十八条 （換気設備）（19 / 20） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅲ) 廃棄物の処理能力 

(ａ) 主排気筒 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備，塔

槽類廃ガス処理設備及び高レベル廃液

ガラス固化廃ガス処理設備で処理した

放射性気体廃棄物約22,000ｍ３／ｈ

びセル内クーラは，その他再処理設備の

附属施設の非常用所内電源系統に接続す

る設計としているので，外部電源喪失時

に閉じ込め機能及び崩壊熱除去機能を確

保できる。◇6  

(５) 火 災 

換気設備は，可能な限り不燃性材料又は

難燃性材料を使用するとともに，万一の

火災に備え，火災区域の耐火壁を貫通す

るダクトには，原則として，貫通部近傍

に防火ダンパを設ける設計としているの

で，火災の拡大を防止できる。◇6  

(６) 崩壊熱除去 

換気設備は，混合酸化物貯蔵容器からの

崩壊熱を除去するため，貯蔵室の適切な

換気を行う設計としているので過度の温

度上昇を防止できる。◇6  

(７) 換気・空調 

換気設備は，各区域の換気・空調を行え

る設計としているので各区域の雰囲気を

所定の条件に維持できる。◇6  

(８) 共 用 

貯蔵容器搬送用洞道は，ＭＯＸ燃料加工

施設境界の扉開放時には，ＭＯＸ燃料加

工施設の気体廃棄物の廃棄設備により負

圧に維持する設計とし，再処理施設境界

の扉（防火戸）開放時には，ウラン・プ

ルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備

により貯蔵容器搬送用洞道を負圧に維持

する設計とすること，また，ＭＯＸ燃料

加工施設境界の扉及び再処理施設境界の

扉（防火戸）は，同時に開放しない設計

とすることで，共用によって再処理施設

の安全性を損なわない。◇6  

六ヶ所保障措置分析所と共用する分析建

屋換気設備は，換気設備の排風機に必要

な容量を確保する設計とすることで，共

用によって再処理施設の安全性を損なわ

ない。また，廃棄物管理施設と共用する

北換気筒の支持構造物は，廃棄物管理施

設の筒身を考慮した強度を確保する設計

とすることで，共用によって再処理施設

の安全性を損なわない。◇6  

(９) 試験及び検査 

換気設備の安全上重要な系統の排風機，

高性能粒子フィルタ及びセル内クーラは

多重化する設計とするので，閉じ込め機

能及び崩壊熱除去機能を損なうことなく

必要に応じて試験及び検査ができる。

◇6  

(10) その他 

換気設備のうち使用済燃料の受入れ及び
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十八条 （換気設備）（20 / 20） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
［normal］を換気設備からの排気とと

もに，約150万ｍ３／ｈで排出する能力

を有する。□1  

 

(ｂ) 北換気筒 

塔槽類廃ガス処理設備の一部で処理し

た放射性気体廃棄物約250ｍ３／ｈ

［normal］を換気設備からの排気とと

もに，約48万ｍ３／ｈ（使用済燃料輸送

容器管理建屋換気筒は約３万ｍ３／ｈ，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒は

約28万ｍ３／ｈ，ハル・エンドピース及

び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒は

塔槽類廃ガス処理設備の一部で処理し

た放射性気体廃棄物約250ｍ３／ｈ

［normal］を含み約14万ｍ３／ｈ）で排

出する能力を有する。□2  

 

(ｃ) 低レベル廃棄物処理建屋換気筒 

換気設備からの排気約80万ｍ３／ｈを排

出する能力を有する。□2  

 

(ⅴ) 排気口の位置 

(ａ) 主排気筒 

敷地のほぼ中心に位置し，主排気筒か

ら敷地境界までの距離は，東方約800

ｍ，西方約950ｍ，南方約1,050ｍ，北

方約1,000ｍであり，排気口地上高さ約

150ｍ（標高約205ｍ）である。□1  

 

(ｂ) 北換気筒（使用済燃料輸送容器管

理建屋換気筒，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋換気筒並びにハル・エンドピー

ス及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気

筒） 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の西側に

位置し，北換気筒から敷地境界までの

距離は，東方約900ｍ，西方約700ｍ，

南方約1,000ｍ，北方約1,000ｍであ

り，排気口地上高さ約75ｍ（標高約130

ｍ）である。□2  

 

(ｃ) 低レベル廃棄物処理建屋換気筒 

低レベル廃棄物処理建屋上に位置し，

低レベル廃棄物処理建屋換気筒から敷

地境界までの距離は，東方約1,500ｍ，

西方約650ｍ，南方約550ｍ，北方約

1,500ｍであり，排気口地上高さ約75ｍ

（標高約130ｍ）である。□2  

 

貯蔵に係る使用済燃料輸送容器管理建屋

換気設備，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気設備及び北換気筒（使用済燃料輸送

容器管理建屋換気筒及び使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒）は，再処理設備本

体の運転開始に先立ち使用できる設計と

している。◇6  
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

別紙１② 

第二十八条（換気設備） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

① 系統構成に関する説明 換気設備の系統構成の説明 － － － 

② 
放射線障害を防止するために

必要な換気能力（換気能力） 
技術基準の要求を受けている内容 １項１号 － ａ，b，e 

③ 
放射線障害を防止するために

必要な換気能力（換気・空調） 
技術基準の要求を受けている内容 

１項１号 

 
－ b，d 

④ 汚染された空気の逆流防止 技術基準の要求を受けている内容 
１項２号 

（10 条１項 1 号） 
－ b，g 

⑤ 
ろ過装置の機能維持，汚染の除

去又は取替え 

技術基準の要求事項を受けた内容

として記載する。 
１項 3号 － e 

⑥ 

吸気口と排気筒の距離確保に

よる汚染された空気の再吸入

防止 

技術基準の要求を受けている内容 １項４号 － b 

⑦ 各建屋換気 
事業変更許可申請書における各建

屋換気の設計方針 
－ － e 

⑧ 
換気設備の閉じ込めに関する

記載（閉じ込め） 

技術基準規則（第 10 条）に基づく

閉じ込めに係る要求を受けている

事項 

－ 

（10 条１項） 
－ g 

⑨ 
共用に関する記載 

（安全機能を有する施設） 

第 16 条「安全機能を有する施設」

の共用に係る要求を受けている内

容 

－ 

（16 条５項） 
－ c 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  
気体廃棄物の廃棄施設に関す

る設計 

気体廃棄物の廃棄施設に関する設計については，廃棄施

設の機能に関する事項であるため，第 24 条「廃棄施設」

の基本設計方針で記載する。 

－ 

□2  設備仕様 仕様表にて記載する項目であるため記載しない。 d 

□3  一般事項 
一般事項であるため，基本設計方針に記載しない。（図面

の呼び込み，記載箇所の呼び込み等） 
b 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  
他条文で展開する事項（第 24

条） 

第 24 条「廃棄施設」にて，説明する内容のため記載しな

い。 
－ 

◇2  重複記載 
本文又は添付書類六の他箇所の記載と重複するため記載

しない。 
－ 

◇3  一般事項 
一般事項であるため，基本設計方針に記載しない。（図面

の呼び込み，記載箇所の呼び込み等） 
b 

◇4  先行使用に関する事項 
使用済燃料の受け入れ施設及び貯蔵施設は竣工施設であ

るため記載しない。 
－ 
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◇5  設備仕様 仕様表にて記載する。 d 

◇6  設計方針に対する評価記載 設計方針に対する評価の記載であるため記載しない。 － 

◇7  
再処理施設しゅん工後に申請

する設備に関する記載 

再処理施設しゅん工後に申請する設備及び当該設備の設

計方針に関する記載のため，記載しない。 
－ 

◇8  手順等 手順等については，詳細は保安規定（運用）で記載する。 － 

◇9  
他条文で展開する事項（第 10

条） 

第 10 条「閉じ込めの機能」にて，説明する内容のため記

載しない。 

－ 

◇10  
他条文で展開する事項（第 15

条） 

第 15 条「安全上重要な施設」にて，説明する内容のため

記載しない。 

－ 

◇11  
他条文で展開する事項（第 29

条） 

第 29 条「保安電源設備」にて，説明する内容のため記載

しない。 

－ 

◇12  
他条文で展開する事項（第 11

条） 

第 11 条，第 35 条「火災等による損傷の防止」にて，説

明する内容のため記載しない。 

－ 

◇13  
他条文で展開する事項（第 16

条） 

第 16 条「安全機能を有する施設」にて，説明する内容の

ため記載しない。 

－ 

◇14  
他条文で展開する事項（第 20

条） 

第 20 条「計測制御系統施設」にて，説明する内容のため

記載しない。 

－ 

４．添付書類等 

№ 書類名 

ａ 添付Ⅱ 放射線による被ばくの防止に関する説明書 

ｂ 

Ⅵ－2 再処理施設に関する図面 

Ⅵ-2-1 構内配置図 第 2.1-2 図 主要設備の配置の状況を明示した平面図 

Ⅵ-2-3 系統図 

c Ⅵ-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 

d 仕様表（設計条件及び仕様） 

e Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 

f Ⅲ-1-1 火災等による損傷の防止に関する説明書 

g Ⅵ-1-1-2-1 安全機能を有する施設の閉じ込めの機能に関する説明書 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の 

記載及び申請回次の展開 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十八条 換気設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（２項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

1

換気設備は，使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備，使用済燃料受入れ・貯
蔵建屋換気設備，前処理建屋換気設備，分離建屋換気設備，精製建屋換気設
備，ウラン脱硝建屋換気設備，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設
備，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備，高レベル廃液ガラ
ス固化建屋換気設備，第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備，低レベル廃液処
理建屋換気設備，低レベル廃棄物処理建屋換気設備，ハル・エンドピース貯
蔵建屋換気設備，チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設
備，分析建屋換気設備，北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒，使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒並びにハル・エンドピース及び第１ガラス
固化体貯蔵建屋換気筒）及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒で構成し,北換
気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒以外は，各建屋に収納する設計とす
る。

設置要求 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － － － － △ － 基本方針

4
換気設備は，排気ダクトをフランジ又は溶接で接続する構造とし，高性能粒
子フィルタ，排風機，逆止ダンパ等を設けて，放射性物質が漏えいし難く，
かつ逆流し難い設計とする。

設置要求
各建屋換気設備
（許可文中、第7.2-14表～28表、第7.2-19図～33
図）

基本方針
設計方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － － － － △ 基本方針 基本方針

5

換気設備は，排気量に応じて並列に組み合わせた高性能粒子フィルタを設置
することで，周辺環境に放出される放射性物質の量を合理的に達成できる限
り低くする設計とする。また，換気設備の高性能粒子フィルタは，放射性物
質による汚染の除去又は取替に必要な空間を有するとともに，取替が容易な
設計とする。

機能要求①
各建屋換気設備
（許可文中、第7.2-14表～28表、第7.2-19図～33
図）

基本方針
設計方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － － － － △ 基本方針 基本方針

6
汚染のおそれのある区域からの排気は，主排気筒，北換気筒及び低レベル廃
棄物処理建屋換気筒の排気口から排出する設計とする。

機能要求①

各建屋換気設備
（許可文中、第7.2-14表～28表、第7.2-19図～33
図）
北換気筒
（許可文中、第7.2-29表、第7.2-34図）
低レベル廃棄物処理建屋換気筒
（許可文中、第7.2-29表、第7.2-35図）
主排気筒
（許可文中、第7.2-30表、第7.2-36図）

基本方針
設計方針（系統構成）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － － － － △ 基本方針 基本方針

7
換気設備の吸気口は，放射性物質に汚染された空気を吸入し難いように，主
排気筒，北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒から十分な距離を有し
排気を直接吸入しない位置に設置する設計とする。

設置要求

各建屋換気設備
（許可文中、第7.2-14表～28表、第7.2-19図～33
図）
北換気筒
（許可文中、第7.2-29表、第7.2-34図）
低レベル廃棄物処理建屋換気筒
（許可文中、第7.2-29表、第7.2-35図）
主排気筒
（許可文中、第7.2-30表、第7.2-36図）

基本方針
設計方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － － － － △ 基本方針 基本方針

8

5.1.4.1　使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備
使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備は，使用済燃料輸送容器管理建屋給気
系及び使用済燃料輸送容器管理建屋排気系で構成する。
使用済燃料輸送容器管理建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で
構成し、使用済燃料輸送容器管理建屋の除染エリア及び保守エリアの管理区
域へ外気を供給する設計とする。
使用済燃料輸送容器管理建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット及び建屋
排風機で構成し，使用済燃料輸送容器管理建屋の除染エリア及び保守エリア
の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の北換気筒（使
用済燃料輸送容器管理建屋換気筒）の排気口からの排出をする設計とする。

機能要求①

使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-14表、第7.2-19図）

設計方針（系統構成）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － － － － △ 基本方針 －

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

【放射線障害防止】
放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質
の濃度限度を満足していることを説明する。

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

各建屋換気設備の建屋送風機
（許可文中、第7.2-14表～28表、第7.2-19図～33
図）

【機能要求②】
使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備
前処理建屋換気設備
分離建屋換気設備
精製建屋換気設備
ウラン脱硝建屋換気設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設
備
高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備
第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備
低レベル廃液処理建屋換気設備
低レベル廃棄物処理建屋換気設備
ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建
屋換気設備
分析建屋換気設備

機能要求②は，上記設備の排風機及びダクトとす
る。
評価要求の換気能力は，上記設備のうち，使用済
燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備及びチャンネル
ボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備
とする。

2
換気設備は，通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に
おいて，放射線障害を防止するために，管理区域内の放射線業務従事者に新
鮮な空気を供給する設計とし、必要な換気能力を有する設計とする。

評価要求
機能要求①
機能要求②

基本方針
設計方針（系統構成）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅱ-4-1　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備の
換気能力に関する計算書
既設工認（添付書類「Ⅱ　放射線による被ばくの
防止に関する説明書」）より変更なし

Ⅱ-4-2　チャンネル ボックス・バーナブル ポイ
ズン処理建屋の換気能力に関する計算書
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法の
技術基準への適合に関する説明書」のうち「第九
条　換気設備」より）より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

3

換気設備は，給気系及び排気系で構成し，汚染の程度の低い区域から汚染の
程度のより高い区域に向かって空気を流す設計とし、給排気量を適切に設定
及び調節することにより、汚染のおそれのある区域を清浄区域より負圧に維
持するとともに，適切な換気・空調を行う設計とする。

機能要求①
機能要求②

各建屋換気設備の建屋送風機
（許可文中、第7.2-14表～28表、第7.2-19図～33
図）

【機能要求②】
使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備
前処理建屋換気設備
分離建屋換気設備
精製建屋換気設備
ウラン脱硝建屋換気設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設
備
高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備
第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備
低レベル廃液処理建屋換気設備
低レベル廃棄物処理建屋換気設備
ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建
屋換気設備
分析建屋換気設備

機能要求②は，上記設備の排風機及びダクトとす
る。

基本方針
設計方針（系統構成）

－ － － － －

－ － － － －

△ 基本方針 基本方針

△ 基本方針 基本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十八条 換気設備）

別紙２

1

換気設備は，使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備，使用済燃料受入れ・貯
蔵建屋換気設備，前処理建屋換気設備，分離建屋換気設備，精製建屋換気設
備，ウラン脱硝建屋換気設備，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設
備，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備，高レベル廃液ガラ
ス固化建屋換気設備，第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備，低レベル廃液処
理建屋換気設備，低レベル廃棄物処理建屋換気設備，ハル・エンドピース貯
蔵建屋換気設備，チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設
備，分析建屋換気設備，北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒，使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒並びにハル・エンドピース及び第１ガラス
固化体貯蔵建屋換気筒）及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒で構成し,北換
気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒以外は，各建屋に収納する設計とす
る。

設置要求 基本方針 基本方針

4
換気設備は，排気ダクトをフランジ又は溶接で接続する構造とし，高性能粒
子フィルタ，排風機，逆止ダンパ等を設けて，放射性物質が漏えいし難く，
かつ逆流し難い設計とする。

設置要求
各建屋換気設備
（許可文中、第7.2-14表～28表、第7.2-19図～33
図）

基本方針
設計方針

5

換気設備は，排気量に応じて並列に組み合わせた高性能粒子フィルタを設置
することで，周辺環境に放出される放射性物質の量を合理的に達成できる限
り低くする設計とする。また，換気設備の高性能粒子フィルタは，放射性物
質による汚染の除去又は取替に必要な空間を有するとともに，取替が容易な
設計とする。

機能要求①
各建屋換気設備
（許可文中、第7.2-14表～28表、第7.2-19図～33
図）

基本方針
設計方針

6
汚染のおそれのある区域からの排気は，主排気筒，北換気筒及び低レベル廃
棄物処理建屋換気筒の排気口から排出する設計とする。

機能要求①

各建屋換気設備
（許可文中、第7.2-14表～28表、第7.2-19図～33
図）
北換気筒
（許可文中、第7.2-29表、第7.2-34図）
低レベル廃棄物処理建屋換気筒
（許可文中、第7.2-29表、第7.2-35図）
主排気筒
（許可文中、第7.2-30表、第7.2-36図）

基本方針
設計方針（系統構成）

7
換気設備の吸気口は，放射性物質に汚染された空気を吸入し難いように，主
排気筒，北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒から十分な距離を有し
排気を直接吸入しない位置に設置する設計とする。

設置要求

各建屋換気設備
（許可文中、第7.2-14表～28表、第7.2-19図～33
図）
北換気筒
（許可文中、第7.2-29表、第7.2-34図）
低レベル廃棄物処理建屋換気筒
（許可文中、第7.2-29表、第7.2-35図）
主排気筒
（許可文中、第7.2-30表、第7.2-36図）

基本方針
設計方針

8

5.1.4.1　使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備
使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備は，使用済燃料輸送容器管理建屋給気
系及び使用済燃料輸送容器管理建屋排気系で構成する。
使用済燃料輸送容器管理建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で
構成し、使用済燃料輸送容器管理建屋の除染エリア及び保守エリアの管理区
域へ外気を供給する設計とする。
使用済燃料輸送容器管理建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット及び建屋
排風機で構成し，使用済燃料輸送容器管理建屋の除染エリア及び保守エリア
の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の北換気筒（使
用済燃料輸送容器管理建屋換気筒）の排気口からの排出をする設計とする。

機能要求①

使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-14表、第7.2-19図）

設計方針（系統構成）

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

各建屋換気設備の建屋送風機
（許可文中、第7.2-14表～28表、第7.2-19図～33
図）

【機能要求②】
使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備
前処理建屋換気設備
分離建屋換気設備
精製建屋換気設備
ウラン脱硝建屋換気設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設
備
高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備
第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備
低レベル廃液処理建屋換気設備
低レベル廃棄物処理建屋換気設備
ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建
屋換気設備
分析建屋換気設備

機能要求②は，上記設備の排風機及びダクトとす
る。
評価要求の換気能力は，上記設備のうち，使用済
燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備及びチャンネル
ボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備
とする。

2
換気設備は，通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に
おいて，放射線障害を防止するために，管理区域内の放射線業務従事者に新
鮮な空気を供給する設計とし、必要な換気能力を有する設計とする。

評価要求
機能要求①
機能要求②

基本方針
設計方針（系統構成）

3

換気設備は，給気系及び排気系で構成し，汚染の程度の低い区域から汚染の
程度のより高い区域に向かって空気を流す設計とし、給排気量を適切に設定
及び調節することにより、汚染のおそれのある区域を清浄区域より負圧に維
持するとともに，適切な換気・空調を行う設計とする。

機能要求①
機能要求②

各建屋換気設備の建屋送風機
（許可文中、第7.2-14表～28表、第7.2-19図～33
図）

【機能要求②】
使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備
前処理建屋換気設備
分離建屋換気設備
精製建屋換気設備
ウラン脱硝建屋換気設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設
備
高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備
第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備
低レベル廃液処理建屋換気設備
低レベル廃棄物処理建屋換気設備
ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建
屋換気設備
分析建屋換気設備

機能要求②は，上記設備の排風機及びダクトとす
る。

基本方針
設計方針（系統構成）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

－ － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

第２回

－ －

－ －

＜ファン＞
・容量
・原動機

＜主配管＞
・外径
・厚さ

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

－

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅱ-4-1　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備の
換気能力に関する計算書
既設工認（添付書類「Ⅱ　放射線による被ばくの
防止に関する説明書」）より変更なし

Ⅱ-4-2　チャンネル ボックス・バーナブル ポイ
ズン処理建屋の換気能力に関する計算書
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法の
技術基準への適合に関する説明書」のうち「第九
条　換気設備」より）より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【放射線障害防止】
放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質
の濃度限度を満足していることを説明する。

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十八条 換気設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（２項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

9

5.1.4.2　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋給気
系及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系で構成する。
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で
構成し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋
の管理区域へ外気を供給する設計とする。
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット及び建屋
排風機で構成し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵
管理建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の北換
気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気口からの排出をする設計
とする。

機能要求①

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-15表、第7.2-20図）

設計方針（系統構成）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － － － － △ 基本方針 －

10

5.1.4.3　前処理建屋換気設備
前処理建屋換気設備は，前処理建屋給気系及び前処理建屋排気系で構成す
る。
前処理建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，前処理建
屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。
前処理建屋排気系は，４系統の排気系を設置する設計とする。
前処理建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，セル排気フィルタユニッ
ト，溶解槽セルＡ排気フィルタユニット，溶解槽セルＢ排気フィルタユニッ
ト，建屋排風機，セル排風機，溶解槽セルＡ排風機及び溶解槽セルＢ排風機
で構成し，前処理建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及
び排気の主排気筒の排気口からの排出をする設計とする。

機能要求①

前処理建屋給気系
前処理建屋排気系

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-16表、第7.2-21図）

設計方針（系統構成）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － － － － △ － 基本方針

11

5.1.4.4　分離建屋換気設備
分離建屋換気設備は，分離建屋給気系及び分離建屋排気系で構成する。
分離建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，分離建屋の
管理区域へ外気を供給する設計とする。また，セル内有機溶媒火災時に給気
を閉鎖するため，建屋給気閉止ダンパを設置する設計とする。
分離建屋排気系は，２系統の排気系を設置する設計とする。
分離建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，グローブボックス・セル排
気フィルタユニット，建屋排風機及びグローブボックス・セル排風機で構成
し，分離建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の
主排気筒の排気口からの排出をする設計とする。

機能要求①

分離建屋換気設備

給気系は給気ユニット，送風機及び給気閉止ダン
パとし、排気系は排気フィルタユニット及び排風
機を対象とする。
（許可文中、第7.2-17表、第7.2.22-図）

設計方針（系統構成）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-1-1-2-1　安全機能を有する施設の閉じ込めの
機能に関する説明書
既設工認より変更なし（第10条「閉じ込めの機
能」の添付書類で記載する。）

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

【閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計
について説明する。

－ － － － － △ － 基本方針

12

5.1.4.5　精製建屋換気設備
精製建屋換気設備は，精製建屋給気系及び精製建屋排気系で構成する。
精製建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，精製建屋の
管理区域へ外気を供給する設計とする。また，セル内有機溶媒火災時に給気
を閉鎖するため，建屋給気閉止ダンパを設置する設計とする。
精製建屋排気系は，３系統の排気系を設置する設計とする。
精製建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，セル排気フィルタユニッ
ト，グローブボックス排気フィルタユニット，建屋排風機及びグローブボッ
クス・セル排風機で構成し，精製建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維
持，排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口からの排出をする設計とする。

機能要求①

精製建屋換気設備

給気系は給気ユニット，送風機及び給気閉止ダン
パとし、排気系は排気フィルタユニット及び排風
機を対象とする。
（許可文中、第7.2-18表、第7.2-23図）

設計方針（系統構成）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-1-1-2-1　安全機能を有する施設の閉じ込めの
機能に関する説明書
既設工認より変更なし（第10条「閉じ込めの機
能」の添付書類で記載する。）

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

【閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計
について説明する。

－ － － － － △ － 基本方針

13

5.1.4.6　ウラン脱硝建屋換気設備
ウラン脱硝建屋換気設備は，ウラン脱硝建屋給気系及びウラン脱硝建屋排気
系で構成する。
ウラン脱硝建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，ウラ
ン脱硝建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。
ウラン脱硝建屋排気系は，２系統の排気系を設置する設計とする。
ウラン脱硝建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，フード排気フィルタ
ユニット，建屋排風機及びフード排風機で構成し，ウラン脱硝建屋の汚染の
おそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口から
の排出をする設計とする。

機能要求①

ウラン脱硝建屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-19表、第7.2-24図）

設計方針（系統構成）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － － － － △ － 基本方針

14

5.1.4.7　ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備は，ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋給気系及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系で構成する。
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送
風機で構成し，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の管理区域へ外気を供給
する設計とする。
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系は，２系統の排気系を設置する設
計とする。
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，
グローブボックス・セル排気フィルタユニット，建屋排風機及びグローブ
ボックス・セル排風機で構成し，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の汚染
のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口か
らの排出をする設計とする。

機能要求①

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-20表、第7.2-25図）

設計方針（系統構成）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － － － － △ － 基本方針
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項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

9

5.1.4.2　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋給気
系及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系で構成する。
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で
構成し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋
の管理区域へ外気を供給する設計とする。
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット及び建屋
排風機で構成し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵
管理建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の北換
気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気口からの排出をする設計
とする。

機能要求①

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-15表、第7.2-20図）

設計方針（系統構成）

10

5.1.4.3　前処理建屋換気設備
前処理建屋換気設備は，前処理建屋給気系及び前処理建屋排気系で構成す
る。
前処理建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，前処理建
屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。
前処理建屋排気系は，４系統の排気系を設置する設計とする。
前処理建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，セル排気フィルタユニッ
ト，溶解槽セルＡ排気フィルタユニット，溶解槽セルＢ排気フィルタユニッ
ト，建屋排風機，セル排風機，溶解槽セルＡ排風機及び溶解槽セルＢ排風機
で構成し，前処理建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及
び排気の主排気筒の排気口からの排出をする設計とする。

機能要求①

前処理建屋給気系
前処理建屋排気系

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-16表、第7.2-21図）

設計方針（系統構成）

11

5.1.4.4　分離建屋換気設備
分離建屋換気設備は，分離建屋給気系及び分離建屋排気系で構成する。
分離建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，分離建屋の
管理区域へ外気を供給する設計とする。また，セル内有機溶媒火災時に給気
を閉鎖するため，建屋給気閉止ダンパを設置する設計とする。
分離建屋排気系は，２系統の排気系を設置する設計とする。
分離建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，グローブボックス・セル排
気フィルタユニット，建屋排風機及びグローブボックス・セル排風機で構成
し，分離建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の
主排気筒の排気口からの排出をする設計とする。

機能要求①

分離建屋換気設備

給気系は給気ユニット，送風機及び給気閉止ダン
パとし、排気系は排気フィルタユニット及び排風
機を対象とする。
（許可文中、第7.2-17表、第7.2.22-図）

設計方針（系統構成）

12

5.1.4.5　精製建屋換気設備
精製建屋換気設備は，精製建屋給気系及び精製建屋排気系で構成する。
精製建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，精製建屋の
管理区域へ外気を供給する設計とする。また，セル内有機溶媒火災時に給気
を閉鎖するため，建屋給気閉止ダンパを設置する設計とする。
精製建屋排気系は，３系統の排気系を設置する設計とする。
精製建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，セル排気フィルタユニッ
ト，グローブボックス排気フィルタユニット，建屋排風機及びグローブボッ
クス・セル排風機で構成し，精製建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維
持，排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口からの排出をする設計とする。

機能要求①

精製建屋換気設備

給気系は給気ユニット，送風機及び給気閉止ダン
パとし、排気系は排気フィルタユニット及び排風
機を対象とする。
（許可文中、第7.2-18表、第7.2-23図）

設計方針（系統構成）

13

5.1.4.6　ウラン脱硝建屋換気設備
ウラン脱硝建屋換気設備は，ウラン脱硝建屋給気系及びウラン脱硝建屋排気
系で構成する。
ウラン脱硝建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，ウラ
ン脱硝建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。
ウラン脱硝建屋排気系は，２系統の排気系を設置する設計とする。
ウラン脱硝建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，フード排気フィルタ
ユニット，建屋排風機及びフード排風機で構成し，ウラン脱硝建屋の汚染の
おそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口から
の排出をする設計とする。

機能要求①

ウラン脱硝建屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-19表、第7.2-24図）

設計方針（系統構成）

14

5.1.4.7　ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備は，ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋給気系及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系で構成する。
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送
風機で構成し，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の管理区域へ外気を供給
する設計とする。
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系は，２系統の排気系を設置する設
計とする。
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，
グローブボックス・セル排気フィルタユニット，建屋排風機及びグローブ
ボックス・セル排風機で構成し，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の汚染
のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口か
らの排出をする設計とする。

機能要求①

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-20表、第7.2-25図）

設計方針（系統構成）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

－ － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-1-1-2-1　安全機能を有する施設の閉じ込めの
機能に関する説明書
既設工認より変更なし（第10条「閉じ込めの機
能」の添付書類で記載する。）

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

【閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計
について説明する。

－ － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-1-1-2-1　安全機能を有する施設の閉じ込めの
機能に関する説明書
既設工認より変更なし（第10条「閉じ込めの機
能」の添付書類で記載する。）

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

【閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計
について説明する。

－ － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十八条 換気設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（２項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

15

5.1.4.8　ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備は，ウラン・プルトニウ
ム混合酸化物貯蔵建屋給気系及びウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
排気系で構成する。
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋給気系は，２系統の給気系を設置
する設計とする。
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋給気系は，建屋給気ユニット，貯
蔵室送風機及び建屋送風機で構成し，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系は，２系統の排気系を設置
する設計とする。
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系の貯蔵室の排気は，貯蔵室
排気フィルタユニット及び貯蔵室排風機で構成し，貯蔵室排気フィルタユ
ニット及び貯蔵室排風機は，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の貯
蔵室の換気を行い，混合酸化物貯蔵容器からの崩壊熱の除去，貯蔵室の負圧
維持，排気の浄化及び排気の低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口からの
排出をする設計とする。
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系のウラン・プルトニウム混
合酸化物貯蔵建屋の排気は，建屋排気フィルタユニット及び建屋排風機で構
成し，建屋排気フィルタユニット及び建屋排風機は，ウラン・プルトニウム
混合酸化物貯蔵建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び
排気の低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口からの排出をする設計とす
る。

機能要求①

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設
備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-21表、第7.2-26図）

設計方針（系統構成）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － － － － △ － 基本方針

16

5.1.4.9　高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備
高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備は，高レベル廃液ガラス固化建屋給気
系及び高レベル廃液ガラス固化建屋排気系で構成する。
高レベル廃液ガラス固化建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で
構成し，高レベル廃液ガラス固化建屋の管理区域へ外気を供給する設計とす
る。
高レベル廃液ガラス固化建屋排気系は，６系統の排気系を設置する設計とす
る。
高レベル廃液ガラス固化建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，貯蔵
ピット収納管排気フィルタユニット，セル排気フィルタユニット，固化セル
圧力放出系前置フィルタユニット，固化セル圧力放出系排気フィルタユニッ
ト，固化セル換気系前置フィルタユニット，固化セル換気系排気フィルタユ
ニット，フード排気フィルタユニット，建屋排風機，貯蔵ピット収納管排風
機，セル排風機，固化セル換気系排風機及びフード排風機で構成し，高レベ
ル廃液ガラス固化建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及
び排気の主排気筒の排気口からの排出をする設計とする。
また，固化セル内の機器から発生する熱を除去し，固化セル内の温度上昇に
よる固化セル内圧力上昇を防止して負圧を維持するため，固化セル内にセル
内クーラを設置し，固化セル内から建屋内への空気の逆流を防止するため，
固化セルへの給気系に，固化セル隔離ダンパを設置する設計とする。
固化セル圧力放出系は，固化セル内圧力が万一異常に上昇した場合に固化セ
ル内を排気できる設計とする。

機能要求①

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-22表、第7.2-27図）

設計方針（系統構成）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-1-1-2-1　安全機能を有する施設の閉じ込めの
機能に関する説明書
既設工認より変更なし（第10条「閉じ込めの機
能」の添付書類で記載する。）

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

【閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計
について説明する。

－ － － － － △ － 基本方針

18

5.1.4.11　低レベル廃液処理建屋換気設備
低レベル廃液処理建屋換気設備は，低レベル廃液処理建屋給気系及び低レベ
ル廃液処理建屋排気系で構成する。
低レベル廃液処理建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成
し，低レベル廃液処理建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。
低レベル廃液処理建屋排気系は，１系統の排気系を設置する設計とする。
低レベル廃液処理建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，建屋排風機及
び運転予備用建屋排風機で構成し，低レベル廃液処理建屋の汚染のおそれの
ある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の低レベル廃棄物処理建屋換気筒
の排気口からの排出をする設計とする。

機能要求①

低レベル廃液処理建屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-24表、第7.2-29図）

設計方針（系統構成）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － － － － △ － 基本方針
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5.1.4.12　低レベル廃棄物処理建屋換気設備
低レベル廃棄物処理建屋換気設備は，低レベル廃棄物処理建屋給気系及び低
レベル廃棄物処理建屋排気系で構成する。
低レベル廃棄物処理建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成
し，低レベル廃棄物処理建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。
低レベル廃棄物処理建屋排気系は，３系統の排気系を設置する設計とする。
低レベル廃棄物処理建屋排気系は，建屋排気フィルタユニットⅠ，建屋排気
フィルタユニットⅡ，建屋排気フィルタユニットⅢ，建屋排風機Ⅰ，建屋排
風機Ⅱ及び建屋排風機Ⅲで構成し，低レベル廃棄物処理建屋の汚染のおそれ
のある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒及び低レベル廃棄物
処理建屋換気筒の排気口から排出をする設計とする。

機能要求①

低レベル廃棄物処理建屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-25表、第7.2-30図）

設計方針（系統構成）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － － － － △ － 基本方針

20

5.1.4.13　ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備
ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備は，ハル・エンドピース貯蔵建屋給気
系及びハル・エンドピース貯蔵建屋排気系で構成する。
ハル・エンドピース貯蔵建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で
構成し，ハル・エンドピース貯蔵建屋の管理区域へ外気を供給する設計とす
る。
ハル・エンドピース貯蔵建屋排気系は，２系統の排気系を設置する設計とす
る。
ハル・エンドピース貯蔵建屋排気系は，建屋排気フィルタユニットⅠ，建屋
排気フィルタユニットⅡ，建屋排風機Ⅰ及び建屋排風機Ⅱで構成し，ハル・
エンドピース貯蔵建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及
び排気の北換気筒（ハル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気
筒）の排気口からの排出をする設計とする。

機能要求①

ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-26表、第7.2-31図）

設計方針（系統構成）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － － － － △ － 基本方針

設計方針（系統構成）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

第１ガラス固化体貯蔵建屋給気系
第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-23表、第7.2-28図）

17

5.1.4.10　第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備
第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備は，第１ガラス固化体貯蔵建屋給気系及
び第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系で構成する。
第１ガラス固化体貯蔵建屋給気系の内，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟の給
気系は，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋給気ユニット及び第１ガラス固
化体貯蔵建屋東棟建屋送風機で構成し，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟の管
理区域へ外気を供給する設計とする。第１ガラス固化体貯蔵建屋給気系の
内，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の給気系は，第１ガラス固化体貯蔵建屋
西棟建屋給気ユニット及び第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟建屋送風機で構成
し，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の管理区域へ外気を供給する設計とす
る。
第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系は，６系統の排気系を設置する設計とす
る。
第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系の内，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟の排
気系は，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋排気フィルタユニット，第１ガ
ラス固化体貯蔵建屋東棟貯蔵ピット収納管排気フィルタユニット，第１ガラ
ス固化体貯蔵建屋東棟建屋排風機及び第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟貯蔵
ピット収納管排風機で構成し，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟の汚染のおそ
れのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の北換気筒（ハル・エンド
ピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）の排気口からの排出をする設
計とする。
第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系の内，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の排
気系は，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟建屋排気フィルタユニット，第１ガ
ラス固化体貯蔵建屋西棟貯蔵ピット収納管排気フィルタユニット，第１ガラ
ス固化体貯蔵建屋西棟建屋排風機及び第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟貯蔵
ピット収納管排風機で構成し，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の汚染のおそ
れのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の北換気筒（ハル・エンド
ピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）の排気口からの排出をする設
計とする。

機能要求① － － － － － △ － 基本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十八条 換気設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

15

5.1.4.8　ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備は，ウラン・プルトニウ
ム混合酸化物貯蔵建屋給気系及びウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
排気系で構成する。
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋給気系は，２系統の給気系を設置
する設計とする。
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋給気系は，建屋給気ユニット，貯
蔵室送風機及び建屋送風機で構成し，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系は，２系統の排気系を設置
する設計とする。
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系の貯蔵室の排気は，貯蔵室
排気フィルタユニット及び貯蔵室排風機で構成し，貯蔵室排気フィルタユ
ニット及び貯蔵室排風機は，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の貯
蔵室の換気を行い，混合酸化物貯蔵容器からの崩壊熱の除去，貯蔵室の負圧
維持，排気の浄化及び排気の低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口からの
排出をする設計とする。
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系のウラン・プルトニウム混
合酸化物貯蔵建屋の排気は，建屋排気フィルタユニット及び建屋排風機で構
成し，建屋排気フィルタユニット及び建屋排風機は，ウラン・プルトニウム
混合酸化物貯蔵建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び
排気の低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口からの排出をする設計とす
る。

機能要求①

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設
備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-21表、第7.2-26図）

設計方針（系統構成）

16

5.1.4.9　高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備
高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備は，高レベル廃液ガラス固化建屋給気
系及び高レベル廃液ガラス固化建屋排気系で構成する。
高レベル廃液ガラス固化建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で
構成し，高レベル廃液ガラス固化建屋の管理区域へ外気を供給する設計とす
る。
高レベル廃液ガラス固化建屋排気系は，６系統の排気系を設置する設計とす
る。
高レベル廃液ガラス固化建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，貯蔵
ピット収納管排気フィルタユニット，セル排気フィルタユニット，固化セル
圧力放出系前置フィルタユニット，固化セル圧力放出系排気フィルタユニッ
ト，固化セル換気系前置フィルタユニット，固化セル換気系排気フィルタユ
ニット，フード排気フィルタユニット，建屋排風機，貯蔵ピット収納管排風
機，セル排風機，固化セル換気系排風機及びフード排風機で構成し，高レベ
ル廃液ガラス固化建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及
び排気の主排気筒の排気口からの排出をする設計とする。
また，固化セル内の機器から発生する熱を除去し，固化セル内の温度上昇に
よる固化セル内圧力上昇を防止して負圧を維持するため，固化セル内にセル
内クーラを設置し，固化セル内から建屋内への空気の逆流を防止するため，
固化セルへの給気系に，固化セル隔離ダンパを設置する設計とする。
固化セル圧力放出系は，固化セル内圧力が万一異常に上昇した場合に固化セ
ル内を排気できる設計とする。

機能要求①

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-22表、第7.2-27図）

設計方針（系統構成）

18

5.1.4.11　低レベル廃液処理建屋換気設備
低レベル廃液処理建屋換気設備は，低レベル廃液処理建屋給気系及び低レベ
ル廃液処理建屋排気系で構成する。
低レベル廃液処理建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成
し，低レベル廃液処理建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。
低レベル廃液処理建屋排気系は，１系統の排気系を設置する設計とする。
低レベル廃液処理建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，建屋排風機及
び運転予備用建屋排風機で構成し，低レベル廃液処理建屋の汚染のおそれの
ある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の低レベル廃棄物処理建屋換気筒
の排気口からの排出をする設計とする。

機能要求①

低レベル廃液処理建屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-24表、第7.2-29図）

設計方針（系統構成）

19

5.1.4.12　低レベル廃棄物処理建屋換気設備
低レベル廃棄物処理建屋換気設備は，低レベル廃棄物処理建屋給気系及び低
レベル廃棄物処理建屋排気系で構成する。
低レベル廃棄物処理建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成
し，低レベル廃棄物処理建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。
低レベル廃棄物処理建屋排気系は，３系統の排気系を設置する設計とする。
低レベル廃棄物処理建屋排気系は，建屋排気フィルタユニットⅠ，建屋排気
フィルタユニットⅡ，建屋排気フィルタユニットⅢ，建屋排風機Ⅰ，建屋排
風機Ⅱ及び建屋排風機Ⅲで構成し，低レベル廃棄物処理建屋の汚染のおそれ
のある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒及び低レベル廃棄物
処理建屋換気筒の排気口から排出をする設計とする。

機能要求①

低レベル廃棄物処理建屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-25表、第7.2-30図）

設計方針（系統構成）

20

5.1.4.13　ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備
ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備は，ハル・エンドピース貯蔵建屋給気
系及びハル・エンドピース貯蔵建屋排気系で構成する。
ハル・エンドピース貯蔵建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で
構成し，ハル・エンドピース貯蔵建屋の管理区域へ外気を供給する設計とす
る。
ハル・エンドピース貯蔵建屋排気系は，２系統の排気系を設置する設計とす
る。
ハル・エンドピース貯蔵建屋排気系は，建屋排気フィルタユニットⅠ，建屋
排気フィルタユニットⅡ，建屋排風機Ⅰ及び建屋排風機Ⅱで構成し，ハル・
エンドピース貯蔵建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及
び排気の北換気筒（ハル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気
筒）の排気口からの排出をする設計とする。

機能要求①

ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-26表、第7.2-31図）

設計方針（系統構成）

設計方針（系統構成）

第１ガラス固化体貯蔵建屋給気系
第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-23表、第7.2-28図）

17

5.1.4.10　第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備
第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備は，第１ガラス固化体貯蔵建屋給気系及
び第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系で構成する。
第１ガラス固化体貯蔵建屋給気系の内，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟の給
気系は，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋給気ユニット及び第１ガラス固
化体貯蔵建屋東棟建屋送風機で構成し，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟の管
理区域へ外気を供給する設計とする。第１ガラス固化体貯蔵建屋給気系の
内，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の給気系は，第１ガラス固化体貯蔵建屋
西棟建屋給気ユニット及び第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟建屋送風機で構成
し，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の管理区域へ外気を供給する設計とす
る。
第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系は，６系統の排気系を設置する設計とす
る。
第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系の内，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟の排
気系は，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋排気フィルタユニット，第１ガ
ラス固化体貯蔵建屋東棟貯蔵ピット収納管排気フィルタユニット，第１ガラ
ス固化体貯蔵建屋東棟建屋排風機及び第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟貯蔵
ピット収納管排風機で構成し，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟の汚染のおそ
れのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の北換気筒（ハル・エンド
ピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）の排気口からの排出をする設
計とする。
第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系の内，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の排
気系は，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟建屋排気フィルタユニット，第１ガ
ラス固化体貯蔵建屋西棟貯蔵ピット収納管排気フィルタユニット，第１ガラ
ス固化体貯蔵建屋西棟建屋排風機及び第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟貯蔵
ピット収納管排風機で構成し，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の汚染のおそ
れのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の北換気筒（ハル・エンド
ピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）の排気口からの排出をする設
計とする。

機能要求①

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

－ － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-1-1-2-1　安全機能を有する施設の閉じ込めの
機能に関する説明書
既設工認より変更なし（第10条「閉じ込めの機
能」の添付書類で記載する。）

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

【閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計
について説明する。

－ － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十八条 換気設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（２項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

21

5.1.4.14　チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備は，チャンネル
ボックス・バーナブルポイズン処理建屋給気系及びチャンネルボックス・
バーナブルポイズン処理建屋排気系で構成する。
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋給気系は，建屋給気ユ
ニット及び建屋送風機で構成し，チャンネルボックス・バーナブルポイズン
処理建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋排気系は，２系統の排気
系を設置する設計とする。
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋排気系は，建屋排気フィ
ルタユニットⅠ，建屋排気フィルタユニットⅡ，建屋排風機Ⅰ及び建屋排風
機Ⅱで構成し，チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋の汚染の
おそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒及び低レベル
廃棄物処理建屋換気筒の排気口からの排出をする設計とする。

機能要求①

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建
屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-27表、第7.2-32図）

設計方針（系統構成）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － － － － △ － 基本方針

22

5.1.4.15　分析建屋換気設備
分析建屋換気設備は，分析建屋給気系及び分析建屋排気系で構成する。
分析建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，分析建屋及
び出入管理建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。
分析建屋排気系は，４系統の排気系を設置する設計とする。
分析建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，セル排気フィルタユニッ
ト，グローブボックス排気フィルタユニット，フード排気フィルタユニッ
ト，建屋排風機，セル排風機，グローブボックス排風機及びフード排風機で
構成し，分析建屋及び出入管理建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，
排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口からの排出をする設計とする。

機能要求①

分析建屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-28表、第7.2-33図）

設計方針（系統構成）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － － － － △ － 基本方針

23

分析建屋換気設備は，六ヶ所保障措置分析所と共用する。分析建屋換気設備
は，換気設備の排風機に必要な容量を確保する設計とすることで，共用に
よって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求①
分析建屋換気設備
（許可文中、第7.2-28表、第7.2-33図）

設計方針（共用）
Ⅵ－１－１－４－１　安全機能を有する施設が使
用される条件の下における健全性に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.6　分析
設備】
〇共用
六ヶ所保障措置分析所との共用によって再処理施
設との安全性を損なわない設計とする。

－ － － － － △ － 基本方針

24

5.1.4.16　北換気筒
北換気筒は，多筒集合形とし，使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒，使用済
燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒並びにハル・エンドピース及び第１ガラス固化
体貯蔵建屋換気筒で構成する。
北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒）は，使用済燃料輸送容器管
理建屋換気設備からの排気を排気口から排出する設計とする。
北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）は，使用済燃料受入れ・貯
蔵建屋換気設備からの排気を排気口から排出する設計とする。
北換気筒（ハル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）は，
第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備及びハル・エンドピース貯蔵建屋換気設
備からの排気を排気口から排出する設計とする。

機能要求①
北換気筒
（許可文中、第7.2-29表、第7.2-34図）

設計方針（系統構成）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － － － － △ 基本方針 基本方針

25
北換気筒の支持構造物は，廃棄物管理施設と共用する。北換気筒の支持構造
物は，廃棄物管理施設の筒身を考慮した強度を確保する設計とすることで，
共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求①
北換気筒
（許可文中、第7.2-29表、第7.2-34図）

設計方針（共用）
Ⅵ－１－１－４－１　安全機能を有する施設が使
用される条件の下における健全性に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

〇共用
廃棄物管理施設との共用によって再処理施設との
安全性を損なわない設計とする。

－ － － － － △ 基本方針 基本方針

26

5.1.4.17　低レベル廃棄物処理建屋換気筒
低レベル廃棄物処理建屋換気筒は，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建
屋換気設備，低レベル廃液処理建屋換気設備，低レベル廃棄物処理建屋換気
設備（汚染のおそれのある区域及び熱分解装置室等からの排気系）及びチャ
ンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備（汚染のおそれのあ
る区域からの排気系）からの排気を排気口から排出する設計とする。

機能要求①
低レベル廃棄物処理建屋換気筒
（許可文中、第7.2-29表、第7.2-35図）

設計方針（系統構成）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － － － － △ － 基本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十八条 換気設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

21

5.1.4.14　チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備は，チャンネル
ボックス・バーナブルポイズン処理建屋給気系及びチャンネルボックス・
バーナブルポイズン処理建屋排気系で構成する。
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋給気系は，建屋給気ユ
ニット及び建屋送風機で構成し，チャンネルボックス・バーナブルポイズン
処理建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋排気系は，２系統の排気
系を設置する設計とする。
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋排気系は，建屋排気フィ
ルタユニットⅠ，建屋排気フィルタユニットⅡ，建屋排風機Ⅰ及び建屋排風
機Ⅱで構成し，チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋の汚染の
おそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒及び低レベル
廃棄物処理建屋換気筒の排気口からの排出をする設計とする。

機能要求①

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建
屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-27表、第7.2-32図）

設計方針（系統構成）

22

5.1.4.15　分析建屋換気設備
分析建屋換気設備は，分析建屋給気系及び分析建屋排気系で構成する。
分析建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，分析建屋及
び出入管理建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。
分析建屋排気系は，４系統の排気系を設置する設計とする。
分析建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，セル排気フィルタユニッ
ト，グローブボックス排気フィルタユニット，フード排気フィルタユニッ
ト，建屋排風機，セル排風機，グローブボックス排風機及びフード排風機で
構成し，分析建屋及び出入管理建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，
排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口からの排出をする設計とする。

機能要求①

分析建屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-28表、第7.2-33図）

設計方針（系統構成）

23

分析建屋換気設備は，六ヶ所保障措置分析所と共用する。分析建屋換気設備
は，換気設備の排風機に必要な容量を確保する設計とすることで，共用に
よって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求①
分析建屋換気設備
（許可文中、第7.2-28表、第7.2-33図）

設計方針（共用）

24

5.1.4.16　北換気筒
北換気筒は，多筒集合形とし，使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒，使用済
燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒並びにハル・エンドピース及び第１ガラス固化
体貯蔵建屋換気筒で構成する。
北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒）は，使用済燃料輸送容器管
理建屋換気設備からの排気を排気口から排出する設計とする。
北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）は，使用済燃料受入れ・貯
蔵建屋換気設備からの排気を排気口から排出する設計とする。
北換気筒（ハル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）は，
第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備及びハル・エンドピース貯蔵建屋換気設
備からの排気を排気口から排出する設計とする。

機能要求①
北換気筒
（許可文中、第7.2-29表、第7.2-34図）

設計方針（系統構成）

25
北換気筒の支持構造物は，廃棄物管理施設と共用する。北換気筒の支持構造
物は，廃棄物管理施設の筒身を考慮した強度を確保する設計とすることで，
共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求①
北換気筒
（許可文中、第7.2-29表、第7.2-34図）

設計方針（共用）

26

5.1.4.17　低レベル廃棄物処理建屋換気筒
低レベル廃棄物処理建屋換気筒は，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建
屋換気設備，低レベル廃液処理建屋換気設備，低レベル廃棄物処理建屋換気
設備（汚染のおそれのある区域及び熱分解装置室等からの排気系）及びチャ
ンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備（汚染のおそれのあ
る区域からの排気系）からの排気を排気口から排出する設計とする。

機能要求①
低レベル廃棄物処理建屋換気筒
（許可文中、第7.2-29表、第7.2-35図）

設計方針（系統構成）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

－ － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － －
Ⅵ－１－１－４－１　安全機能を有する施設が使
用される条件の下における健全性に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.6　分析
設備】
〇共用
六ヶ所保障措置分析所との共用によって再処理施
設との安全性を損なわない設計とする。

－ － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － －
Ⅵ－１－１－４－１　安全機能を有する施設が使
用される条件の下における健全性に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

〇共用
廃棄物管理施設との共用によって再処理施設との
安全性を損なわない設計とする。

－ － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目
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基本設計方針の添付書類への展開
（第二十八条 換気設備）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項

1

換気設備は，使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備，前処理建屋換気設備，分離建屋換気設備，
精製建屋換気設備，ウラン脱硝建屋換気設備，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
換気設備，高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備，第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備，低レベル廃液処理建屋換気設備，低レベル廃棄
物処理建屋換気設備，ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備，チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備，分析建屋換
気設備，北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒並びにハル・エンドピース及び第１ガラス
固化体貯蔵建屋換気筒）及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒で構成し,北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒以外は，各建屋に収納
する設計とする。

設置要求 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機
能を有する施設
の放射性廃棄物
の廃棄施設に関
する説明書

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放
射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を説明する。

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の廃棄施設に
関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図面」）より変
更なし

4
換気設備は，排気ダクトをフランジ又は溶接で接続する構造とし，高性能粒子フィルタ，排風機，逆止ダンパ等を設けて，放射性物質が
漏えいし難く，かつ逆流し難い設計とする。

設置要求
各建屋換気設備
（許可文中、第7.2-14表～28表、第7.2-19図～33図）

基本方針
設計方針

Ⅵ-1-6-1 安全機
能を有する施設
の放射性廃棄物
の廃棄施設に関
する説明書

Ⅵ-2　再処理施
設に関する図面

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放
射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を説明する。

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の廃棄施設に
関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図面」）より変
更なし

【放射線障害防止】
放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度限度を満足していることを説明する。

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を説明する。

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の廃棄施設に
関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅱ-4-1　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備の換気能力に関
する計算書
既設工認（添付書類「Ⅱ　放射線による被ばくの防止に関する
説明書」）より変更なし

Ⅱ-4-2　チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋
の換気能力に関する計算書
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基準への
適合に関する説明書」のうち「第九条　換気設備」より）より
変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図面」）より変
更なし

3
換気設備は，給気系及び排気系で構成し，汚染の程度の低い区域から汚染の程度のより高い区域に向かって空気を流す設計とし、給排気
量を適切に設定及び調節することにより、汚染のおそれのある区域を清浄区域より負圧に維持するとともに，適切な換気・空調を行う設
計とする。

機能要求①
機能要求②

基本方針
設計方針（系統構
成）

Ⅵ-1-6-1 安全機
能を有する施設
の放射性廃棄物
の廃棄施設に関
する説明書

Ⅵ-2　再処理施
設に関する図面

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放
射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を説明する。

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の廃棄施設に
関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図面」）より変
更なし

展開先（小項目）

各建屋換気設備の建屋送風機
（許可文中、第7.2-14表～28表、第7.2-19図～33図）

【機能要求②】
使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備
前処理建屋換気設備
分離建屋換気設備
精製建屋換気設備
ウラン脱硝建屋換気設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備
高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備
第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備
低レベル廃液処理建屋換気設備
低レベル廃棄物処理建屋換気設備
ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設
備
分析建屋換気設備

機能要求②は，上記設備の排風機及びダクトとする。
評価要求の換気能力は，上記設備のうち，使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋換気設備及びチャンネルボックス・バーナブ
ルポイズン処理建屋換気設備とする。

各建屋換気設備の建屋送風機
（許可文中、第7.2-14表～28表、第7.2-19図～33図）

【機能要求②】
使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備
前処理建屋換気設備
分離建屋換気設備
精製建屋換気設備
ウラン脱硝建屋換気設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備
高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備
第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備
低レベル廃液処理建屋換気設備
低レベル廃棄物処理建屋換気設備
ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設
備
分析建屋換気設備

機能要求②は，上記設備の排風機及びダクトとする。

2
換気設備は，通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において，放射線障害を防止するために，管理区域内の放射線
業務従事者に新鮮な空気を供給する設計とし、必要な換気能力を有する設計とする。

評価要求
機能要求①
機能要求②

基本方針
設計方針（系統構
成）

Ⅵ-1-6-1 安全機
能を有する施設
の放射性廃棄物
の廃棄施設に関
する説明書

Ⅵ-2　再処理施
設に関する図面

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放
射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備
の換気能力に関する計算書
既設工認（添付書類「Ⅱ　放射線によ
る被ばくの防止に関する説明書」）よ
り変更なし
チャンネル ボックス・バーナブル ポ
イズン処理建屋の換気能力に関する計
算書
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工
事の方法の技術基準への適合に関する
説明書」のうち「第九条　換気設備」
より）より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
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基本設計方針の添付書類への展開
（第二十八条 換気設備）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

5
換気設備は，排気量に応じて並列に組み合わせた高性能粒子フィルタを設置することで，周辺環境に放出される放射性物質の量を合理的
に達成できる限り低くする設計とする。また，換気設備の高性能粒子フィルタは，放射性物質による汚染の除去又は取替に必要な空間を
有するとともに，取替が容易な設計とする。

機能要求①
各建屋換気設備
（許可文中、第7.2-14表～28表、第7.2-19図～33図）

基本方針
設計方針

Ⅵ-1-6-1 安全機
能を有する施設
の放射性廃棄物
の廃棄施設に関
する説明書

Ⅵ-2　再処理施
設に関する図面

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放
射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を説明する。

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の廃棄施設に
関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図面」）より変
更なし

6 汚染のおそれのある区域からの排気は，主排気筒，北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口から排出する設計とする。 機能要求①

各建屋換気設備
（許可文中、第7.2-14表～28表、第7.2-19図～33図）
北換気筒
（許可文中、第7.2-29表、第7.2-34図）
低レベル廃棄物処理建屋換気筒
（許可文中、第7.2-29表、第7.2-35図）
主排気筒
（許可文中、第7.2-30表、第7.2-36図）

基本方針
設計方針（系統構
成）

Ⅵ-1-6-1 安全機
能を有する施設
の放射性廃棄物
の廃棄施設に関
する説明書

Ⅵ-2　再処理施
設に関する図面

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放
射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を説明する。

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の廃棄施設に
関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図面」）より変
更なし

7
換気設備の吸気口は，放射性物質に汚染された空気を吸入し難いように，主排気筒，北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒から十
分な距離を有し排気を直接吸入しない位置に設置する設計とする。

設置要求

各建屋換気設備
（許可文中、第7.2-14表～28表、第7.2-19図～33図）
北換気筒
（許可文中、第7.2-29表、第7.2-34図）
低レベル廃棄物処理建屋換気筒
（許可文中、第7.2-29表、第7.2-35図）
主排気筒
（許可文中、第7.2-30表、第7.2-36図）

基本方針
設計方針

Ⅵ-1-6-1 安全機
能を有する施設
の放射性廃棄物
の廃棄施設に関
する説明書

Ⅵ-2　再処理施
設に関する図面

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放
射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を説明する。

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の廃棄施設に
関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図面」）より変
更なし

8

5.1.4.1　使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備
使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備は，使用済燃料輸送容器管理建屋給気系及び使用済燃料輸送容器管理建屋排気系で構成する。
使用済燃料輸送容器管理建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し、使用済燃料輸送容器管理建屋の除染エリア及び保守エリアの管理区
域へ外気を供給する設計とする。
使用済燃料輸送容器管理建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット及び建屋排風機で構成し，使用済燃料輸送容器管理建屋の除染エリア及び保守エリア
の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒）の排気口からの排出をする設計とする。

機能要求①

使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は排気フィ
ルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-14表、第7.2-19図）

設計方針（系統構
成）

Ⅵ-1-6-1 安全機
能を有する施設
の放射性廃棄物
の廃棄施設に関
する説明書

Ⅵ-2　再処理施
設に関する図面

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放
射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を説明する。

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の廃棄施設に
関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図面」）より変
更なし

9

5.1.4.2　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋給気系及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系で構成する。
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋
の管理区域へ外気を供給する設計とする。
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット及び建屋排風機で構成し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵
管理建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気口からの排出をする設計
とする。

機能要求①

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は排気フィ
ルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-15表、第7.2-20図）

設計方針（系統構
成）

Ⅵ-1-6-1 安全機
能を有する施設
の放射性廃棄物
の廃棄施設に関
する説明書

Ⅵ-2　再処理施
設に関する図面

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放
射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を説明する。

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の廃棄施設に
関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図面」）より変
更なし
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10

5.1.4.3　前処理建屋換気設備
前処理建屋換気設備は，前処理建屋給気系及び前処理建屋排気系で構成する。
前処理建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，前処理建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。
前処理建屋排気系は，４系統の排気系を設置する設計とする。
前処理建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，セル排気フィルタユニット，溶解槽セルＡ排気フィルタユニット，溶解槽セルＢ排気フィルタユニッ
ト，建屋排風機，セル排風機，溶解槽セルＡ排風機及び溶解槽セルＢ排風機で構成し，前処理建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及
び排気の主排気筒の排気口からの排出をする設計とする。

機能要求①

前処理建屋給気系
前処理建屋排気系

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は排気フィ
ルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-16表、第7.2-21図）

設計方針（系統構
成）

Ⅵ-1-6-1 安全機
能を有する施設
の放射性廃棄物
の廃棄施設に関
する説明書

Ⅵ-2　再処理施
設に関する図面

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放
射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を説明する。

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の廃棄施設に
関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図面」）より変
更なし

11

5.1.4.4　分離建屋換気設備
分離建屋換気設備は，分離建屋給気系及び分離建屋排気系で構成する。
分離建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，分離建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。また，セル内有機溶媒火災時に給気
を閉鎖するため，建屋給気閉止ダンパを設置する設計とする。
分離建屋排気系は，２系統の排気系を設置する設計とする。
分離建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，グローブボックス・セル排気フィルタユニット，建屋排風機及びグローブボックス・セル排風機で構成
し，分離建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口からの排出をする設計とする。

機能要求①

分離建屋換気設備

給気系は給気ユニット，送風機及び給気閉止ダンパとし、
排気系は排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-17表、第7.2.22-図）

設計方針（系統構
成）

Ⅵ-1-6-1 安全機
能を有する施設
の放射性廃棄物
の廃棄施設に関
する説明書

Ⅵ-2　再処理施
設に関する図面

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放
射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を説明する。

【閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計について説明する。

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の廃棄施設に
関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-1-1-2-1　安全機能を有する施設の閉じ込めの機能に関する
説明書
既設工認より変更なし（第10条「閉じ込めの機能」の添付書類
で記載する。）

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図面」）より変
更なし

12

5.1.4.5　精製建屋換気設備
精製建屋換気設備は，精製建屋給気系及び精製建屋排気系で構成する。
精製建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，精製建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。また，セル内有機溶媒火災時に給気
を閉鎖するため，建屋給気閉止ダンパを設置する設計とする。
精製建屋排気系は，３系統の排気系を設置する設計とする。
精製建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，セル排気フィルタユニット，グローブボックス排気フィルタユニット，建屋排風機及びグローブボック
ス・セル排風機で構成し，精製建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口からの排出をする設計とする。

機能要求①

精製建屋換気設備

給気系は給気ユニット，送風機及び給気閉止ダンパとし、
排気系は排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-18表、第7.2-23図）

設計方針（系統構
成）

Ⅵ-1-6-1 安全機
能を有する施設
の放射性廃棄物
の廃棄施設に関
する説明書

Ⅵ-2　再処理施
設に関する図面

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放
射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を説明する。

【閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計について説明する。

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の廃棄施設に
関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-1-1-2-1　安全機能を有する施設の閉じ込めの機能に関する
説明書
既設工認より変更なし（第10条「閉じ込めの機能」の添付書類
で記載する。）

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図面」）より変
更なし

13

5.1.4.6　ウラン脱硝建屋換気設備
ウラン脱硝建屋換気設備は，ウラン脱硝建屋給気系及びウラン脱硝建屋排気系で構成する。
ウラン脱硝建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，ウラン脱硝建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。
ウラン脱硝建屋排気系は，２系統の排気系を設置する設計とする。
ウラン脱硝建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，フード排気フィルタユニット，建屋排風機及びフード排風機で構成し，ウラン脱硝建屋の汚染の
おそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口からの排出をする設計とする。

機能要求①

ウラン脱硝建屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は排気フィ
ルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-19表、第7.2-24図）

設計方針（系統構
成）

Ⅵ-1-6-1 安全機
能を有する施設
の放射性廃棄物
の廃棄施設に関
する説明書

Ⅵ-2　再処理施
設に関する図面

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放
射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を説明する。

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の廃棄施設に
関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図面」）より変
更なし

14

5.1.4.7　ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備は，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋給気系及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系で構成する。
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の管理区域へ外気を供給
する設計とする。
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系は，２系統の排気系を設置する設計とする。
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，グローブボックス・セル排気フィルタユニット，建屋排風機及びグローブ
ボックス・セル排風機で構成し，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口か
らの排出をする設計とする。

機能要求①

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は排気フィ
ルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-20表、第7.2-25図）

設計方針（系統構
成）

Ⅵ-1-6-1 安全機
能を有する施設
の放射性廃棄物
の廃棄施設に関
する説明書

Ⅵ-2　再処理施
設に関する図面

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放
射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を説明する。

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の廃棄施設に
関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図面」）より変
更なし
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5.1.4.8　ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備は，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋給気系及びウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
排気系で構成する。
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋給気系は，２系統の給気系を設置する設計とする。
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋給気系は，建屋給気ユニット，貯蔵室送風機及び建屋送風機で構成し，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系は，２系統の排気系を設置する設計とする。
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系の貯蔵室の排気は，貯蔵室排気フィルタユニット及び貯蔵室排風機で構成し，貯蔵室排気フィルタユ
ニット及び貯蔵室排風機は，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の貯蔵室の換気を行い，混合酸化物貯蔵容器からの崩壊熱の除去，貯蔵室の負圧
維持，排気の浄化及び排気の低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口からの排出をする設計とする。
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系のウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の排気は，建屋排気フィルタユニット及び建屋排風機で構
成し，建屋排気フィルタユニット及び建屋排風機は，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び
排気の低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口からの排出をする設計とする。

機能要求①

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は排気フィ
ルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-21表、第7.2-26図）

設計方針（系統構
成）

Ⅵ-1-6-1 安全機
能を有する施設
の放射性廃棄物
の廃棄施設に関
する説明書

Ⅵ-2　再処理施
設に関する図面

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放
射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を説明する。

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の廃棄施設に
関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図面」）より変
更なし
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5.1.4.9　高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備
高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備は，高レベル廃液ガラス固化建屋給気系及び高レベル廃液ガラス固化建屋排気系で構成する。
高レベル廃液ガラス固化建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，高レベル廃液ガラス固化建屋の管理区域へ外気を供給する設計とす
る。
高レベル廃液ガラス固化建屋排気系は，６系統の排気系を設置する設計とする。
高レベル廃液ガラス固化建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，貯蔵ピット収納管排気フィルタユニット，セル排気フィルタユニット，固化セル圧
力放出系前置フィルタユニット，固化セル圧力放出系排気フィルタユニット，固化セル換気系前置フィルタユニット，固化セル換気系排気フィルタユ
ニット，フード排気フィルタユニット，建屋排風機，貯蔵ピット収納管排風機，セル排風機，固化セル換気系排風機及びフード排風機で構成し，高レベ
ル廃液ガラス固化建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口からの排出をする設計とする。
また，固化セル内の機器から発生する熱を除去し，固化セル内の温度上昇による固化セル内圧力上昇を防止して負圧を維持するため，固化セル内にセル
内クーラを設置し，固化セル内から建屋内への空気の逆流を防止するため，固化セルへの給気系に，固化セル隔離ダンパを設置する設計とする。
固化セル圧力放出系は，固化セル内圧力が万一異常に上昇した場合に固化セル内を排気できる設計とする。

機能要求①

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は排気フィ
ルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-22表、第7.2-27図）

設計方針（系統構
成）

Ⅵ-1-6-1 安全機
能を有する施設
の放射性廃棄物
の廃棄施設に関
する説明書

Ⅵ-2　再処理施
設に関する図面

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放
射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を説明する。

【閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計について説明する。

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の廃棄施設に
関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-1-1-2-1　安全機能を有する施設の閉じ込めの機能に関する
説明書
既設工認より変更なし（第10条「閉じ込めの機能」の添付書類
で記載する。）

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図面」）より変
更なし
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5.1.4.10　第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備
第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備は，第１ガラス固化体貯蔵建屋給気系及び第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系で構成する。
第１ガラス固化体貯蔵建屋給気系の内，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟の給気系は，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋給気ユニット及び第１ガラス固
化体貯蔵建屋東棟建屋送風機で構成し，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟の管理区域へ外気を供給する設計とする。第１ガラス固化体貯蔵建屋給気系の
内，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の給気系は，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟建屋給気ユニット及び第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟建屋送風機で構成
し，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の管理区域へ外気を供給する設計とする。
第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系は，６系統の排気系を設置する設計とする。
第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系の内，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟の排気系は，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋排気フィルタユニット，第１ガ
ラス固化体貯蔵建屋東棟貯蔵ピット収納管排気フィルタユニット，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋排風機及び第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟貯蔵
ピット収納管排風機で構成し，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の北換気筒（ハル・エンド
ピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）の排気口からの排出をする設計とする。
第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系の内，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の排気系は，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟建屋排気フィルタユニット，第１ガ
ラス固化体貯蔵建屋西棟貯蔵ピット収納管排気フィルタユニット，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟建屋排風機及び第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟貯蔵
ピット収納管排風機で構成し，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の北換気筒（ハル・エンド
ピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）の排気口からの排出をする設計とする。

機能要求①

第１ガラス固化体貯蔵建屋給気系
第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は排気フィ
ルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-23表、第7.2-28図）

設計方針（系統構
成）

Ⅵ-1-6-1 安全機
能を有する施設
の放射性廃棄物
の廃棄施設に関
する説明書

Ⅵ-2　再処理施
設に関する図面

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放
射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を説明する。

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の廃棄施設に
関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図面」）より変
更なし

18

5.1.4.11　低レベル廃液処理建屋換気設備
低レベル廃液処理建屋換気設備は，低レベル廃液処理建屋給気系及び低レベル廃液処理建屋排気系で構成する。
低レベル廃液処理建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，低レベル廃液処理建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。
低レベル廃液処理建屋排気系は，１系統の排気系を設置する設計とする。
低レベル廃液処理建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，建屋排風機及び運転予備用建屋排風機で構成し，低レベル廃液処理建屋の汚染のおそれの
ある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口からの排出をする設計とする。

機能要求①

低レベル廃液処理建屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は排気フィ
ルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-24表、第7.2-29図）

設計方針（系統構
成）

Ⅵ-1-6-1 安全機
能を有する施設
の放射性廃棄物
の廃棄施設に関
する説明書

Ⅵ-2　再処理施
設に関する図面

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放
射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を説明する。

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の廃棄施設に
関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図面」）より変
更なし
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5.1.4.12　低レベル廃棄物処理建屋換気設備
低レベル廃棄物処理建屋換気設備は，低レベル廃棄物処理建屋給気系及び低レベル廃棄物処理建屋排気系で構成する。
低レベル廃棄物処理建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，低レベル廃棄物処理建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。
低レベル廃棄物処理建屋排気系は，３系統の排気系を設置する設計とする。
低レベル廃棄物処理建屋排気系は，建屋排気フィルタユニットⅠ，建屋排気フィルタユニットⅡ，建屋排気フィルタユニットⅢ，建屋排風機Ⅰ，建屋排
風機Ⅱ及び建屋排風機Ⅲで構成し，低レベル廃棄物処理建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒及び低レベル廃棄物
処理建屋換気筒の排気口から排出をする設計とする。

機能要求①

低レベル廃棄物処理建屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は排気フィ
ルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-25表、第7.2-30図）

設計方針（系統構
成）

Ⅵ-1-6-1 安全機
能を有する施設
の放射性廃棄物
の廃棄施設に関
する説明書

Ⅵ-2　再処理施
設に関する図面

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放
射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を説明する。

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の廃棄施設に
関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図面」）より変
更なし
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5.1.4.13　ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備
ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備は，ハル・エンドピース貯蔵建屋給気系及びハル・エンドピース貯蔵建屋排気系で構成する。
ハル・エンドピース貯蔵建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，ハル・エンドピース貯蔵建屋の管理区域へ外気を供給する設計とす
る。
ハル・エンドピース貯蔵建屋排気系は，２系統の排気系を設置する設計とする。
ハル・エンドピース貯蔵建屋排気系は，建屋排気フィルタユニットⅠ，建屋排気フィルタユニットⅡ，建屋排風機Ⅰ及び建屋排風機Ⅱで構成し，ハル・
エンドピース貯蔵建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の北換気筒（ハル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気
筒）の排気口からの排出をする設計とする。

機能要求①

ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は排気フィ
ルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-26表、第7.2-31図）

設計方針（系統構
成）

Ⅵ-1-6-1 安全機
能を有する施設
の放射性廃棄物
の廃棄施設に関
する説明書

Ⅵ-2　再処理施
設に関する図面

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放
射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を説明する。

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の廃棄施設に
関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図面」）より変
更なし
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5.1.4.14　チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備は，チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋給気系及びチャンネルボックス・
バーナブルポイズン処理建屋排気系で構成する。
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，チャンネルボックス・バーナブルポイズン処
理建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋排気系は，２系統の排気系を設置する設計とする。
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋排気系は，建屋排気フィルタユニットⅠ，建屋排気フィルタユニットⅡ，建屋排風機Ⅰ及び建屋排風
機Ⅱで構成し，チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒及び低レベル
廃棄物処理建屋換気筒の排気口からの排出をする設計とする。

機能要求①

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設
備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は排気フィ
ルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-27表、第7.2-32図）

設計方針（系統構
成）

Ⅵ-1-6-1 安全機
能を有する施設
の放射性廃棄物
の廃棄施設に関
する説明書

Ⅵ-2　再処理施
設に関する図面

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放
射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を説明する。

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の廃棄施設に
関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図面」）より変
更なし
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5.1.4.15　分析建屋換気設備
分析建屋換気設備は，分析建屋給気系及び分析建屋排気系で構成する。
分析建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，分析建屋及び出入管理建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。
分析建屋排気系は，４系統の排気系を設置する設計とする。
分析建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，セル排気フィルタユニット，グローブボックス排気フィルタユニット，フード排気フィルタユニット，
建屋排風機，セル排風機，グローブボックス排風機及びフード排風機で構成し，分析建屋及び出入管理建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気
の浄化及び排気の主排気筒の排気口からの排出をする設計とする。

機能要求①

分析建屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は排気フィ
ルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-28表、第7.2-33図）

設計方針（系統構
成）

Ⅵ-1-6-1 安全機
能を有する施設
の放射性廃棄物
の廃棄施設に関
する説明書

Ⅵ-2　再処理施
設に関する図面

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放
射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を説明する。

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の廃棄施設に
関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図面」）より変
更なし
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5.1.4.16　北換気筒
北換気筒は，多筒集合形とし，使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒並びにハル・エンドピース及び第１ガラス固化
体貯蔵建屋換気筒で構成する。
北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒）は，使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備からの排気を排気口から排出する設計とする。
北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備からの排気を排気口から排出する設計とする。
北換気筒（ハル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）は，第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備及びハル・エンドピース貯蔵建屋換気設
備からの排気を排気口から排出する設計とする。

機能要求①
北換気筒
（許可文中、第7.2-29表、第7.2-34図）

設計方針（共用）

Ⅵ-1-6-1 安全機
能を有する施設
の放射性廃棄物
の廃棄施設に関
する説明書

Ⅵ-2　再処理施
設に関する図面

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放
射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を説明する。

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の廃棄施設に
関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図面」）より変
更なし
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5.1.4.17　低レベル廃棄物処理建屋換気筒
低レベル廃棄物処理建屋換気筒は，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備，低レベル廃液処理建屋換気設備，低レベル廃棄物処理建屋換気
設備（汚染のおそれのある区域及び熱分解装置室等からの排気系）及びチャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備（汚染のおそれのあ
る区域からの排気系）からの排気を排気口から排出する設計とする。

機能要求①
低レベル廃棄物処理建屋換気筒
（許可文中、第7.2-29表、第7.2-35図）

設計方針（系統構
成）

Ⅵ-1-6-1 安全機
能を有する施設
の放射性廃棄物
の廃棄施設に関
する説明書

Ⅵ-2　再処理施
設に関する図面

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放
射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を説明する。

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の廃棄施設に
関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図面」）より変
更なし
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基本設計方針の添付書類への展開
（第二十八条 換気設備）

別紙３②

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

3 3.1 3.1.4 換気設備 ― ― 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ ―

(1) 使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備 使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備の概要を記載する。 ― 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備の概要を記載する。

(2)

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備の概要を記載する。

― 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備の概要を記載する。

a.
 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備の換気能力に関する計算書  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備の換気能力に関する計算書　（既認可説明書より引用）

― 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備の換気能力に関する計算書　（既認可説明書より引用） 添付書類「Ⅱ　放射線による被ばくの防止に関す
る説明書」

(3) 前処理建屋換気設備 前処理建屋換気設備の概要を記載する。 ― 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 前処理建屋換気設備の概要を記載する。

(4) 分離建屋換気設備 分離建屋換気設備の概要を記載する。 ― 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 分離建屋換気設備の概要を記載する。

(5) 精製建屋換気設備 精製建屋換気設備の概要を記載する。 ― 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 精製建屋換気設備の概要を記載する。

(6) ウラン脱硝建屋換気設備 ウラン脱硝建屋換気設備の概要を記載する。 ― 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ ウラン脱硝建屋換気設備の概要を記載する。

(7) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備の概要を記載する。 ― 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備の概要を記載する。

(8) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備の概要を記載する。 ― 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備の概要を記載する。

(9) 高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の概要を記載する。 ― 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の概要を記載する。

(10) 第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備 第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備の概要を記載する。 ― 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備の概要を記載する。

(11) 低レベル廃液処理建屋換気設備 低レベル廃液処理建屋換気設備の概要を記載する。 ― 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 低レベル廃液処理建屋換気設備の概要を記載する。

(12) 低レベル廃棄物処理建屋換気設備 低レベル廃棄物処理建屋換気設備の概要を記載する。 ― 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 低レベル廃棄物処理建屋換気設備の概要を記載する。

(13) ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備 ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備の概要を記載する。 ― 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備の概要を記載する。

(14) チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備の概要を記載する。 ― 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備の概要を記載する。

a.
 チャンネルボックス・ バーナブルポイズン処理建屋の換気能力に関する計算書　（既認可説明書
より引用）

 チャンネルボックス・ バーナブルポイズン処理建屋の換気能力に関する計算書　（既認可説明書
より引用） ― 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △

 チャンネルボックス・ バーナブルポイズン処理建屋の換気能力に関する計算書　（既認可説明書
より引用）

(15) 分析建屋換気設備 分析建屋換気設備の概要を記載する。 ― 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 分析建屋換気設備の概要を記載する。

(16) 北換気筒 北換気筒の概要を記載する。 ― 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 北換気筒の概要を記載する。

(17) 低レベル廃棄物処理建屋換気筒 低レベル廃棄物処理建屋換気筒の概要を記載する。 ― 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 低レベル廃棄物処理建屋換気筒の概要を記載する。

凡例
・「申請回次」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

Ⅵ－１－６　放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書

再処理目次
再処理添付書類構成案 補足説明資料記載概要

申請回次
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別紙４ 

再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】(1/21) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 添付書類 

 

 

 

10. その他 

10.１ 廃棄施設 

（第 24 条 廃棄施設で記載） 

 

第 2 章 個別項目 

5. 放射性廃棄物の廃棄施設 

5.1 放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針 

 

5.1 気体廃棄物の廃棄施設 

（第 24 条 廃棄施設で記載） 

 

 

 

5.1.4 換気設備 

 

換気設備は，使用済燃料輸送容器管理建屋換

気設備，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設

備，前処理建屋換気設備，分離建屋換気設備，

精製建屋換気設備，ウラン脱硝建屋換気設備，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備，

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換

気設備，高レベル廃液ガラス固化建屋換気設

 

１．概要 

（第24条 廃棄施設で記載） 

 

 

２．基本方針 

（第24条 廃棄施設で記載） 

 

 

 

 

3. 施設の詳細設計方針 

3.1 気体廃棄物の廃棄設備 

 

（第24条 廃棄施設で記載） 

 

3.1.4 換気設備 

 

換気設備は，使用済燃料輸送容器管理建屋換

気設備，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設

備，前処理建屋換気設備，分離建屋換気設備，

精製建屋換気設備，ウラン脱硝建屋換気設備，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備，

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換

気設備，高レベル廃液ガラス固化建屋換気設

発電炉の添付書類には、本条文に該当する内

容の資料はない。 

発電炉の添付書類に

は、本条文に該当する

内容の資料はない。 
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別紙４ 

再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】(2/21) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 添付書類 

備，第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備，低

レベル廃液処理建屋換気設備，低レベル廃棄

物処理建屋換気設備，ハル・エンドピース貯

蔵建屋換気設備，チャンネルボックス・バー

ナブルポイズン処理建屋換気設備，分析建屋

換気設備，北換気筒（使用済燃料輸送容器管

理建屋換気筒，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気筒並びにハル・エンドピース及び第１ガ

ラス固化体貯蔵建屋換気筒）及び低レベル廃

棄物処理建屋換気筒で構成し,北換気筒及び

低レベル廃棄物処理建屋換気筒以外は，各建

屋に収納する設計とする。 

換気設備は，通常運転時，運転時の異常な過

渡変化時及び設計基準事故時において，放射

線障害を防止するために，管理区域内の放射

線業務従事者に新鮮な空気を供給する設計と

し、必要な換気能力を有する設計とする。 

 

換気設備は，給気系及び排気系で構成し，汚

染の程度の低い区域から汚染の程度のより高

い区域に向かって空気を流す設計とし、給排

気量を適切に設定及び調節することにより、

汚染のおそれのある区域を清浄区域より負圧

に維持するとともに，適切な換気・空調を行

う設計とする。 

備，第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備，低

レベル廃液処理建屋換気設備，低レベル廃棄

物処理建屋換気設備，ハル・エンドピース貯

蔵建屋換気設備，チャンネルボックス・バー

ナブルポイズン処理建屋換気設備，分析建屋

換気設備，北換気筒（使用済燃料輸送容器管

理建屋換気筒，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気筒並びにハル・エンドピース及び第１ガ

ラス固化体貯蔵建屋換気筒）及び低レベル廃

棄物処理建屋換気筒で構成し,北換気筒及び

低レベル廃棄物処理建屋換気筒以外は，各建

屋に収納する設計とする。 

換気設備は，通常運転時，運転時の異常な過

渡変化時及び設計基準事故時において，放射

線障害を防止するために，管理区域内の放射

線業務従事者に新鮮な空気を供給する設計と

し、必要な換気能力を有する設計とする。 

 

換気設備は，給気系及び排気系で構成し，汚

染の程度の低い区域から汚染の程度のより高

い区域に向かって空気を流す設計とし、給排

気量を適切に設定及び調節することにより、

汚染のおそれのある区域を清浄区域より負圧

に維持するとともに，適切な換気・空調を行

う設計とする。 
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別紙４ 

再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】(3/21) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 添付書類 

 

換気設備は，排気ダクトをフランジ又は溶接

で接続する構造とし，高性能粒子フィルタ，

排風機，逆止ダンパ等を設けて，放射性物質

が漏えいし難く，かつ逆流し難い設計とする。 

換気設備は，排気量に応じて並列に組み合わ

せた高性能粒子フィルタを設置することで，

周辺環境に放出される放射性物質の量を合理

的に達成できる限り低くする設計とする。ま

た，換気設備の高性能粒子フィルタは，放射

性物質による汚染の除去又は取替に必要な空

間を有するとともに，取替が容易な設計とす

る。 

汚染のおそれのある区域からの排気は，主排

気筒，北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋

換気筒の排気口から排出する設計とする。 

換気設備の吸気口は，放射性物質に汚染され

た空気を吸入し難いように，主排気筒，北換

気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒から

十分な距離を有し排気を直接吸入しない位置

に設置する設計とする。 

 

 

 

 

換気設備は，排気ダクトをフランジ又は溶接

で接続する構造とし，高性能粒子フィルタ，

排風機，逆止ダンパ等を設けて，放射性物質

が漏えいし難く，かつ逆流し難い設計とする。 

換気設備は，排気量に応じて並列に組み合わ

せた高性能粒子フィルタを設置することで，

周辺環境に放出される放射性物質の量を合理

的に達成できる限り低くする設計とする。ま

た，換気設備の高性能粒子フィルタは，放射

性物質による汚染の除去又は取替に必要な空

間を有するとともに，取替が容易な設計とす

る。 

汚染のおそれのある区域からの排気は，主排

気筒，北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋

換気筒の排気口から排出する設計とする。 

換気設備の吸気口は，放射性物質に汚染され

た空気を吸入し難いように，主排気筒，北換

気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒から

十分な距離を有し排気を直接吸入しない位置

に設置する設計とする。 

 

 

 

「高性能粒子フィル

タ，排風機, 逆止ダン

パ等」とは逆流防止の

設計に関する系統及び

機器（高性能粒子フィ

ルタ、排風機、逆止弁）

の総称として示した記

載である。 
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別紙４ 

再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】(4/21) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 添付書類 

5.1.4.1 使用済燃料輸送容器管理建屋換気

設備 

使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備は，使

用済燃料輸送容器管理建屋給気系及び使用済

燃料輸送容器管理建屋排気系で構成する。 

使用済燃料輸送容器管理建屋給気系は，建屋

給気ユニット及び建屋送風機で構成し、使用

済燃料輸送容器管理建屋の除染エリア及び保

守エリアの管理区域へ外気を供給する設計と

する。 

使用済燃料輸送容器管理建屋給気系は，建屋

給気ユニット及び建屋送風機で構成し、使用

済燃料輸送容器管理建屋の除染エリア及び保

守エリアの管理区域へ外気を供給する設計と

する。 

使用済燃料輸送容器管理建屋排気系は，建屋

排気フィルタユニット及び建屋排風機で構成

し，使用済燃料輸送容器管理建屋の除染エリ

ア及び保守エリアの汚染のおそれのある区域

の負圧維持，排気の浄化及び排気の北換気筒

（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒）の排

気口からの排出をする設計とする。 

 

5.1.4.2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設

備 

(1) 使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備 

 

使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備は，使

用済燃料輸送容器管理建屋給気系及び使用済

燃料輸送容器管理建屋排気系で構成する。 

使用済燃料輸送容器管理建屋給気系は，建屋

給気ユニット及び建屋送風機で構成し、使用

済燃料輸送容器管理建屋の除染エリア及び保

守エリアの管理区域へ外気を供給する設計と

する。 

使用済燃料輸送容器管理建屋給気系は，建屋

給気ユニット及び建屋送風機で構成し、使用

済燃料輸送容器管理建屋の除染エリア及び保

守エリアの管理区域へ外気を供給する設計と

する。 

使用済燃料輸送容器管理建屋排気系は，建屋

排気フィルタユニット及び建屋排風機で構成

し，使用済燃料輸送容器管理建屋の除染エリ

ア及び保守エリアの汚染のおそれのある区域

の負圧維持，排気の浄化及び排気の北換気筒

（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒）の排

気口からの排出をする設計とする。 

 

(2) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備は，使
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別紙４ 

再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】(5/21) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 添付書類 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備は，使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋給気系及び使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋排気系で構成する。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋給気系は，建屋

給気ユニット及び建屋送風機で構成し，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋及び使用済燃料受入

れ・貯蔵管理建屋の管理区域へ外気を供給す

る設計とする。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系は，建屋

排気フィルタユニット及び建屋排風機で構成

し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び使用済

燃料受入れ・貯蔵管理建屋の汚染のおそれの

ある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒）の排気口からの排出をする設計とする。 

 

 

用済燃料受入れ・貯蔵建屋給気系及び使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋排気系で構成する。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋給気系は，建屋

給気ユニット及び建屋送風機で構成し，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋及び使用済燃料受入

れ・貯蔵管理建屋の管理区域へ外気を供給す

る設計とする。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系は，建屋

排気フィルタユニット及び建屋排風機で構成

し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び使用済

燃料受入れ・貯蔵管理建屋の汚染のおそれの

ある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒）の排気口からの排出をする設計とする。 

 

a. 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備の換

気能力に関する計算書  

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備の換

気能力に関する計算書については,設備に認

可を受けたものから構造等に変更はないこと

から,以下の認可を受けたものに同じである。 

・平成５年 12 月 27 日付け５安（核規）第 534

号にて認可を受けた設工認申請書の「Ⅱ 放

射線による被ばくの防止に関する説明書」の

「Ⅱ－２－１－２－１ 使用済燃料受入れ・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気設備の換

気能力に関する計算書

を「参考１ 使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋換

気設備の換気能力に関

する計算書」に示す。 
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別紙４ 

再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】(6/21) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 添付書類 

貯蔵建屋換気設備の換気能力に関する計算

書」 
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別紙４ 

再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】(7/21) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 添付書類 

5.1.4.3 前処理建屋換気設備 

前処理建屋換気設備は，前処理建屋給気系及

び前処理建屋排気系で構成する。 

前処理建屋給気系は，建屋給気ユニット及び

建屋送風機で構成し，前処理建屋の管理区域

へ外気を供給する設計とする。 

前処理建屋排気系は，４系統の排気系を設置

する設計とする。 

前処理建屋排気系は，建屋排気フィルタユニ

ット，セル排気フィルタユニット，溶解槽セ

ルＡ排気フィルタユニット，溶解槽セルＢ排

気フィルタユニット，建屋排風機，セル排風

機，溶解槽セルＡ排風機及び溶解槽セルＢ排

風機で構成し，前処理建屋の汚染のおそれの

ある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の

主排気筒の排気口からの排出をする設計とす

る。 

 

5.1.4.4 分離建屋換気設備 

分離建屋換気設備は，分離建屋給気系及び分

離建屋排気系で構成する。 

分離建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建

屋送風機で構成し，分離建屋の管理区域へ外

気を供給する設計とする。また，セル内有機

溶媒火災時に給気を閉鎖するため，建屋給気

(3) 前処理建屋換気設備 

前処理建屋換気設備は，前処理建屋給気系及

び前処理建屋排気系で構成する。 

前処理建屋給気系は，建屋給気ユニット及び

建屋送風機で構成し，前処理建屋の管理区域

へ外気を供給する設計とする。 

前処理建屋排気系は，４系統の排気系を設置

する設計とする。 

前処理建屋排気系は，建屋排気フィルタユニ

ット，セル排気フィルタユニット，溶解槽セ

ルＡ排気フィルタユニット，溶解槽セルＢ排

気フィルタユニット，建屋排風機，セル排風

機，溶解槽セルＡ排風機及び溶解槽セルＢ排

風機で構成し，前処理建屋の汚染のおそれの

ある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の

主排気筒の排気口からの排出をする設計とす

る。 

 

(4) 分離建屋換気設備 

分離建屋換気設備は，分離建屋給気系及び分

離建屋排気系で構成する。 

分離建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建

屋送風機で構成し，分離建屋の管理区域へ外

気を供給する設計とする。また，セル内有機

溶媒火災時に給気を閉鎖するため，建屋給気
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別紙４ 

再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】(8/21) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 添付書類 

閉止ダンパを設置する設計とする。 

分離建屋排気系は，２系統の排気系を設置す

る設計とする。 

分離建屋排気系は，建屋排気フィルタユニッ

ト，グローブボックス・セル排気フィルタユ

ニット，建屋排風機及びグローブボックス・

セル排風機で構成し，分離建屋の汚染のおそ

れのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排

気の主排気筒の排気口からの排出をする設計

とする。 

5.1.4.5 精製建屋換気設備 

精製建屋換気設備は，精製建屋給気系及び精

製建屋排気系で構成する。 

精製建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建

屋送風機で構成し，精製建屋の管理区域へ外

気を供給する設計とする。また，セル内有機

溶媒火災時に給気を閉鎖するため，建屋給気

閉止ダンパを設置する設計とする。 

精製建屋排気系は，３系統の排気系を設置す

る設計とする。 

精製建屋排気系は，建屋排気フィルタユニッ

ト，セル排気フィルタユニット，グローブボ

ックス排気フィルタユニット，建屋排風機及

びグローブボックス・セル排風機で構成し，

精製建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維

閉止ダンパを設置する設計とする。 

分離建屋排気系は，２系統の排気系を設置す

る設計とする。 

分離建屋排気系は，建屋排気フィルタユニッ

ト，グローブボックス・セル排気フィルタユ

ニット，建屋排風機及びグローブボックス・

セル排風機で構成し，分離建屋の汚染のおそ

れのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排

気の主排気筒の排気口からの排出をする設計

とする。 

(5) 精製建屋換気設備 

精製建屋換気設備は，精製建屋給気系及び精

製建屋排気系で構成する。 

精製建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建

屋送風機で構成し，精製建屋の管理区域へ外

気を供給する設計とする。また，セル内有機

溶媒火災時に給気を閉鎖するため，建屋給気

閉止ダンパを設置する設計とする。 

精製建屋排気系は，３系統の排気系を設置す

る設計とする。 

精製建屋排気系は，建屋排気フィルタユニッ

ト，セル排気フィルタユニット，グローブボ

ックス排気フィルタユニット，建屋排風機及

びグローブボックス・セル排風機で構成し，

精製建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維
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別紙４ 

再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】(9/21) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 添付書類 

持，排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口

からの排出をする設計とする。 

5.1.4.6 ウラン脱硝建屋換気設備 

ウラン脱硝建屋換気設備は，ウラン脱硝建屋

給気系及びウラン脱硝建屋排気系で構成す

る。 

ウラン脱硝建屋給気系は，建屋給気ユニット

及び建屋送風機で構成し，ウラン脱硝建屋の

管理区域へ外気を供給する設計とする。 

ウラン脱硝建屋排気系は，２系統の排気系を

設置する設計とする。 

ウラン脱硝建屋排気系は，建屋排気フィルタ

ユニット，フード排気フィルタユニット，建

屋排風機及びフード排風機で構成し，ウラン

脱硝建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維

持，排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口

からの排出をする設計とする。 

5.1.4.7 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

換気設備 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備

は，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋給気

系及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排

気系で構成する。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋給気系は，

建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，

持，排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口

からの排出をする設計とする。 

(6) ウラン脱硝建屋換気設備 

ウラン脱硝建屋換気設備は，ウラン脱硝建屋

給気系及びウラン脱硝建屋排気系で構成す

る。 

ウラン脱硝建屋給気系は，建屋給気ユニット

及び建屋送風機で構成し，ウラン脱硝建屋の

管理区域へ外気を供給する設計とする。 

ウラン脱硝建屋排気系は，２系統の排気系を

設置する設計とする。 

ウラン脱硝建屋排気系は，建屋排気フィルタ

ユニット，フード排気フィルタユニット，建

屋排風機及びフード排風機で構成し，ウラン

脱硝建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維

持，排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口

からの排出をする設計とする。 

(7) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気

設備 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備

は，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋給気

系及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排

気系で構成する。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋給気系は，

建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，
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再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】(10/21) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 添付書類 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の管理区

域へ外気を供給する設計とする。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系は，

２系統の排気系を設置する設計とする。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系は，

建屋排気フィルタユニット，グローブボック

ス・セル排気フィルタユニット，建屋排風機

及びグローブボックス・セル排風機で構成し，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の汚染の

おそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及

び排気の主排気筒の排気口からの排出をする

設計とする。 

5.1.4.8 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯

蔵建屋換気設備 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換

気設備は，ウラン・プルトニウム混合酸化物

貯蔵建屋給気系及びウラン・プルトニウム混

合酸化物貯蔵建屋排気系で構成する。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋給

気系は，２系統の給気系を設置する設計とす

る。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋給

気系は，建屋給気ユニット，貯蔵室送風機及

び建屋送風機で構成し，ウラン・プルトニウ

ム混合酸化物貯蔵建屋の管理区域へ外気を供

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の管理区

域へ外気を供給する設計とする。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系は，

２系統の排気系を設置する設計とする。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系は，

建屋排気フィルタユニット，グローブボック

ス・セル排気フィルタユニット，建屋排風機

及びグローブボックス・セル排風機で構成し，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の汚染の

おそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及

び排気の主排気筒の排気口からの排出をする

設計とする。 

(8) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建

屋換気設備 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換

気設備は，ウラン・プルトニウム混合酸化物

貯蔵建屋給気系及びウラン・プルトニウム混

合酸化物貯蔵建屋排気系で構成する。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋給

気系は，２系統の給気系を設置する設計とす

る。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋給

気系は，建屋給気ユニット，貯蔵室送風機及

び建屋送風機で構成し，ウラン・プルトニウ

ム混合酸化物貯蔵建屋の管理区域へ外気を供
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再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】(11/21) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 添付書類 

給する設計とする。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排

気系は，２系統の排気系を設置する設計とす

る。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排

気系の貯蔵室の排気は，貯蔵室排気フィルタ

ユニット及び貯蔵室排風機で構成し，貯蔵室

排気フィルタユニット及び貯蔵室排風機は，

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の

貯蔵室の換気を行い，混合酸化物貯蔵容器か

らの崩壊熱の除去，貯蔵室の負圧維持，排気

の浄化及び排気の低レベル廃棄物処理建屋換

気筒の排気口からの排出をする設計とする。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排

気系のウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

建屋の排気は，建屋排気フィルタユニット及

び建屋排風機で構成し，建屋排気フィルタユ

ニット及び建屋排風機は，ウラン・プルトニ

ウム混合酸化物貯蔵建屋の汚染のおそれのあ

る区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の低

レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口からの

排出をする設計とする。 

5.1.4.9 高レベル廃液ガラス固化建屋換気

設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備は，高

給する設計とする。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排

気系は，２系統の排気系を設置する設計とす

る。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排

気系の貯蔵室の排気は，貯蔵室排気フィルタ

ユニット及び貯蔵室排風機で構成し，貯蔵室

排気フィルタユニット及び貯蔵室排風機は，

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の

貯蔵室の換気を行い，混合酸化物貯蔵容器か

らの崩壊熱の除去，貯蔵室の負圧維持，排気

の浄化及び排気の低レベル廃棄物処理建屋換

気筒の排気口からの排出をする設計とする。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排

気系のウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

建屋の排気は，建屋排気フィルタユニット及

び建屋排風機で構成し，建屋排気フィルタユ

ニット及び建屋排風機は，ウラン・プルトニ

ウム混合酸化物貯蔵建屋の汚染のおそれのあ

る区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の低

レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口からの

排出をする設計とする。 

 

(9) 高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備は，高
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再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】(12/21) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 添付書類 

レベル廃液ガラス固化建屋給気系及び高レベ

ル廃液ガラス固化建屋排気系で構成する。 

高レベル廃液ガラス固化建屋給気系は，建屋

給気ユニット及び建屋送風機で構成し，高レ

ベル廃液ガラス固化建屋の管理区域へ外気を

供給する設計とする。 

高レベル廃液ガラス固化建屋排気系は，６系

統の排気系を設置する設計とする。 

高レベル廃液ガラス固化建屋排気系は，建屋

排気フィルタユニット，貯蔵ピット収納管排

気フィルタユニット，セル排気フィルタユニ

ット，固化セル圧力放出系前置フィルタユニ

ット，固化セル圧力放出系排気フィルタユニ

ット，固化セル換気系前置フィルタユニット，

固化セル換気系排気フィルタユニット，フー

ド排気フィルタユニット，建屋排風機，貯蔵

ピット収納管排風機，セル排風機，固化セル

換気系排風機及びフード排風機で構成し，高

レベル廃液ガラス固化建屋の汚染のおそれの

ある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の

主排気筒の排気口からの排出をする設計とす

る。 

また，固化セル内の機器から発生する熱を除

去し，固化セル内の温度上昇による固化セル

内圧力上昇を防止して負圧を維持するため，

レベル廃液ガラス固化建屋給気系及び高レベ

ル廃液ガラス固化建屋排気系で構成する。 

高レベル廃液ガラス固化建屋給気系は，建屋

給気ユニット及び建屋送風機で構成し，高レ

ベル廃液ガラス固化建屋の管理区域へ外気を

供給する設計とする。 

高レベル廃液ガラス固化建屋排気系は，６系

統の排気系を設置する設計とする。 

高レベル廃液ガラス固化建屋排気系は，建屋

排気フィルタユニット，貯蔵ピット収納管排

気フィルタユニット，セル排気フィルタユニ

ット，固化セル圧力放出系前置フィルタユニ

ット，固化セル圧力放出系排気フィルタユニ

ット，固化セル換気系前置フィルタユニット，

固化セル換気系排気フィルタユニット，フー

ド排気フィルタユニット，建屋排風機，貯蔵

ピット収納管排風機，セル排風機，固化セル

換気系排風機及びフード排風機で構成し，高

レベル廃液ガラス固化建屋の汚染のおそれの

ある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の

主排気筒の排気口からの排出をする設計とす

る。 

また，固化セル内の機器から発生する熱を除

去し，固化セル内の温度上昇による固化セル

内圧力上昇を防止して負圧を維持するため，
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再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】(13/21) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 添付書類 

固化セル内にセル内クーラを設置し，固化セ

ル内から建屋内への空気の逆流を防止するた

め，固化セルへの給気系に，固化セル隔離ダ

ンパを設置する設計とする。 

固化セル圧力放出系は，固化セル内圧力が万

一異常に上昇した場合に固化セル内を排気で

きる設計とする。 

5.1.4.10 第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設

備 

第１ガラス固化体貯蔵建屋給気系の内，第１

ガラス固化体貯蔵建屋東棟の給気系は，第１

ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋給気ユニット

及び第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋送風

機で構成し，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟

の管理区域へ外気を供給する設計とする。第

１ガラス固化体貯蔵建屋給気系の内，第１ガ

ラス固化体貯蔵建屋西棟の給気系は，第１ガ

ラス固化体貯蔵建屋西棟建屋給気ユニット及

び第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟建屋送風機

で構成し，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の

管理区域へ外気を供給する設計とする。 

第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系は，６系統

の排気系を設置する設計とする。 

第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系の内，第１

ガラス固化体貯蔵建屋東棟の排気系は，第１

固化セル内にセル内クーラを設置し，固化セ

ル内から建屋内への空気の逆流を防止するた

め，固化セルへの給気系に，固化セル隔離ダ

ンパを設置する設計とする。 

固化セル圧力放出系は，固化セル内圧力が万

一異常に上昇した場合に固化セル内を排気で

きる設計とする。 

(10) 第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備 

第１ガラス固化体貯蔵建屋給気系の内，第１

ガラス固化体貯蔵建屋東棟の給気系は，第１

ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋給気ユニット

及び第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋送風

機で構成し，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟

の管理区域へ外気を供給する設計とする。第

１ガラス固化体貯蔵建屋給気系の内，第１ガ

ラス固化体貯蔵建屋西棟の給気系は，第１ガ

ラス固化体貯蔵建屋西棟建屋給気ユニット及

び第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟建屋送風機

で構成し，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の

管理区域へ外気を供給する設計とする。 

第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系は，６系統

の排気系を設置する設計とする。 

第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系の内，第１

ガラス固化体貯蔵建屋東棟の排気系は，第１

ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋排気フィルタ
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再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】(14/21) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 添付書類 

ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋排気フィルタ

ユニット，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟貯

蔵ピット収納管排気フィルタユニット，第１

ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋排風機及び第

１ガラス固化体貯蔵建屋東棟貯蔵ピット収納

管排風機で構成し，第１ガラス固化体貯蔵建

屋東棟の汚染のおそれのある区域の負圧維

持，排気の浄化及び排気の北換気筒（ハル・

エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋

換気筒）の排気口からの排出をする設計とす

る。 

第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系の内，第１

ガラス固化体貯蔵建屋西棟の排気系は，第１

ガラス固化体貯蔵建屋西棟建屋排気フィルタ

ユニット，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟貯

蔵ピット収納管排気フィルタユニット，第１

ガラス固化体貯蔵建屋西棟建屋排風機及び第

１ガラス固化体貯蔵建屋西棟貯蔵ピット収納

管排風機で構成し，第１ガラス固化体貯蔵建

屋西棟の汚染のおそれのある区域の負圧維

持，排気の浄化及び排気の北換気筒（ハル・

エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋

換気筒）の排気口からの排出をする設計とす

る。 

 

ユニット，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟貯

蔵ピット収納管排気フィルタユニット，第１

ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋排風機及び第

１ガラス固化体貯蔵建屋東棟貯蔵ピット収納

管排風機で構成し，第１ガラス固化体貯蔵建

屋東棟の汚染のおそれのある区域の負圧維

持，排気の浄化及び排気の北換気筒（ハル・

エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋

換気筒）の排気口からの排出をする設計とす

る。 

第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系の内，第１

ガラス固化体貯蔵建屋西棟の排気系は，第１

ガラス固化体貯蔵建屋西棟建屋排気フィルタ

ユニット，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟貯

蔵ピット収納管排気フィルタユニット，第１

ガラス固化体貯蔵建屋西棟建屋排風機及び第

１ガラス固化体貯蔵建屋西棟貯蔵ピット収納

管排風機で構成し，第１ガラス固化体貯蔵建

屋西棟の汚染のおそれのある区域の負圧維

持，排気の浄化及び排気の北換気筒（ハル・

エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋

換気筒）の排気口からの排出をする設計とす

る。 
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【Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】(15/21) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 添付書類 

5.1.4.11 低レベル廃液処理建屋換気設備 

低レベル廃液処理建屋換気設備は，低レベル

廃液処理建屋給気系及び低レベル廃液処理建

屋排気系で構成する。 

低レベル廃液処理建屋給気系は，建屋給気ユ

ニット及び建屋送風機で構成し，低レベル廃

液処理建屋の管理区域へ外気を供給する設計

とする。 

低レベル廃液処理建屋排気系は，１系統の排

気系を設置する設計とする。 

低レベル廃液処理建屋排気系は，建屋排気フ

ィルタユニット，建屋排風機低レベル廃液処

理建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，

建屋排風機及び運転予備用建屋排風機で構成

し，低レベル廃液処理建屋の汚染のおそれの

ある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の

低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口から

の排出をする設計とする。 

5.1.4.12 低レベル廃棄物処理建屋換気設備 

低レベル廃棄物処理建屋換気設備は，低レベ

ル廃棄物処理建屋給気系及び低レベル廃棄物

処理建屋排気系で構成する。 

低レベル廃棄物処理建屋給気系は，建屋給気

ユニット及び建屋送風機で構成し，低レベル

廃棄物処理建屋の管理区域へ外気を供給する

(11) 低レベル廃液処理建屋換気設備 

低レベル廃液処理建屋換気設備は，低レベル

廃液処理建屋給気系及び低レベル廃液処理建

屋排気系で構成する。 

低レベル廃液処理建屋給気系は，建屋給気ユ

ニット及び建屋送風機で構成し，低レベル廃

液処理建屋の管理区域へ外気を供給する設計

とする。 

低レベル廃液処理建屋排気系は，１系統の排

気系を設置する設計とする。 

低レベル廃液処理建屋排気系は，建屋排気フ

ィルタユニット，建屋排風機低レベル廃液処

理建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，

建屋排風機及び運転予備用建屋排風機で構成

し，低レベル廃液処理建屋の汚染のおそれの

ある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の

低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口から

の排出をする設計とする。 

(12) 低レベル廃棄物処理建屋換気設備 

低レベル廃棄物処理建屋換気設備は，低レベ

ル廃棄物処理建屋給気系及び低レベル廃棄物

処理建屋排気系で構成する。 

低レベル廃棄物処理建屋給気系は，建屋給気

ユニット及び建屋送風機で構成し，低レベル

廃棄物処理建屋の管理区域へ外気を供給する
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再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】(16/21) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 添付書類 

設計とする。 

低レベル廃棄物処理建屋排気系は，３系統の

排気系を設置する設計とする。 

低レベル廃棄物処理建屋排気系は，建屋排気

フィルタユニットⅠ，建屋排気フィルタユニ

ットⅡ，建屋排気フィルタユニットⅢ，建屋

排風機Ⅰ，建屋排風機Ⅱ及び建屋排風機Ⅲで

構成し，低レベル廃棄物処理建屋の汚染のお

それのある区域の負圧維持，排気の浄化及び

排気の主排気筒及び低レベル廃棄物処理建屋

換気筒の排気口から排出をする設計とする。 

5.1.4.13 ハル・エンドピース貯蔵建屋換気

設備 

ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備は，ハ

ル・エンドピース貯蔵建屋給気系及びハル・

エンドピース貯蔵建屋排気系で構成する。 

ハル・エンドピース貯蔵建屋給気系は，建屋

給気ユニット及び建屋送風機で構成し，ハル・

エンドピース貯蔵建屋の管理区域へ外気を供

給する設計とする。 

ハル・エンドピース貯蔵建屋排気系は，２系

統の排気系を設置する設計とする。 

ハル・エンドピース貯蔵建屋排気系は，建屋

排気フィルタユニットⅠ，建屋排気フィルタ

ユニットⅡ，建屋排風機Ⅰ及び建屋排風機Ⅱ

設計とする。 

低レベル廃棄物処理建屋排気系は，３系統の

排気系を設置する設計とする。 

低レベル廃棄物処理建屋排気系は，建屋排気

フィルタユニットⅠ，建屋排気フィルタユニ

ットⅡ，建屋排気フィルタユニットⅢ，建屋

排風機Ⅰ，建屋排風機Ⅱ及び建屋排風機Ⅲで

構成し，低レベル廃棄物処理建屋の汚染のお

それのある区域の負圧維持，排気の浄化及び

排気の主排気筒及び低レベル廃棄物処理建屋

換気筒の排気口から排出をする設計とする。 

 

(13)ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備 

ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備は，ハ

ル・エンドピース貯蔵建屋給気系及びハル・

エンドピース貯蔵建屋排気系で構成する。 

ハル・エンドピース貯蔵建屋給気系は，建屋

給気ユニット及び建屋送風機で構成し，ハル・

エンドピース貯蔵建屋の管理区域へ外気を供

給する設計とする。 

ハル・エンドピース貯蔵建屋排気系は，２系

統の排気系を設置する設計とする。 

ハル・エンドピース貯蔵建屋排気系は，建屋

排気フィルタユニットⅠ，建屋排気フィルタ

ユニットⅡ，建屋排風機Ⅰ及び建屋排風機Ⅱ
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再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】(17/21) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 添付書類 

で構成し，ハル・エンドピース貯蔵建屋の汚

染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄

化及び排気の北換気筒（ハル・エンドピース

及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）の排

気口からの排出をする設計とする。 

5.1.4.14 チャンネルボックス・バーナブル

ポイズン処理建屋換気設備 

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処

理建屋換気設備は，チャンネルボックス・バ

ーナブルポイズン処理建屋給気系及びチャン

ネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋

排気系で構成する。 

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処

理建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋

送風機で構成し，チャンネルボックス・バー

ナブルポイズン処理建屋の管理区域へ外気を

供給する設計とする。 

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処

理建屋排気系は，２系統の排気系を設置する

設計とする。 

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処

理建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット

Ⅰ，建屋排気フィルタユニットⅡ，建屋排風

機Ⅰ及び建屋排風機Ⅱで構成し，チャンネル

ボックス・バーナブルポイズン処理建屋の汚

で構成し，ハル・エンドピース貯蔵建屋の汚

染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄

化及び排気の北換気筒（ハル・エンドピース

及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）の排

気口からの排出をする設計とする。 

(14) チャンネルボックス・バーナブルポイズ

ン処理建屋換気設備 

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処

理建屋換気設備は，チャンネルボックス・バ

ーナブルポイズン処理建屋給気系及びチャン

ネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋

排気系で構成する。 

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処

理建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋

送風機で構成し，チャンネルボックス・バー

ナブルポイズン処理建屋の管理区域へ外気を

供給する設計とする。 

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処

理建屋排気系は，２系統の排気系を設置する

設計とする。 

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処

理建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット

Ⅰ，建屋排気フィルタユニットⅡ，建屋排風

機Ⅰ及び建屋排風機Ⅱで構成し，チャンネル

ボックス・バーナブルポイズン処理建屋の汚
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再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】(18/21) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 添付書類 

染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄

化及び排気の主排気筒及び低レベル廃棄物処

理建屋換気筒の排気口からの排出をする設計

とする。 

 

染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄

化及び排気の主排気筒及び低レベル廃棄物処

理建屋換気筒の排気口からの排出をする設計

とする。 

a. チャンネルボックス・バーナブルポイズン

処理建屋換気設備の換気能力に関する計算書 

 チャンネルボックス・バーナブルポイズン

処理建屋換気設備の換気能力に関する計算書

については，設備に認可を受けたものから構

造等に変更はないことから，以下の認可を受

けたものに同じである。 

・平成 11 年７月５日付け 11 安（核規）第 135

号にて認可を受けた設工認申請書の「Ⅵ 設

計及び工事の方法の技術基準への適合に関す

る説明書」の「添付-4 チャンネルボックス・

バーナブルポイズン処理建屋の換気能力に関

する計算書」 

 

 

 

 

チャンネルボックス・

バーナブルポイズン処

理建屋換気設備の換気

能力に関する計算書を

「参考２ チャンネル

ボックス・バーナブル

ポイズン処理建屋換気

設備の換気能力に関す

る計算書」に示す。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】(19/21) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 添付書類 

5.1.4.15 分析建屋換気設備 

分析建屋換気設備は，分析建屋給気系及び分

析建屋排気系で構成する。 

分析建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建

屋送風機で構成し，分析建屋及び出入管理建

屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。 

分析建屋排気系は，４系統の排気系を設置す

る設計とする。 

分析建屋排気系は，建屋排気フィルタユニッ

ト，セル排気フィルタユニット，グローブボ

ックス排気フィルタユニット，フード排気フ

ィルタユニット，建屋排風機，セル排風機，

グローブボックス排風機及びフード排風機で

構成し，分析建屋及び出入管理建屋の汚染の

おそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及

び排気の主排気筒の排気口からの排出をする

設計とする。 

分析建屋換気設備は，六ヶ所保障措置分析所

と共用する。分析建屋換気設備は，換気設備

の排風機に必要な容量を確保する設計とする

ことで，共用によって再処理施設の安全性を

損なわない設計とする。 

 

 

 

(15) 分析建屋換気設備 

分析建屋換気設備は，分析建屋給気系及び分

析建屋排気系で構成する。 

分析建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建

屋送風機で構成し，分析建屋及び出入管理建

屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。 

分析建屋排気系は，４系統の排気系を設置す

る設計とする。 

分析建屋排気系は，建屋排気フィルタユニッ

ト，セル排気フィルタユニット，グローブボ

ックス排気フィルタユニット，フード排気フ

ィルタユニット，建屋排風機，セル排風機，

グローブボックス排風機及びフード排風機で

構成し，分析建屋及び出入管理建屋の汚染の

おそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及

び排気の主排気筒の排気口からの排出をする

設計とする。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】(20/21) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 添付書類 

5.1.4.16 北換気筒 

北換気筒は，多筒集合形とし，使用済燃料輸

送容器管理建屋換気筒，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気筒並びにハル・エンドピース及

び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒で構成す

る。 

北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気

筒）は，使用済燃料輸送容器管理建屋換気設

備からの排気を排気口から排出する設計とす

る。 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒）は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設

備からの排気を排気口から排出する設計とす

る。 

北換気筒（ハル・エンドピース及び第１ガラ

ス固化体貯蔵建屋換気筒）は，第１ガラス固

化体貯蔵建屋換気設備及びハル・エンドピー

ス貯蔵建屋換気設備からの排気を排気口から

排出する設計とする。 

北換気筒の支持構造物は，廃棄物管理施設と

共用する。北換気筒の支持構造物は，廃棄物

管理施設の筒身を考慮した強度を確保する設

計とすることで，共用によって再処理施設の

安全性を損なわない設計とする。 

5.1.4.17 低レベル廃棄物処理建屋換気筒 

(16) 北換気筒 

北換気筒は，多筒集合形とし，使用済燃料輸

送容器管理建屋換気筒，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気筒並びにハル・エンドピース及

び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒で構成す

る。 

北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気

筒）は，使用済燃料輸送容器管理建屋換気設

備からの排気を排気口から排出する設計とす

る。 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒）は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設

備からの排気を排気口から排出する設計とす

る。 

北換気筒（ハル・エンドピース及び第１ガラ

ス固化体貯蔵建屋換気筒）は，第１ガラス固

化体貯蔵建屋換気設備及びハル・エンドピー

ス貯蔵建屋換気設備からの排気を排気口から

排出する設計とする。 

 

 

 

 

 

(17) 低レベル廃棄物処理建屋換気筒 
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再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】(21/21) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 添付書類 

低レベル廃棄物処理建屋換気筒は，ウラン・

プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備，

低レベル廃液処理建屋換気設備，低レベル廃

棄物処理建屋換気設備及びチャンネルボック

ス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備か

ら排気を排気口から排出する設計とする。 

低レベル廃棄物処理建屋換気筒は，ウラン・

プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備，

低レベル廃液処理建屋換気設備，低レベル廃

棄物処理建屋換気設備及びチャンネルボック

ス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備か

ら排気を排気口から排出する設計とする。 
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令和５年１月５日 Ｒ0 

 

 

 

参考１ 
 

 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設

備の換気能力に関する計算書 

 

 

（換気能力に関する計算書） 

平成５年 12 月 27 日付け５安（核規）第 534 号にて認可を受けた設工

認申請書の「Ⅱ 放射線による被ばくの防止に関する説明書」の「Ⅱ－

２－１－２－１ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備の換気能力に

関する計算書」 
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令和５年１月５日 Ｒ0 

 

 

 

参考２ 
 

 

 

チャンネルボックス・バーナブルポ

イズン処理建屋換気設備の換気能力

に関する計算書 

 

 

（換気能力に関する計算書） 

平成 11 年７月５日付け 11 安（核規）第 135 号にて認可を受けた設工

認申請書の「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に関する説

明書」の「添付-4 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋

の換気能力に関する計算書」 
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補足説明すべき項目の抽出
（第二十八条 換気設備）

別紙５①

補足すべき事項

1

換気設備は，使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備，前処理建
屋換気設備，分離建屋換気設備，精製建屋換気設備，ウラン脱硝建屋換気設備，ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋換気設備，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備，高レベル廃液ガラス固化
建屋換気設備，第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備，低レベル廃液処理建屋換気設備，低レベル廃棄物
処理建屋換気設備，ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備，チャンネルボックス・バーナブルポイズン
処理建屋換気設備，分析建屋換気設備，北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒，使用済燃料受
入れ・貯蔵建屋換気筒並びにハル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）及び低レベル
廃棄物処理建屋換気筒で構成し,北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒以外は，各建屋に収納す
る設計とする。

2

換気設備は，通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において，放射線障害を防止
するために，管理区域内の放射線業務従事者に新鮮な空気を供給する設計とし、必要な換気能力を有す
る設計とする。

3

換気設備は，給気系及び排気系で構成し，汚染の程度の低い区域から汚染の程度のより高い区域に向
かって空気を流す設計とし、給排気量を適切に設定及び調節することにより、汚染のおそれのある区域
を清浄区域より負圧に維持するとともに，適切な換気・空調を行う設計とする。

4

換気設備は，排気ダクトをフランジ又は溶接で接続する構造とし，高性能粒子フィルタ，排風機，逆止
ダンパ等を設けて，放射性物質が漏えいし難く，かつ逆流し難い設計とする。

5

換気設備は，排気量に応じて並列に組み合わせた高性能粒子フィルタを設置することで，周辺環境に放
出される放射性物質の量を合理的に達成できる限り低くする設計とする。また，換気設備の高性能粒子
フィルタは，放射性物質による汚染の除去又は取替に必要な空間を有するとともに，取替が容易な設計
とする。

6

汚染のおそれのある区域からの排気は，主排気筒，北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気
口から排出する設計とする。

7

換気設備の吸気口は，放射性物質に汚染された空気を吸入し難いように，主排気筒，北換気筒及び低レ
ベル廃棄物処理建屋換気筒から十分な距離を有し排気を直接吸入しない位置に設置する設計とする。

補足すべき対象はない。

基本設計方針 添付書類

Ⅵ-1-6-1 安全機能を
有する施設の放射性廃
棄物の廃棄施設に関す
る説明書

【3.1.4　換気設備】
・換気設備の設計について説明する。
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補足説明すべき項目の抽出
（第二十八条 換気設備）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

8

5.1.4.1　使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備
使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備は，使用済燃料輸送容器管理建屋給気系及び使用済燃料輸送容器
管理建屋排気系で構成する。
使用済燃料輸送容器管理建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し、使用済燃料輸送容
器管理建屋の除染エリア及び保守エリアの管理区域へ外気を供給する設計とする。
使用済燃料輸送容器管理建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット及び建屋排風機で構成し，使用済燃
料輸送容器管理建屋の除染エリア及び保守エリアの汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及
び排気の北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒）の排気口からの排出をする設計とする。

【3.1.4　換気設備】(1）使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備
・前処理建屋換気設備の設計について説明する。

補足すべき対象はない。

9

5.1.4.2　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋給気系及び使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋排気系で構成する。
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット及び建屋排風機で構成し，使用済燃
料受入れ・貯蔵建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気
の浄化及び排気の北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気口からの排出をする設計とす
る。

【3.1.4　換気設備】(2）使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備
・前処理建屋換気設備の設計について説明する。

補足すべき対象はない。

10

5.1.4.3　前処理建屋換気設備
前処理建屋換気設備は，前処理建屋給気系及び前処理建屋排気系で構成する。
前処理建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，前処理建屋の管理区域へ外気を供給
する設計とする。
前処理建屋排気系は，４系統の排気系を設置する設計とする。
前処理建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，セル排気フィルタユニット，溶解槽セルＡ排気フィ
ルタユニット，溶解槽セルＢ排気フィルタユニット，建屋排風機，セル排風機，溶解槽セルＡ排風機及
び溶解槽セルＢ排風機で構成し，前処理建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排
気の主排気筒の排気口からの排出をする設計とする。

【3.1.4　換気設備】(3）前処理建屋換気設備
・前処理建屋換気設備の設計について説明する。

補足すべき対象はない。

11

5.1.4.4　分離建屋換気設備
分離建屋換気設備は，分離建屋給気系及び分離建屋排気系で構成する。
分離建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，分離建屋の管理区域へ外気を供給する
設計とする。また，セル内有機溶媒火災時に給気を閉鎖するため，建屋給気閉止ダンパを設置する設計
とする。
分離建屋排気系は，２系統の排気系を設置する設計とする。
分離建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，グローブボックス・セル排気フィルタユニット，建屋
排風機及びグローブボックス・セル排風機で構成し，分離建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，
排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口からの排出をする設計とする。

【3.1.4　換気設備】(4）分離建屋換気設備
・分離建屋換気設備の設計について説明する。

補足すべき対象はない。

12

5.1.4.5　精製建屋換気設備
精製建屋換気設備は，精製建屋給気系及び精製建屋排気系で構成する。
精製建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，精製建屋の管理区域へ外気を供給する
設計とする。また，セル内有機溶媒火災時に給気を閉鎖するため，建屋給気閉止ダンパを設置する設計
とする。
精製建屋排気系は，３系統の排気系を設置する設計とする。
精製建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，セル排気フィルタユニット，グローブボックス排気
フィルタユニット，建屋排風機及びグローブボックス・セル排風機で構成し，精製建屋の汚染のおそれ
のある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口からの排出をする設計とする。

【3.1.4　換気設備】(5）精製建屋換気設備
・精製建屋換気設備の設計について説明する。

補足すべき対象はない。

Ⅵ-1-6-1 安全機能を
有する施設の放射性廃
棄物の廃棄施設に関す
る説明書

Ⅵ-2　再処理施設に関
する図面
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補足説明すべき項目の抽出
（第二十八条 換気設備）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

13

5.1.4.6　ウラン脱硝建屋換気設備
ウラン脱硝建屋換気設備は，ウラン脱硝建屋給気系及びウラン脱硝建屋排気系で構成する。
ウラン脱硝建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，ウラン脱硝建屋の管理区域へ外
気を供給する設計とする。
ウラン脱硝建屋排気系は，２系統の排気系を設置する設計とする。
ウラン脱硝建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，フード排気フィルタユニット，建屋排風機及び
フード排風機で構成し，ウラン脱硝建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の
主排気筒の排気口からの排出をする設計とする。

【3.1.4　換気設備】(6）ウラン脱硝建屋換気設備
・ウラン脱硝建屋換気設備の設計について説明する。

補足すべき対象はない。

14

5.1.4.7　ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備は，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋給気系及びウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系で構成する。
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系は，２系統の排気系を設置する設計とする。
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，グローブボックス・セル排
気フィルタユニット，建屋排風機及びグローブボックス・セル排風機で構成し，ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口からの排
出をする設計とする。

【3.1.4　換気設備】(7）ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備の設計について説明する。

補足すべき対象はない。

15

5.1.4.8　ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備は，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋給気
系及びウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系で構成する。
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋給気系は，２系統の給気系を設置する設計とする。
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋給気系は，建屋給気ユニット，貯蔵室送風機及び建屋送風機
で構成し，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系は，２系統の排気系を設置する設計とする。
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系の貯蔵室の排気は，貯蔵室排気フィルタユニット及び
貯蔵室排風機で構成し，貯蔵室排気フィルタユニット及び貯蔵室排風機は，ウラン・プルトニウム混合
酸化物貯蔵建屋の貯蔵室の換気を行い，混合酸化物貯蔵容器からの崩壊熱の除去，貯蔵室の負圧維持，
排気の浄化及び排気の低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口からの排出をする設計とする。
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系のウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の排気
は，建屋排気フィルタユニット及び建屋排風機で構成し，建屋排気フィルタユニット及び建屋排風機
は，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び
排気の低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口からの排出をする設計とする。

【3.1.4　換気設備】(8）ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備
・ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備の設計について説明する。

補足すべき対象はない。

16

5.1.4.9　高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備
高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備は，高レベル廃液ガラス固化建屋給気系及び高レベル廃液ガラス
固化建屋排気系で構成する。
高レベル廃液ガラス固化建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，高レベル廃液ガラ
ス固化建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。
高レベル廃液ガラス固化建屋排気系は，６系統の排気系を設置する設計とする。
高レベル廃液ガラス固化建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，貯蔵ピット収納管排気フィルタユ
ニット，セル排気フィルタユニット，固化セル圧力放出系前置フィルタユニット，固化セル圧力放出系
排気フィルタユニット，固化セル換気系前置フィルタユニット，固化セル換気系排気フィルタユニッ
ト，フード排気フィルタユニット，建屋排風機，貯蔵ピット収納管排風機，セル排風機，固化セル換気
系排風機及びフード排風機で構成し，高レベル廃液ガラス固化建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維
持，排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口からの排出をする設計とする。
また，固化セル内の機器から発生する熱を除去し，固化セル内の温度上昇による固化セル内圧力上昇を
防止して負圧を維持するため，固化セル内にセル内クーラを設置し，固化セル内から建屋内への空気の
逆流を防止するため，固化セルへの給気系に，固化セル隔離ダンパを設置する設計とする。
固化セル圧力放出系は，固化セル内圧力が万一異常に上昇した場合に固化セル内を排気できる設計とす
る。

【3.1.4　換気設備】(9）高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備
・高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の設計について説明する。

補足すべき対象はない。

Ⅵ-1-6-1 安全機能を
有する施設の放射性廃
棄物の廃棄施設に関す
る説明書

Ⅵ-2　再処理施設に関
する図面
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補足説明すべき項目の抽出
（第二十八条 換気設備）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

17

5.1.4.10　第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備
第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備は，第１ガラス固化体貯蔵建屋給気系及び第１ガラス固化体貯蔵建
屋排気系で構成する。
第１ガラス固化体貯蔵建屋給気系の内，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟の給気系は，第１ガラス固化体
貯蔵建屋東棟建屋給気ユニット及び第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋送風機で構成し，第１ガラス固
化体貯蔵建屋東棟の管理区域へ外気を供給する設計とする。第１ガラス固化体貯蔵建屋給気系の内，第
１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の給気系は，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟建屋給気ユニット及び第１ガ
ラス固化体貯蔵建屋西棟建屋送風機で構成し，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の管理区域へ外気を供給
する設計とする。
第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系は，６系統の排気系を設置する設計とする。
第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系の内，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟の排気系は，第１ガラス固化体
貯蔵建屋東棟建屋排気フィルタユニット，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟貯蔵ピット収納管排気フィル
タユニット，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋排風機及び第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟貯蔵ピット
収納管排風機で構成し，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の
浄化及び排気の北換気筒（ハル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）の排気口からの
排出をする設計とする。
第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系の内，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の排気系は，第１ガラス固化体
貯蔵建屋西棟建屋排気フィルタユニット，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟貯蔵ピット収納管排気フィル
タユニット，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟建屋排風機及び第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟貯蔵ピット
収納管排風機で構成し，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の
浄化及び排気の北換気筒（ハル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）の排気口からの
排出をする設計とする。

【3.1.4　換気設備】(10）第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備
・第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備の設計について説明する。

補足すべき対象はない。

18

5.1.4.11　低レベル廃液処理建屋換気設備
低レベル廃液処理建屋換気設備は，低レベル廃液処理建屋給気系及び低レベル廃液処理建屋排気系で構
成する。
低レベル廃液処理建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，低レベル廃液処理建屋の
管理区域へ外気を供給する設計とする。
低レベル廃液処理建屋排気系は，１系統の排気系を設置する設計とする。
低レベル廃液処理建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，建屋排風機及び運転予備用建屋排風機で
構成し，低レベル廃液処理建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の低レベル
廃棄物処理建屋換気筒の排気口からの排出をする設計とする。

【3.1.4　換気設備】(11）低レベル廃液処理建屋換気設備
・低レベル廃液処理建屋換気設備の設計について説明する。

補足すべき対象はない。

19

5.1.4.12　低レベル廃棄物処理建屋換気設備
低レベル廃棄物処理建屋換気設備は，低レベル廃棄物処理建屋給気系及び低レベル廃棄物処理建屋排気
系で構成する。
低レベル廃棄物処理建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，低レベル廃棄物処理建
屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。
低レベル廃棄物処理建屋排気系は，３系統の排気系を設置する設計とする。
低レベル廃棄物処理建屋排気系は，建屋排気フィルタユニットⅠ，建屋排気フィルタユニットⅡ，建屋
排気フィルタユニットⅢ，建屋排風機Ⅰ，建屋排風機Ⅱ及び建屋排風機Ⅲで構成し，低レベル廃棄物処
理建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒及び低レベル廃棄物処理
建屋換気筒の排気口から排出をする設計とする。

【3.1.4　換気設備】(12）低レベル廃棄物処理建屋換気設備
・低レベル廃棄物処理建屋換気設備の設計について説明する。

補足すべき対象はない。

20

5.1.4.13　ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備
ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備は，ハル・エンドピース貯蔵建屋給気系及びハル・エンドピース
貯蔵建屋排気系で構成する。
ハル・エンドピース貯蔵建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，ハル・エンドピー
ス貯蔵建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。
ハル・エンドピース貯蔵建屋排気系は，２系統の排気系を設置する設計とする。
ハル・エンドピース貯蔵建屋排気系は，建屋排気フィルタユニットⅠ，建屋排気フィルタユニットⅡ，
建屋排風機Ⅰ及び建屋排風機Ⅱで構成し，ハル・エンドピース貯蔵建屋の汚染のおそれのある区域の負
圧維持，排気の浄化及び排気の北換気筒（ハル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）
の排気口からの排出をする設計とする。

【3.1.4　換気設備】(13）ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備
・ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備の設計について説明する。

補足すべき対象はない。

21

5.1.4.14　チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備は，チャンネルボックス・バーナブルポイ
ズン処理建屋給気系及びチャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋排気系で構成する。
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成
し，チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋排気系は，２系統の排気系を設置する設計とする。
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋排気系は，建屋排気フィルタユニットⅠ，建屋排気
フィルタユニットⅡ，建屋排風機Ⅰ及び建屋排風機Ⅱで構成し，チャンネルボックス・バーナブルポイ
ズン処理建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒及び低レベル廃棄
物処理建屋換気筒の排気口からの排出をする設計とする。

【3.1.4　換気設備】(14）チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備
・チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備の設計について説明する。

補足すべき対象はない。

Ⅵ-1-6-1 安全機能を
有する施設の放射性廃
棄物の廃棄施設に関す
る説明書

Ⅵ-2　再処理施設に関
する図面
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補足説明すべき項目の抽出
（第二十八条 換気設備）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

22

5.1.4.15　分析建屋換気設備
分析建屋換気設備は，分析建屋給気系及び分析建屋排気系で構成する。
分析建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，分析建屋及び出入管理建屋の管理区域
へ外気を供給する設計とする。
分析建屋排気系は，４系統の排気系を設置する設計とする。
分析建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，セル排気フィルタユニット，グローブボックス排気
フィルタユニット，フード排気フィルタユニット，建屋排風機，セル排風機，グローブボックス排風機
及びフード排風機で構成し，分析建屋及び出入管理建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の
浄化及び排気の主排気筒の排気口からの排出をする設計とする。

【3.1.4　換気設備】(15）分析建屋換気設備
・分析建屋換気設備の設計について説明する。

補足すべき対象はない。

24

5.1.4.16　北換気筒
北換気筒は，多筒集合形とし，使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気
筒並びにハル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒で構成する。
北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒）は，使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備からの排気
を排気口から排出する設計とする。
北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備からの排気
を排気口から排出する設計とする。
北換気筒（ハル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）は，第１ガラス固化体貯蔵建屋
換気設備及びハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備からの排気を排気口から排出する設計とする。

【3.1.4　換気設備】(16）北換気筒
・北換気筒の設計について説明する。

補足すべき対象はない。

26

5.1.4.17　低レベル廃棄物処理建屋換気筒
低レベル廃棄物処理建屋換気筒は，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備，低レベル廃液
処理建屋換気設備，低レベル廃棄物処理建屋換気設備（汚染のおそれのある区域及び熱分解装置室等か
らの排気系）及びチャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備（汚染のおそれのある区
域からの排気系）からの排気を排気口から排出する設計とする。

【3.1.4　換気設備】(17）低レベル廃棄物処理建屋換気筒
・低レベル廃棄物処理建屋換気筒の設計について説明する。

補足すべき対象はない。

Ⅵ-1-6-1 安全機能を
有する施設の放射性廃
棄物の廃棄施設に関す
る説明書

Ⅵ-2　再処理施設に関
する図面
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補足説明すべき項目の抽出
（第二十八条 換気設備）

別紙５②

展開要否 理由

発電炉の補足説明資料には、本条文に該当する内容の資料はない。

基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目

基本設計方針からの展開では、補足すべき事項はない。

基本設計方針からの展開では補足すべき事項がなく、また、発電炉の補足説明資料には本条文に

該当する内容の資料がないことから、確認の結果として追加で補足すべき事項はない。

なお、補足説明事項がないため別紙５③は作成しない。
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別紙６ 
変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ（第 2 回申請） 

 

変 更 前 変 更 後 

5 放射性廃棄物の廃棄施設 

5.1 気体廃棄物の廃棄施設 

5.1.4 換気設備 

 

 

 

 

換気設備は，使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備，前処理

建屋換気設備，分離建屋換気設備，精製建屋換気設備，ウラン脱硝建屋換気設備，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋換気設備，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備，高レベル廃液ガラス固

化建屋換気設備，第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備，低レベル廃液処理建屋換気設備，低レベル廃棄

物処理建屋換気設備，ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備，チャンネルボックス・バーナブルポイズ

ン処理建屋換気設備，分析建屋換気設備，北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋換気筒並びにハル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）及び低レベ

ル廃棄物処理建屋換気筒で構成し,北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒以外は，各建屋に収納す

る設計とする。 

 

 

 

 

換気設備は，通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において，放射線障害を防

止するために，管理区域内の放射線業務従事者に新鮮な空気を供給する設計とし、必要な換気能力を有

する設計とする。 

 

 

 

 

換気設備は，給気系及び排気系で構成し，汚染の程度の低い区域から汚染の程度のより高い区域に向

かって空気を流す設計とし、給排気量を適切に設定及び調節することにより、汚染のおそれのある区域

を清浄区域より負圧に維持するとともに，適切な換気・空調を行う設計とする。 

 

 

 

 

 

5 放射性廃棄物の廃棄施設 

5.1 気体廃棄物の廃棄施設 

5.1.4 換気設備 

 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既設工認 本文（第１回，第２回，第５回，第６回，第７回，第８回，第９回申請 

及び使用済燃料輸送容器保守設備,第 2回 KBW 申請） 

換気①-1,換気②-1,換気④-1,換気⑥-1,換気⑧-1,換気⑩-1,換気⑫-1, 換気⑭-1,換気⑯-1 

既設工認 本文（第２回，第５回，第６回，第７回，第８回，第９回申請 

及び使用済燃料輸送容器保守設備,第 2回 KBW 申請） 

既設工認 本文（第２回，第５回，第６回，第７回，第８回，第９回申請 

及び使用済燃料輸送容器保守設備,第 2回 KBW 申請） 

換気⑧-8 換気④-7, 換気⑥-7, 換気⑧-7 

換気②-3,換気④-3,換気⑥-3,換気⑧-3,換気⑩-3,換気⑫-3,換気⑭-3,換気⑯-3 

換気②-3,換気④-3,換気⑥-3,換気⑧-3,換気⑩-3,換気⑫-3,換気⑭-3,換気⑯-3 

【凡例】 

：既設工認に記載されている内容と同様 
  
：その他既設工認に記載されていないが、従前より設計上考慮して 
 実施していたもの 
 
：既認可等のエビデンス 

換気②-4,換気④-4,換気⑥-4,換気⑧-4,換気⑩-4,換気⑫-4,換気⑭-4,換気⑯-4 
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別紙６ 
変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ（第 2 回申請） 

 

変 更 前 変 更 後 

 

 

 

 

換気設備は，排気ダクトをフランジ又は溶接で接続する構造とし，高性能粒子フィルタ，排風機及び

逆止ダンパ等を設けて，放射性物質が漏えいし難く，かつ逆流し難い設計とする。 

 

 

 

 

換気設備は，排気量に応じて並列に組み合わせた高性能粒子フィルタを設置することで，周辺環境に

放出される放射性物質の量を合理的に達成できる限り低くする設計とする。また，換気設備の高性能粒

子フィルタは，放射性物質による汚染の除去又は取替に必要な空間を有するとともに，取替が容易な設

計とする。 

 

 

 

 

 

汚染のおそれのある区域からの排気は，主排気筒，北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排

気口から排出する設計とする。 

 

 

 

 

換気設備の吸気口は，放射性物質に汚染された空気を吸入し難いように，主排気筒，北換気筒及び低

レベル廃棄物処理建屋換気筒から十分な距離を有し排気を直接吸入しない位置に設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

換気①-5,換気②-5,換気③-5,換気④-5,換気⑤-5,換気⑥-5,換気⑦-5,換気⑧-5,換気⑨-5,換気⑩-5, 

換気⑪-5,換気⑫-5,換気⑬-5,換気⑭-5,換気⑮-5,換気⑯-5,換気⑰-5 

換気③-9,換気⑤-9, 換気⑦-9, 換気⑨-9, 換気⑪-9,換気⑬-9,換気⑮-9,換気⑰-9 

既設工認 全体系統図（第６回申請） 

既設工認 本文 添付資料（第２回，第５回，第６回，第７回，第８回，第９回申請 

及び使用済燃料輸送容器保守設備,第 2回 KBW 申請） 

既設工認 添付資料 （第２回，第５回，第６回，第７回，第８回，第９回申請 

及び使用済燃料輸送容器保守設備,第 2回 KBW 申請） 

換気⑦-2 

既設工認 添付資料（第２回，第５回，第６回，第７回，第８回，第９回申請 

及び使用済燃料輸送容器保守設備,第 2回 KBW 申請） 

 

換気③-27,換気⑤-27, 換気⑦-27, 換気⑨-27, 換気⑪-27,換気⑬-27,換気⑮-27,換気⑰-27 
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別紙６ 
変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ（第 2 回申請） 

 

変 更 前 変 更 後 

 

 

 

5.1.4.1 使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備 

使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備は，使用済燃料輸送容器管理建屋給気系及び使用済燃料輸送容

器管理建屋排気系で構成する。 

使用済燃料輸送容器管理建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し、使用済燃料輸送

容器管理建屋の除染エリア及び保守エリアの管理区域へ外気を供給する設計とする。 

使用済燃料輸送容器管理建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット及び建屋排風機で構成し，使用済

燃料輸送容器管理建屋の除染エリア及び保守エリアの汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化

及び排気の北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒）の排気口からの排出をする設計とする。 

 

 

 

 

 

5.1.4.2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋給気系及び使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋排気系で構成する。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット及び建屋排風機で構成し，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排

気の浄化及び排気の北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気口からの排出をする設計と

する。 

 

5.1.4.3 前処理建屋換気設備 

前処理建屋換気設備は，前処理建屋給気系及び前処理建屋排気系で構成する。 

前処理建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，前処理建屋の管理区域へ外気を供

給する設計とする。 

前処理建屋排気系は，４系統の排気系を設置する設計とする。 

前処理建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，セル排気フィルタユニット，溶解槽セルＡ排気フ

ィルタユニット，溶解槽セルＢ排気フィルタユニット，建屋排風機，セル排風機，溶解槽セルＡ排風

機及び溶解槽セルＢ排風機で構成し，前処理建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化

及び排気の主排気筒の排気口からの排出をする設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既設工認 本文（使用済燃料輸送容器保守設備申請） 

換気②-11 

換気⑤-12,換気⑥-12,換気⑧-12 

既設工認 本文（第 2回申請） 

既設工認 本文（第 5回、第 6回、第 8回申請） 

換気⑭-10 
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変 更 前 変 更 後 

 

 

5.1.4.4 分離建屋換気設備 

分離建屋換気設備は，分離建屋給気系及び分離建屋排気系で構成する。 

分離建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，分離建屋の管理区域へ外気を供給す

る設計とする。また，セル内有機溶媒火災時に給気を閉鎖するため，建屋給気閉止ダンパを設置する設

計とする。 

分離建屋排気系は，２系統の排気系を設置する設計とする。 

分離建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，グローブボックス・セル排気フィルタユニット，

建屋排風機及びグローブボックス・セル排風機で構成し，分離建屋の汚染のおそれのある区域の負圧

維持，排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口からの排出をする設計とする。 

 

 

 

5.1.4.5 精製建屋換気設備 

精製建屋換気設備は，精製建屋給気系及び精製建屋排気系で構成する。 

精製建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，精製建屋の管理区域へ外気を供給す

る設計とする。また，セル内有機溶媒火災時に給気を閉鎖するため，建屋給気閉止ダンパを設置する設

計とする。 

精製建屋排気系は，３系統の排気系を設置する設計とする。 

精製建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，セル排気フィルタユニット，グローブボックス排

気フィルタユニット，建屋排風機及びグローブボックス・セル排風機で構成し，精製建屋の汚染のお

それのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口からの排出をする設計とする 

 

 

 

5.1.4.6 ウラン脱硝建屋換気設備 

ウラン脱硝建屋換気設備は，ウラン脱硝建屋給気系及びウラン脱硝建屋排気系で構成する。 

ウラン脱硝建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，ウラン脱硝建屋の管理区域へ

外気を供給する設計とする。 

ウラン脱硝建屋排気系は，２系統の排気系を設置する設計とする。 

ウラン脱硝建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，フード排気フィルタユニット，建屋排風機

及びフード排風機で構成し，ウラン脱硝建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び

排気の主排気筒の排気口からの排出をする設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

換気⑥-13 

換気⑥-14 

換気⑥-15,換気⑧-15 

既設工認 本文（第 6回申請） 

既設工認 本文（第 6回申請） 

既設工認 本文（第 6回、第 7回申請） 
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変 更 前 変 更 後 

 

 

5.1.4.7 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備は，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋給気系及びウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系で構成する。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系は，２系統の排気系を設置する設計とする。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，グローブボックス・セ

ル排気フィルタユニット，建屋排風機及びグローブボックス・セル排風機で構成し，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口

からの排出をする設計とする。 

 

 

 

 

 

5.1.4.8 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備は，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋給

気系及びウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系で構成する。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋給気系は，２系統の給気系を設置する設計とする。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋給気系は，建屋給気ユニット，貯蔵室送風機及び建屋送風

機で構成し，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系は，２系統の排気系を設置する設計とする。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系の貯蔵室の排気は，貯蔵室排気フィルタユニット及

び貯蔵室排風機で構成し，貯蔵室排気フィルタユニット及び貯蔵室排風機は，ウラン・プルトニウム混

合酸化物貯蔵建屋の貯蔵室の換気を行い，混合酸化物貯蔵容器からの崩壊熱の除去，貯蔵室の負圧維持，

排気の浄化及び排気の低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口からの排出をする設計とする。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系のウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の排

気は，建屋排気フィルタユニット及び建屋排風機で構成し，建屋排気フィルタユニット及び建屋排風

機は，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化

及び排気の低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口からの排出をする設計とする。 

 

 

 

換気⑥-16,換気⑧-16 

換気⑥-17, 換気⑧-17 

既設工認 本文（第 6回、第 7回申請） 

既設工認 本文（第 6回、第 7回申請） 
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変 更 前 変 更 後 

 

 

 

5.1.4.9 高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備は，高レベル廃液ガラス固化建屋給気系及び高レベル廃液ガラ

ス固化建屋排気系で構成する。 

高レベル廃液ガラス固化建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。 

高レベル廃液ガラス固化建屋排気系は，６系統の排気系を設置する設計とする。 

高レベル廃液ガラス固化建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，貯蔵ピット収納管排気フィルタ

ユニット，セル排気フィルタユニット，固化セル圧力放出系前置フィルタユニット，固化セル圧力放出

系排気フィルタユニット，固化セル換気系前置フィルタユニット，固化セル換気系排気フィルタユニッ

ト，フード排気フィルタユニット，建屋排風機，貯蔵ピット収納管排風機，セル排風機，固化セル換気

系排風機及びフード排風機で構成し，高レベル廃液ガラス固化建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維

持，排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口からの排出をする設計とする。 

また，固化セル内の機器から発生する熱を除去し，固化セル内の温度上昇による固化セル内圧力上昇

を防止して負圧を維持するため，固化セル内にセル内クーラを設置し，固化セル内から建屋内への空気

の逆流を防止するため，固化セルへの給気系に，固化セル隔離ダンパを設置する設計とする。 

固化セル圧力放出系は，固化セル内圧力が万一異常に上昇した場合に固化セル内を排気できる設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

換気⑥-18,換気⑧-18 

既設工認 本文（第 6回、第 7回申請） 
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変 更 前 変 更 後 

 

5.1.4.10 第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備 

第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備は，第１ガラス固化体貯蔵建屋給気系及び第１ガラス固化体貯蔵

建屋排気系で構成する。 

第１ガラス固化体貯蔵建屋給気系の内，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟の給気系は，第１ガラス固化

体貯蔵建屋東棟建屋給気ユニット及び第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋送風機で構成し，第１ガラス

固化体貯蔵建屋東棟の管理区域へ外気を供給する設計とする。第１ガラス固化体貯蔵建屋給気系の内，

第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の給気系は，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟建屋給気ユニット及び第１

ガラス固化体貯蔵建屋西棟建屋送風機で構成し，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の管理区域へ外気を供

給する設計とする。 

第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系は，６系統の排気系を設置する設計とする。 

第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系の内，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟の排気系は，第１ガラス固化

体貯蔵建屋東棟建屋排気フィルタユニット，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟貯蔵ピット収納管排気フィ

ルタユニット，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋排風機及び第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟貯蔵ピッ

ト収納管排風機で構成し，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気

の浄化及び排気の北換気筒（ハル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）の排気口から

の排出をする設計とする。 

第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系の内，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の排気系は，第１ガラス固化

体貯蔵建屋西棟建屋排気フィルタユニット，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟貯蔵ピット収納管排気フィ

ルタユニット，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟建屋排風機及び第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟貯蔵ピッ

ト収納管排風機で構成し，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気

の浄化及び排気の北換気筒（ハル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）の排気口から

の排出をする設計とする。 

 

 

5.1.4.11 低レベル廃液処理建屋換気設備 

低レベル廃液処理建屋換気設備は，低レベル廃液処理建屋給気系及び低レベル廃液処理建屋排気系で

構成する。 

低レベル廃液処理建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，低レベル廃液処理建屋

の管理区域へ外気を供給する設計とする。 

低レベル廃液処理建屋排気系は，１系統の排気系を設置する設計とする。 

低レベル廃液処理建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，建屋排風機及び運転予備用建屋排風機

で構成し，低レベル廃液処理建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の低レベ

ル廃棄物処理建屋換気筒の排気口からの排出をする設計とする。 

 

換気⑫-19,換気⑯-19 

既設工認 本文（第 9回申請及び KBW 第 2 回申請） 

既設工認 本文（第 6回、第 7回申請） 

換気⑥-20,換気⑧-20 
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変 更 前 変 更 後 

 

 

 

 

5.1.4.12 低レベル廃棄物処理建屋換気設備 

低レベル廃棄物処理建屋換気設備は，低レベル廃棄物処理建屋給気系及び低レベル廃棄物処理建屋排

気系で構成する。 

低レベル廃棄物処理建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，低レベル廃棄物処理

建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。 

低レベル廃棄物処理建屋排気系は，３系統の排気系を設置する設計とする。 

低レベル廃棄物処理建屋排気系は，建屋排気フィルタユニットⅠ，建屋排気フィルタユニットⅡ，建

屋排気フィルタユニットⅢ，建屋排風機Ⅰ，建屋排風機Ⅱ及び建屋排風機Ⅲで構成し，低レベル廃棄物

処理建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒及び低レベル廃棄物処

理建屋換気筒の排気口から排出をする設計とする。 

 

 

 

 

5.1.4.13 ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備 

ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備は，ハル・エンドピース貯蔵建屋給気系及びハル・エンドピー

ス貯蔵建屋排気系で構成する。 

ハル・エンドピース貯蔵建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，ハル・エンドピ

ース貯蔵建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。 

ハル・エンドピース貯蔵建屋排気系は，２系統の排気系を設置する設計とする。 

ハル・エンドピース貯蔵建屋排気系は，建屋排気フィルタユニットⅠ，建屋排気フィルタユニット

Ⅱ，建屋排風機Ⅰ及び建屋排風機Ⅱで構成し，ハル・エンドピース貯蔵建屋の汚染のおそれのある区域

の負圧維持，排気の浄化及び排気の北換気筒（ハル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気

筒）の排気口からの排出をする設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

換気⑥-21,換気⑧-21,換気⑩-21 

換気⑩-22 

既設工認 本文（第 6回、第 7回、第 8回申請） 

既設工認 本文（第 8回申請） 
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別紙６ 
変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ（第 2 回申請） 

 

変 更 前 変 更 後 

 

 

 

5.1.4.14 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備 

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備は，チャンネルボックス・バーナブルポ

イズン処理建屋給気系及びチャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋排気系で構成する。 

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構

成し，チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。 

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋排気系は，２系統の排気系を設置する設計とす

る。 

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋排気系は，建屋排気フィルタユニットⅠ，建屋排

気フィルタユニットⅡ，建屋排風機Ⅰ及び建屋排風機Ⅱで構成し，チャンネルボックス・バーナブルポ

イズン処理建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒及び低レベル廃

棄物処理建屋換気筒の排気口からの排出をする設計とする。 

 

 

 

 

5.1.4.15 分析建屋換気設備 

分析建屋換気設備は，分析建屋給気系及び分析建屋排気系で構成する。 

分析建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，分析建屋及び出入管理建屋の管理区

域へ外気を供給する設計とする。 

分析建屋排気系は，４系統の排気系を設置する設計とする。 

分析建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，セル排気フィルタユニット，グローブボックス排気

フィルタユニット，フード排気フィルタユニット，建屋排風機，セル排風機，グローブボックス排風機

及びフード排風機で構成し，分析建屋及び出入管理建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の

浄化及び排気の主排気筒の排気口からの排出をする設計とする。 

分析建屋換気設備は，六ヶ所保障措置分析所と共用する。分析建屋換気設備は，換気設備の排風機に

必要な容量を確保する設計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする 

 

 

 

 

 

 

換気⑥-23,換気⑩-23 

換気⑥-24,換気⑧-6,換気⑧-24 

既設工認 本文（第 6回、第 8回申請） 

既設工認 本文（第 6回、第 7回申請） 
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別紙６ 
変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ（第 2 回申請） 

 

変 更 前 変 更 後 

 

 

 

5.1.4.16 北換気筒 

北換気筒は，多筒集合形とし，使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換

気筒並びにハル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒で構成する。 

北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒）は，使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備からの排

気を排気口から排出する設計とする。 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備からの排

気を排気口から排出する設計とする。 

北換気筒（ハル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）は，第１ガラス固化体貯蔵建

屋換気設備及びハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備からの排気を排気口から排出する設計とする。 

北換気筒の支持構造物は，廃棄物管理施設と共用する。北換気筒の支持構造物は，廃棄物管理施設の

筒身を考慮した強度を確保する設計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計

とする。 

 

 

 

 

5.1.4.17 低レベル廃棄物処理建屋換気筒 

低レベル廃棄物処理建屋換気筒は，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備，低レベル廃

液処理建屋換気設備，低レベル廃棄物処理建屋換気設備（汚染のおそれのある区域及び熱分解装置室等

からの排気系）及びチャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備（汚染のおそれのある

区域からの排気系）からの排気を排気口から排出する設計とする。 

 

換気①-6,換気①-25,換気⑭-25 

換気②-26 

既設工認 本文（第 1回申請及び使用済燃料輸送容器保守設備申請） 

既設工認 本文（第 2回申請） 
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l. 便用済燃料受入れ及び貯蔵に必要な施設に係る「放射性廃棄物の廃棄施設」
l. 1 気体廃棄物の廃棄施設
l. l. 1 換気設備
1.1.1.2 北換気筒

a. 設置の慨要
北換気筒のうち， 使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設に係る使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋換気筒及び支持鉄塔を設置する。
北換気筒は， 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の西側で， 敷地境界までの距離で東

方約 900m. 西方約700田， 南方約1. OOOrn. 北方約 1. OOOIIIに位置し， 地上高さは751ll

（標高約1301ll) である。
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒は， その筒身下部で使用済燃料受入れ·貯

蔵建屋換気設備からの排気ダクトとつながっており， その排気を排気□より放出
するための設備である。 支持鉄塔は， 六角鉄塔で， 本換気筒の他に， ハ ル・エン
ドピース及び第1ガラス固化体貯蔵建屋換気筒及び廃棄物管理事業に係るガラス

固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒を支持する。

b. 準拠すべき主な法令規格及び基準
(a) 核原料物質， 核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

（昭和32年 6月 10 日 法律第 166号）
(bl 核原料物質， 核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令

（昭和32年11月 21 日 法律第 324号）
(c) 使用済燃料の再処理の事業に関する規則

（昭和 46年3月 27 日 総理府令第10号）
(dl 再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する総理府令

（昭和62年 3月 25 日 総理府令第12号）
(e) 建築基準法 （昭和25年 5月 24 日 法律第 201 号）
(f) 建築基準法施行令 （昭和25年11月 16 日 政令第 338号）
(g) 日本建築センタ ー 「煙突構造設計施工指針」
(h) 日本建築学会による各種規準等
(i) 原子力発電所耐震設計技術指針

（重要度分類・許容応力絹 JEAG4601 ・補ー 1984. JEAG4601-1987,

JEAG4601-1991 追補版）
(j) 日本工業規格CJIS)

ヘ ー l - I
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c. 設計の基本方針

(a) 本換気筒は， 耐震設計上の重要度に応じた耐震設計を行う。

(b) 本換気筒は， 排出する気体状の放射性物質に対し， 必要な拡散効果を有する

設計とする。

0

喫

0 

E
~
．

9
9
 

ヘ ー 1-2 103



104

j2100009
テキストボックス

j2100009
テキストボックス
換気➀－25



105

j2100009
テキストボックス

j2100009
テキストボックス
換気➀－1

j2100009
テキストボックス

j2100009
テキストボックス
換気➀－25



106

j2100009
テキストボックス

j2100009
テキストボックス
換気➀－25



（
＼
 

へ． 放射性廃棄物の廃棄施設
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d 

とのできる設計とする。
(d) 本設備は， 放射性物質を密封して取扱い又は貯蔵し． 汚染の発生のおそれのな

い区域を， 外部放射線を対象とした管理を行う清浄区域として設計する。
(e) 本設備の負圧の設定値は． 汚染のおそれのある区域において． 汚染の程度の低

い区域（通常作業時において空気中の放射性物質の濃度の3月間の平均値及び放
射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度が， 昭和6 3年科学技
術庁告示第20号第7条及び第5条に規定される濃度又は密度以下である区域）で
は， 清浄区域に対し ー 2 mm恥0以下とし． 汚染の程度の高い区域（同濃度又は密
度を超える区域）では． 清浄区域に対しーlOmmH,O以下とする。

(f) 本設備は． 汚染の程度の低い区域のうちで． 適常作業時において空気中の放射
性物質の濃度の3月間の平均値及び放射性物質によって汚染された物の表面の放
射性物質の密度が， 昭和6 3年科学技術庁告示第20号第2条第1項第2号及び第
3号に規定される濃度又は密度以下である区域から． 同濃度又は密度を超える区

域に向かって空気を流すことのできる設計とする。
（笥 本設備の中で汚染のおそれのある区域の排風機以降の経路は． 溶接構造のダク

トとし， ダクト接続部は溶接構造又はフランジ構造とする。
(h) 本設備は． 各区域の換気・空調を適切に行える設計とする。
(i) 本設備は． 再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。

、
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2. 再処理設備本体等に係る「放射性廃棄物の廃棄施設」
2. 1 気体廃棄物の廃棄施設
2. 1. 4 換気設備
2.1. 4.16 低レベル廃棄物処理建屋換気筒

a. 設置の概要
低レベル廃棄物処理建屋換気筒は， 低レペル廃棄物処理建屋屋上で， 敷地境界ま

での距離で東方約L 50に西方約65位南方約550m. 北方約1. 500mに位置し． 地上
高さは75口（標高約130!11)である。

低レベル廃棄物処理建屋換気筒は， 低レベル廃棄物処理建屋． ウラン・プルトニ
ウム混合酸化物貯蔵建屋． 低レペル廃液処理建屋及びチャンネルポックスパーナプ
ルボイズン処理建屋の換気設備からの排気ダクトに筒身下部でつながっており， そ
の排気を排気口より放出するための設備である。

b. 準拠すぺき主な法令． 規格及び基準
(a) 核原料物貸核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

（昭和32年6月10日 法律第166号）
(bl 核原料物質． 核燃料物貸及び原子炉の規制に関する法律施行令

（昭和32年11月21日 法律第324号）
(c) 使用済燃料の再処理の事業に関する規則

（昭和46年3月27日 総理府令第IO号）
(d) 再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する総理府令

（昭和62年3月25日 総理府令第12号）
(e)建築基準法 （昭和25年5月24日 法律第201号）
(fl建築基準法施行令 （昭和25年11月16日 政令第338号）
(g) 日本建築センタ ー 「垣突構造設計施工指針J
(hl 日本建築学会による各種規準等
(ii 原子力発電所耐笙設計技術指針

（重要度分類・許容応力編. JEAG4601・補-1984畜 JEAG4601-I 987, 
JEAG460!-1991追補版）

(j) 日本工業規格(JIS)

c. 設計の基本方針
(al 本換気筒は， 耐震設計上の重要度に応じた耐震設計を行う。
(bl 本換気筒は． 排出する気体状の放射性物竺に対し． 必要な拡散効果を有する

設計とする。
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VI 設計及び工事の方法の技術基準への

適合に関する説明書
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「再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する総理府令」との適合性につい

て以下に示す。

ら

3

C

-
ceg 

技 術 基 準 の 条 項
適用の区分

適 合 性
有・無 項・号

第一条 定 義

第二条 特殊な方法による施設 無

第三条 核燃料物質の臨界防止 有 1 項 別添 ー 1 による

第四条 火災等による損傷の防止 有 3 項 別添 ー 2 による

第五条 耐震性 有 1,2項 別添 ー 3 による

第六条 材料及び構造 有 1.2項 別添 ー 4による

第七条 閉じ込めの機能 有 ー， 八号 別添 ー 5 による
九号

第八条 しゃへい 有 1 項 別添 ー 6 による

第九条 換 気 有 全 別添 ー 1による

第十条 使用済燃料等による汚染の防止 有 全 別添 ー 8 による

第t一条 安全上重要な施設 有 全 別添 ー 9 による

第十二条 搬送設備 有 全 別添 ー 10による

第十三条 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 有 全 別添 ー 11による

第惰条 計測制御系統施設 無

第t五条 制 御室 有 1, 3項 別添 ー 12による

第t六条 廃棄物処理設備 有 全 別添 ー 13による

第t七条 保管廃棄設備 無

第tl＼条 放射線管理施設 無

第十該条 非常用電源設備 無
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別添ー7

（換気）
第九条 再処理施設内の使用済燃料等により汚染された空気による放射線障害を防

止する必要がある場合には， 次に掲げるところにより換気設備を施設しなければ
ならない。

放射線障害を防止するために必要な換気能力を有するものであること。
二 使用済燃料等により汚染された空気が逆流するおそれがない構造であること。

三 ろ過装置を設ける場合にあっては， ろ過装置の機能が適切に維持しうるもの
であり， かっ， ろ過装置の使用済燃料等による汚染の除去又はろ過装置の取替
えが容易な構造であること。

四 吸気口は， 使用済燃料等により汚染された空気を吸入し難いように施設する

こと。

l
>
 

苔｝芝
3

〔適合性の説明〕
ー 第2回申請に係る換気設備は， 放射線業務従事者の立入場所であり， 使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋の燃料取出しピット等が設置される燃料受入れエリア，
燃料貯蔵プール等が設置される燃料貯蔵エリア， 並びに燃料送出しピットが設
置される燃料送出しエリアの空気中の放射性物質濃度が， 「昭和63年科学技術

庁告示第20号」に定める放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃
度限度を満足するような換気能力を有する設計とする。

なお， 上記以外の室等については， 機器等の閉じ込めにより， 室内への定常
的な放射性物質の放出はない。

詳細は， 添付書類「放射線による被ばくの防止に関する説明書」で説明する。

ー 上記の換気設備は， 管理区域内を原則として負圧に維持するとともに， 必要
に応じて逆流防止用ダンパを設けて使用済燃料等により汚染された空気が清浄
区域に逆流することがないようにする。

三 第2回申請に係る施設の汚染のおそれのある管理区域の排気は， 高性能粒子

フィルタによりろ過する。高性能粒子フィルタはその前後の差圧を測定し， 適
切にフィルタの交換を行うこととする。

また， 高性能粒子フィルタユニット周辺に十分な空間を確保し， フィルタ交·

換に適した設計とする。

四 使用済燃料等により汚染された空気は， 上記の高性能粒子フィルタによりろ
過した後，排気口より排出するが， 上記の換気設備の吸気口は， 排気口より十

分な距離を有し排気を直接吸入することのないようにする。

1 0 

換気③-9

換気③-5
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(e) 本設備のうち安全上重要な系統及び機器は， それらを構成する動的機器に単一

故障を仮定しても， 安全機能が確保できる設計とする。

(f) 本設備のうち安全上重要な機能を有する排風機は， 非常用所内電源系統に接続

し， 外部電源が喪失した場合でも安全機能が確保できる設計とする。

(g) 本設備は， 可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用し， 万ーの火災の発生

を想定しても火災の拡大を防止できる設計とする。

(h) 本設備は， 各区域の換気· 空調を適切に行える設計とする。

(i) 本設備のうち安全上重要な機能を有する排風機， 高性能粒子フィルタは， 必要

に応じて試験及び検査ができる設計とする。

G) 本設備は， 「再処理施設に係る再処理事業者の設計及び工事に係る品質管理の方法

及びその検査のための組織の技術基準に関する規則」を満足する設計とする。

涵
＜

喋｝
翠

N
[

茫
9

0

d. 設計条件及び仕様

(a) 申請設備に係る系統の構成を第1.2.1.4.1-1図～第1.2.1.4.1-2図に示す。

汚染のおそれのある区域において， 汚染の程度の低い区域は通常作業時において

空気中の放射性物質の濃度の3月間の平均値及び放射性物質によって汚染された物

の表面の放射性物質の密度が，昭和63年科学技術庁告示第20号第7条及び第5条

に規定される濃度又は密度以下である区域とし， 汚染の程度の高い区域は同濃度又

は密度を超える区域とする。

(b) 申請設備に係る機器の配置を第2.2.1-2 図， 第2.2.1-4 図及び第2.2.1-6

図～第2.2.1-9図に示す。

(c) 申請設備に係る設計条件， 仕様及び構造を以下に示す。

申請設備に係る系統には溶接の機種区分に該当する機器はない。

◎ 
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2. I. 4 換気設備

2ふ4. 1 前処理建屋換気設備（その2}

a. 設置の概要

本設備は， 前処理建屋給気系及び前処理建屋排気系で構成する令

前処理建屋給気系は，前処理建屋の清浄区域及び汚染のおそれのある区域へ外気

を供給する設備であり建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成する．

前処理建屋排気系は． 前処理建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の

浄化及び排気の主排気筒の排気口からの排出のための設備であリ， 建屋排気フィル

タユニット．セル排気フィルタユニット， 溶解槽セルA排気フィルタユニット

溶解槽セルB排気フィルタユニット， 建屋排風機， セル排風機， 溶解槽セルA排

風機及び溶解槽セルB排風機で構成する。

なお． 第6回申請範囲は， 前処理建屋換気設備のうち洞道に設置するダクト等で

ある。
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窃

b. 準拠すべき主な法令， 規格及び基準

本設備の準拠すべき主な法令， 規格及び基準を「イ． 建物」の第2.2. l -1表に

示す。

c. 設計の基本方針

(a)本設備は， 耐震設計上の重要度に応じた耐震設計とする な

{b)本設備のダクトのうち， 安全上重要なダクトは， 気体状の放射性物質が涸えい

し難い設計とする。

。

d. 設計条件及び仕様

(a) 申請設備に係る系統の構成を第1. 2.1.4 -1固に示す．

(b)申請設備に係る設計条件及び仕様を以下に示す。

申請設備に係る系統には溶接検査の対象となる機器はない．
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2. 1. 4. 2 分離建屋換気設備
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a. 設置の概要
本設備は， 分離建屋給気系及び分離建屋排気系で構成する。
分離建屋給気系は， 分離建屋の清浄区域及び汚染のおそれのある区域へ外気を供

給する設備であり． 建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成する。
また． セル内有機溶媒火災時に給気を閉鎖するため， 建屋給気閉止ダンバを設置

する。
分離建屋排気系は， 分離建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持， 排気の浄化

及び排気の主排気筒の排気口からの排出のための設備であり， 建屋排気フィルタユ
ニット， グロ ー プポックス ・ セル排気フィルタユニット， 建屋排風機及びグロ ー

プボックス・セル排風機で構成する。
なお， 第6回申請範囲は， 分離建屋給気系及び分離建屋排気系を構成する機器類

及びダクト等設備ー式である。

b. 準拠すべき主な法令， 規格及び基準．
本設備の準拠すぺき主な法令， 規格及び基準を「イ． 建物」の第2.2.1-1表に

示す。

□)

c. 設計の基本方針
(a) 本設備は，・耐震設計上の重要度に応じた耐震設計とする。
(b) 本設備は， 汚染のおそれのある区域からの排気を高性能粒子フィルタで浄化で

きる設計とする。
(C) 本設備は． 汚染のおそれのある区域を， 清浄区域より負圧に維持できるように

するとともに， 汚染の程度の低い区域から汚染の程度のより高い区域に向かって，
空気を流すことのできる設計とする。

Id) 本設備のうち安全上重要な系統は， 気体状の放射性物質が漏えいし難く．
逆流し難い設計とする。

(e) 本設備のうち安全上重要な系統及び機器は． それらを構成する動的機器に単一
故障を仮定しても， 安全機能が確保できる設計とする。

(f) 本設備のうち安全上重要な機能を有する排風機は， 非常用所内電源系統に接続
し， 外部電源が喪失した場合でも安全機能が確保できる設計とする。

かつ

↓
 

、、
賢、
ー

ヘ ー 11- 1

127

j2209125
長方形

j2209125
長方形

j2209125
長方形

j1980047
長方形

j1980047
長方形

j2100009
テキストボックス
換気⑥－13

j2100009
テキストボックス
換気⑥－1

j2100009
テキストボックス
換気⑥－3

j2100009
テキストボックス
換気⑥－5

j2100009
テキストボックス
換気⑥－7



日
正
7
 
月5
補

年
次
。ー成平

l

゜

3

N
.

4
.
、

べ
、

V

(g) 本設備は ． 可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用し． 万ーの火災の発生

を想定しても火災の拡大を防止できる設計とする。

(h) 本設備は ． 各区域の換気・空調を適切に行える設計とする。

(i) 本設備のうち安全上重要な機能を有する排風機 ． 高性能粒子フィルタは． 必要

に応じて試験及び検査ができる設計とする。

d. 設計条件及び仕様

(a) 申請設備に係る系統の構成を第l.2.l.4.2-1図及び第1.2.1.4.2-2図に示

す。 ·

汚染のおそれのある区域において， 汚染の程度の低い区域は通常作業時におい

て空気中の放射性物質の濃度の3月間の平均値及び放射性物質によって汚染され

た物の表面の放射性物質の密度が． 昭和6 3年科学技術庁告示第2 0号第7粂及

び第5条に規定される濃度又は密度以下である区域とし， 汚染の程度の高い区域

は同濃度又は密度を越える区域とする。

(b) 申請設備に係る機器の配置を第2.2.2-6屈． 第2.2.2-7図 ． 第2.2.2-9
図第2.2.2-10図及び第2.2.2-12図に示す。

(c) 申請設備に係る設計条件， 仕様及び構造を以下に示す。
申請設備に係る系統には溶接検査の対象となる機器はない。
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平成1 0年5月7日
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2. 1. 4. 3 精製建屋換気設備

10

a. 設置の概要
本設備は， 精製建屋給気系及び精製建屋排気系で構成する。
精製建屋給気系は， 精製建屋の汚染のおそれのある区域へ外気を供給する設備で

あり， 建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成する。
また， セル内有機溶媒火災時に給気を閉鎖するため， 建屋給気閉止ダンパを設置

する。
精製建屋排気系は， 精製建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持， 排気の浄化

及び排気の主排気筒の排気口からの排出のための設備であり， 建屋排気フィルタ
ニット， セル排気フィルタユニット， グロ ー プボックス排気フィルタユニット，
建屋排風機及びグロ ー プボックス・セル排風機で構成する。

なお， 第6回申請範囲は， 精製建屋給気系及び精製建屋排気系を構成する機器類
及びダクト等である。 ダグトのうち主排気筒へ接続される精製建屋排気系のダクト
については， 精製建屋に設置する範囲及び洞道内に設置する範囲である。

ユ

コ

b. 準拠すべき主な法令， 規格及び基準
本設備の準拠すぺき主な法令， 規格及び基準を「イ ．

示す。
建物」の第 2. 2. 1 - 1 表に

入
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c. 設計の基本方針
(a) 本設備は． 耐震設計上の重要度に応じた耐震設計とする。
(b)本設備は． 汚染のおそれのある区域からの排気を高性能粒子フィルタで浄化で

きる設計とする。
(c) 本設備は， 汚染のおそれのある区域を， 清浄区域より負圧に維持できるように

するとともに． 汚染の程度の低い区域から汚染の程度のより高い区域に向かって．
空気を流すことのできる設計とする。

(d) 本設備のうち安全上重要な系統は． 気体状の放射性物質が漏えいし難く，
逆流し難い設計とする。

(e) 本設備のうち安全上重要な系統及び機器は． それらを構成する動的機器に単一
故障を仮定しても． 安全機能が確保できる設計とする。

(f) 本設備のうち安全上重要な機能を有する排風機は． 非常用所内電源系統に接続
し． 外部電源が喪失した場合でも安全機能が確保できる設計とする。

(g) 本設備は． 可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用し． 万 ー の火災の発生
を想定しても火災の拡大を防止できる設計とする。

(h)本設備は． 各区域の換気・空調を適切に行える設計とする，
(i) 本設備のうち安全上重要な機能を有する排風機． 高性能粒子フィルタは，

に応じて試験及び検査ができる設計とする。
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平成1 0年5月7日
心一 次 補 正

d. 設計条件及び仕様
(a)申請設備に係る系統の構成を第1. 2. 1. 4. 3 - 1函及び第1. 2. i. 4. 3 - 2図に示す。

汚染のおそれのある区域において， 汚染の程度の低い区域は通常作業時におい
て空気中の放射性物質の濃度の3月間の平均値及び放射性物質によって汚染され
た物の表面の放射性物質の密度が， 昭和63年科学技術庁告示第20号第7条及び第
5条に規定される濃度又は密度以下である区域とし， 汚染の程度の高い区域は同

濃度又は密度を超える区域とする。
(b)申請設備に係る機器の配置を第2. 2. 3 -1図～第2. 2. 3 -17図に示す。

(c)申請設備に係る設計条件， 仕様及び構造を以下に示す。
申請設備に係る系統には溶接検査の対象となる機器はない。
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2. 1. 4. 4 ウラン脱硝建屋換気設備

a. 設置の概要

本設備は， ウラン脱硝建屋給気系及びウラン脱硝建屋排気系で構成する。

ウラン脱硝建屋給気系は， ウラン脱硝建屋の清浄区域及び汚染のおそれのある区

域へ外気を供給する設備であり， 建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成する。

ウラン脱硝建屋排気系は， ウラン脱硝建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，

排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口からの排出のための設備であリ， 建屋排気

フィルタユニット， フー ド排気フィルタユニット， 建屋排風機及びフー ド排風機

で構成する。

なお， 第6回申請範囲は， ウラン脱硝建屋換気設備のうち洞道に設置するダクト

等である。

b. 準拠すべき主な法令， 規格及び基準

本設備の準拠すべき主な法令， 規格及び基準を「イ． 建物」の第2. 2. 1 -1表に

示す。
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c. 設計の基本方針

(a)本設備は， 耐震設計上の重要度に応じた耐震設計とする。

d. 設計条件及び仕様

(a)申請設備に係る系統の構成を第I. 2. I. 4 -1 図に示す。

(b)申請設備に係る設計条件及び仕様を以下に示す。

申請設備に係る系統には溶接検査の対象となる機器はない。
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2. 1. 4. 5 ウラン ・ プルトニウム混合脱硝建屋換気設備
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a. 設置の概要

本設備は， ウラン ・ プルトニウム混合脱硝建屋給気系及びウラン ・ プルトニウム

混合脱硝建屋排気系で構成する。

ウラン ・ プルトニウム混合脱硝建屋給気系は， ウラン ・ プルトニウム混合脱硝建

屋の清浄区域及び汚染のおそれのある区域へ外気を供給する設備であリ， 建屋給気

ユニット及び建屋送風機で構成する。

ウラン ・ プルトニウム混合脱硝建屋排気系は， ウラン ・ プルトニウム混合脱硝建

屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持， 排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口

からの排出のための設備であリ， 建屋排気フィルタユニット， グロ ー プボックス
・ セル排気フィルタユニット， 建屋排風機及びグロ ー プポックス ・ セル排風機で

構成する。

なお， 第6回申請範囲は， ウラン ・ プルトニウム混合脱硝建屋換気設備のうち洞

道に設置するダクト等である。

b. 準拠すべき主な法令， 規格及び基準

本設備の準拠すべき主な法令， 規格及び基準を「イ ． 建物」の第2. 2. 1 -1表に

示す。

c. 設計の基本方針

(a)本設備は， 耐震設計上の重要度に応じた耐震設計とする。

(b)本設備のダクトのうち， 安全上重要なダクトは， 気体状の放射性物質が漏えい

し難い設計とする。

d. 設計条件及び仕様

(a)申請設備に係る系統の構成を第1. 2. 1. 4 -1図に示す。

(b)申請設備に係る設計条件及び仕様を以下に示す。

申請設備に係る系統には溶接検査の対象となる機器はない。
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2. 1. 4. 6 ウラン ・ プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備

a. 設置の概要

本設備は， ウラン ・ プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋給気系及びウラン ・ プルト

ニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系で構成する。

ウラン ・ プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋給気系は， ウラン ・ プルトニウム混合

酸化物貯蔵建屋の清浄区域及び汚染のおそれのある区域へ外気を供給する設備であ

り， 建屋給気ユニット， 貯蔵室送風機及び建屋送風機で構成する。

ウラン ・ プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系は， 貯蔵室排気フィルタユニ

ット， 建屋排気フィルタユニット， 貯蔵室排風機及び建屋排風機で構成する。

なお， 第6回申請範囲は， ウラン ・ プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備の

うち洞道， 屋外及び低レペル廃棄物処理建屋に設置するダクト等である。

b. 準拠すべき主な法令， 規格及び基準

本設備の準拠すべき主な法令， 規格及び基準を「イ ． 建物」の第2. 2. 1 -1表に

示す。
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c. 設計の基本方針

(a)本設備は， 耐震設計上の重要度に応じた耐震設計とする。

d. 設計条件及び仕様

(a)申請設備に係る系統の構成を第1. 2. 1. 4 -1図に示す。

(b)申請設備に係る設計条件及び仕様を以下に示す。

申請設備に係る系統には溶接検査の対象となる機器はない。
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2. 1. 4. 8 レベル廃液ガラス固化建屋換気設備

a. 設置の概要

本設備は，

排気系で構成する。

レベル廃液ガラス固化建屋給気系は， 高レベル廃液ガラス固化建屋の清浄区域

及び汚染のおそれのある区域へ外気を供給する設備であリ， 建屋給気ユニット及び

建屋送風機で構成する．

高レペル廃液ガラス固化建屋排気系は， 高レベル廃液ガラス固化建屋の汚染のお

れのある区域の負圧維持， 排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口からの排出の

ための設備であリ， 建屋排気フィルタユニット，貯蔵ピット収納管排気フィルタ

ユニット， セル排気フィルタユニット， 固化セル圧力放出系排気フィルタユニッ

ト， 固化セル換気系前置フィルタユニット， 固化セル換気系排気フィルタユニッ

ト， フー ド排気フィルタユニット， 建屋排風機，貯蔵ピット収納管排風機， セル

排風機， 固化セル換気系排風機及びフー ド排風機で構成する。

なお， 第6回申請範囲は， 高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備のうち分離建屋

及び洞道に設置するダクト等である。

レベル廃液ガラス固化建屋給気系及び高レベル廃液ガラス固化建屋

ゃ
8.
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t
,
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b. 準拠すべき主な法令， 規格及び基準

本設備の準拠すべき主な法令， 規格及び基準を「イ ． 建物」の第2. 2. 1 -1表に

示す。

C. 設計の基本方針

(a)本設備は， 耐震設計上の重要度に応じた耐震設計とする。

(b)本設備のダクトのうち， 安全上重要なダクトは， 気体状の放射性物質が漏えい

し難い設計とする。

d. 設計条件及び仕様

(a)申請設備に係る系統の構成を第1.2.1.4 -1図に示す。

(b)申請設備に係る設計条件及び仕様を以下に示す．

申請設備に係る系統には溶接検査の対象となる機器はない。
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竺成 I 0年5月7日次 補 正

2. 1. 4. 10 低レベル廃液処理建屋換気設備
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a. 設置の概要

本設備は， 低レベル廃液処理建屋給気系及び低レベル廃液処理建屋排気系で構成

する。

低レベル廃液処理建屋給気系は， 低レベル廃液処理建屋の清浄区域及び汚染のお

それのある区域へ外気を供給する設備であリ， 建屋給気ユニット及び建屋送風機で

構成する。

低レベル廃液処理建屋排気系は， 低レベル廃液処理建屋の汚染のおそれのある区

域の負圧維持， 排気の浄化及び排気の低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口から

の排出のための設備であリ， 建屋排気フィルタユニット， 建屋排風機で及び運転

予備用建屋排風機で構成する。

なお， 第6回申請範囲は， 低レベル廃液処理建屋換気設備のうち洞道に設置する

ダクト等である。

b. 準拠すべき主な法令， 規格及び基準

本設備の準拠すべき主な法令， 規格及び基準を「イ ． 建物」の第2. 2. 1 -1表に

示す。

c. 設計の基本方針

(a)本設備は， 耐震設計上の重要度に応じた耐震設計とする。

d. 設計条件及び仕様

(a)申請設備に係る系統の構成を第1. 2. 1. 4 -1 図に示す。

(b)申請設備に係る設計条件及び仕様を以下に示す。

申請設備に係る系統には溶接検査の対象となる機器はない。
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竺成 1 0年5月7日
次 補 正

2. 1. 4. 11 低レベル廃棄物処理建屋換気設備

a. 設置の概要

本設備は， 低レベル廃棄物処理建屋給気系及び低レベル廃棄物処理建屋排気系で

構成する．

低レベル廃棄物処理建屋給気系は， 低レベル廃棄物処理建屋の清浄区域及び汚染

のおそれのある区域へ外気を供給する設備であリ， 建屋給気ユニット及び建屋送風

機で構成する。

低レペル廃棄物処理建屋排気系は， 低レベル廃棄物処理建屋の汚染のおそれのあ

る区域の負圧維持， 排気の浄化及び排気の主排気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換

気筒の排気口からの排出のための設備であリ， 建屋排気フィルタユニット I'

屋排気フィルタユニット II, 建屋排気フィルタユニットIII, 建屋排風機I, 建屋

排風機 II' 及び建屋排風機IIIで構成する。

なお， 第6回申請範囲は， 低レベル廃棄物処理建屋換気設備のうち低レベル廃棄

物処理建屋及び洞道に設置するダクト等である。
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b. 準拠すべき主な法令， 規格及び基準

本設備の準拠すべき主な法令， 規格及び基準を「イ ． 建物」の第2. 2. I -1

示す。

に

c. 設計の基本方針

(a) 本設備は， 耐震設計上の重要度に応じた耐震設計とする。

d. 設計条件及び仕様

(a) 申請設備に係る系統の構成を第1. 2. 1. 4 -1 図に示す．

(b) 申請設備に係る設計条件及び仕様を以下に示す。

申請設備に係る系統には溶接検査の対象となる機器はない。
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平成 1 0 年 5 月 7 日
一 次 団 .r· 

2. 1. 4. 13 チャンネルボックス ・ バ ー ナプルポイズン処理建屋換気設備
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a. 設置の概要

本設備は， チャンネルボックス ・ バ ー ナプルボイズン処理建屋給気系及びチャ

ンネルボックス ・ バ ー ナプルポイズン処理建屋排気系で構成する。

チャンネルボックス ・ バ ー ナプルポイズン処理建屋給気系は， チャンネルボッ

クス ・ バー ナプルポイズン処理建屋の清浄区域及び汚染のおそれのある区域へ外

気を供給する設備であり， 建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成する。

チャンネルボックス ・ バ ー ナプルポイズン処理建屋排気系は， チャンネルボッ

クス・バー ナプルポイズン処理建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持， 排気

の浄化及び排気の主排気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口からの排出

のための設備であリ， 建屋排気フィルタユニット I , 建屋排気フィルタユニット

II , 建屋排風機I , 及び建屋排風機II で構成する。

なお， 第 6 回申請範囲は， チャンネルボックス ・ バ ーナプルポイズン処理建屋

換気設備のうち洞道に設置するダクト等である。

b. 準拠すべき主な法令， 規格及び基準

本設備の準拠すべき主な法令， 規格及び基準を「イ ． 建物」の第2. 2. 1 -1 表に

示す。

C. 設計の基本方針

(a)本設備は， 耐震設計上の重要度に応じた耐震設計とする。

d. 設計条件及び仕様

(a)申請設備に係る系統の構成を第 1. 2. 1. 4 -1 図に示す。

(b)申請設備に係る設計条件及び仕様を以下に示す。

申請設備に係る系統には溶接検査の対象となる機器はない。
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平成14年4月30日
第1 g次変更

� 

2. 1. 4. 14 分析建屋換気設備

a. 設置の概要

本設備は， 分析建屋給気系及び分析建屋排気系で構成する。

分析建屋給気系は， 分析建屋及び出入管理建屋の清浄区域及び汚染のおそれのあ

る区域へ外気を供給する設備であり， 建屋給気ユニット及び建屋送風�で構成する。

分析建屋排気系は， 分析建屋及び出入管理建屋の汚染のおそれのある区域の

維持， 排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口からの排出のための設備であり， 建

屋排気フィルタユニット， セル排気フィルタユニット， グロ ー ブボックス排気
フィルタユニット， フ ー ド排気フィルタユニット， 建屋排風機， セル排風機， グ

ロ ー プボックス排風機及びフ ー ド排風機で構成する。

なお， 第6回申請範囲は， 分析建屋換気設備のうち洞道に設置するダクト等であ
る。
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b. 準拠すべき主な法令， 規格及び基準

本設備の準拠すべき主な法令， 規格及び基準を「イ． 建物」の第2. 2. 1 - 1

示す。

C. 設計の基本方針

(a) 本設備は，耐震設計上の重要度に応じた耐震設計とする。

d. 設計条件及び仕様

(a) 申請設備に係る系統の構成を第1. 2. L 4 - I図に示す。

(b} 申請設備に係る設計条件及び仕様を以下に示す。

申請設備に係る系統には溶接検査の対象となる機器はない。
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添付書類の構成（第6回申請）

ー

I

I

 

核燃料物質の臨界防止に関する説明書

臨界安全設計の基本方針 （第 2回で申請済）

1-2

1-2-2

1-2-2-1

1-2-2-2

各施設の臨界防止に関する計算書

再処理設備本体等に係る臨界防止に関する計算書

分離施設の臨界防止に関する計算書

精製施設の臨界防止に関する計算書

II 放射線による被ばくの防止に関する説明書

I I-1 放射線による被ばくの防止に関する基本方針 （第 1 回で申請済）

II-1-1 しゃへい設計に関する基本方針 （第 1 回で申請済）

定） I I-2 各施設の放射線による被ばくの防止に関する計算書
卜 I I-2-2 再処理設備本体等に係る放射線による被ばくの防止に関する計算書

I 

II-2-2-1 各建物における建物内の放射線しゃへいに関する計算書
上＞

II-2-2-1-1 分離建屋の建物内の放射線しゃへいに関する計算書

II-2-2-1-2 精製建屋の建物内の放射線しゃへいに関する計算書

II-2-2-1-3 低レベル廃棄物処理建屋の建物内の放射線しゃへいに関する計
算書

II-2-2-1-4 高レベル廃液ガラス固化建屋の建物内の放射線しゃへいに関す
る計算書

II-2-2-1-5 分析建屋の建物内の放射線しゃへいに関する計算書

II-2-2-2

II-2-2-2-1

II-2-2-2-2

II-2-2-2-2-1

II-2-2-2-2-2

II-2-2-2-2-3

再処理設備本体等の放射線しゃへいに関する計算書

再処理設備本体等に係る貫通部からの放射線の漏えい防止に関する （第 5回で申請済）
説明書

分離建屋の放射線しゃへいに関する計算書

溶媒回収設備 溶媒再生系 分離・分配系の放射線しゃへいに
関する計算書

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 塔槽類廃ガス処理系の放射線
しゃへいに関する計算書

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 バルセ ー タ廃ガス処理系の放
射線しゃへいに関する計算書
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V-2-3-1-1-1-1 高レベル廃液濃縮設備の耐圧強度に関する計算書

V-2-3-1-1-1-1-1 高レベル廃液濃縮系の耐圧強度に関する計算書

l ．開放タンクの耐圧強度計算書

2．圧力容器の耐圧強度計算書

3 ．熱交換器の耐圧強度計算書

4．淵えい液受皿の耐圧強度計算書

5 ．その他容器の耐圧強度計算書

6 ．高レベル廃液濃縮缶A の耐圧強度計算書

7．配管の耐圧強度計算書

VI 設計及び工事の方法の技術基準への適合に関する説明書

VI I その他の添付書類

VII-1 工事に係る試験・検査の基本的考え方 （第4回で申請済）

VII-2 航空機に対する防護設計に関する説明書

VII-2-1 航空機に対する防護設計の基本方針

◎ VII-2-2 航空機に対する防護設計計算書

r---1 VII-2-2-2 再処理設備本体等に係る航空機に対する防護設計計算書｀ 

VII-2-2-2-1 分離建屋の航空機に対する防護設計計算書

VII-2-2-2-1-1 分離建屋の防護扉，防護ハッチの航空機に対する防護設計計算
書

VII-2-2-2-2 精製建屋の航空機に対する防護設計計算書

VII-2-2-2-2-1 精製建屋の防護ハッチの航空機に対する防護設計計算書

VII-2-2-2-3 高レベル廃液ガラス固化建屋の航空機に対する防護設計計算書

VII-2-2-2-4 分析建屋の航空機に対する防護設計計算書

VII-2-2-2-5 前処理建屋／分離建屋／精製建屋／高レベル廃液ガラス固化建
屋／ウラン ・ プルトニウム混合脱硝建屋／制御建屋／非常用電
源建屋／冷却水設備の安全冷却水系／主排気筒／主排気筒管理
建屋間洞道の航空機に対する防護設計計算書

YII-2-3 航空機に対する防護設計における分離配置

VII-2-3-1 再処理設備本体等に係る航空機に対する防護設計における分離配置
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VII-4-2-1-4-1-2 第 2 酸回収系の系統説明図

VII-4-2-1-4-2 溶媒回収設備の系統説明図

VII-4-2-1-4-2-1 溶媒再生系の系統説明図

VII-4-2-1-4-2-1-1 分離・分配系の系統説明図

VII-4-2-1-4-2-1-2 プルトニウム精製系の系統説明図

VII-4-2-1-4-2-1-3 ウラン精製系の系統説明図

VII-4-2-1-4-2-2 溶媒処理系の系統説明図

VII-4-2-2 放射性廃棄物の廃棄施設の系統説明図

VII-4-2-2-1 気体廃棄物の廃棄施設の系統説明図

VII-4-2-2-1-1 気体廃棄物の廃棄施設の全体系統図

VII-4-2-2-1-2 気体廃棄物の廃棄施設の系統説明図

VII-4-2-2-1-2-1 塔槽類廃ガス処理設備の系統説明図

VII-4-2-2-1-2-1-1 前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の系統説明図

VII-4-2-2-1-2-1-2 分離建屋塔槽類廃ガス処理設備の系統説明図

う VII-4-2-2-1-2-1-2-1 塔槽類廃ガス処理系の系統説明図
--’ 

> 

VII-4-2-2-1-2-1-2-2 バルセータ廃ガス処理系の系統説明図

VII-4-2-2-1-2-1-3 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の系統説明図

VII-4-2-2-1-2-1-3-1 塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の系統説明図

VII-4-2-2-1-2-1-4 ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備の系統説明図

VII-4-2-2-1-2-1-5 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備の系
統説明図

VII-4-2-2-1-2-1-6 高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の系統説明

VII-4-2-2-1-2-1-7 低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の系統説明図

VII-4-2-2-1-2-1-8 分析建屋塔槽類廃ガス処理設備の系統説明図

VII-4-2-2-1-2-2 換気設備の系統説明図

VII-4-2-2-1-2-2-1 分離建屋換気設備の系統説明図

VII-4-2-2-1-2-2-2 精製建屋換気設備の系統説明図

VII-4-2-2-2

VII-4-2-2-2-1

液体廃棄物の廃棄施設の系統説明図

高レベル廃液処理設備の系統説明図
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VII-4-2-2-2-1-1 高レベル廃液濃縮設備の系統説明図
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VI 設計及び工事の方法の技術基準への

適合に関する説明書

（ 

d)
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「再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する総理府令」との適合性につい
て以下に示す。

（
 

Q 

且

u`ーz＊。、9

技 術 基 準 の 条 項
適用の区分

適 合 性
． ． 有・無 項・号

第一条 定 義

第二条 特殊な方法による施設 無

第三条 核燃料物質の臨界防止 有 全 別添ー 1 による

火災等による損傷の防止 有
3 ~ 

別添 ー 2 による第四条 11碩

第五条 耐震性 有 全 別添ー 3 による

第六条 材料及び構造 有 全 別添ー4による

第七条 閉じ込めの機能 有 全 別添 ー 5による

第八条 しゃへい 有 全 別添 ー 6 による

第九条 換 気 有 こー日号 別添ー 7 による

第十条 使用済燃料等による汚染の防止 有 全 別添ー8による

第t一条 安全上重要な施設 有 全 別添 ー 9 による

第tこ条 搬送設備 無

第十三条 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 無

第惰条 計測制御系統施設 有 2 項 別添ー 10による

第t1i条 制 御室 無

第t六条 廃棄物処理設備 有 全 別添 ー 11による

第tt条 保管廃棄設備 無

第十l＼条 放射線管理施設 有 ー．日号 別添ー 12による

第十九条 非常用電源設備 無

ー
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別添...:. 7 

（換気）

第九条 再処理施設内の使用済燃料等により汚染された空気による放射線障害を防止

する必要がある場合には， 次に掲げるところにより換気設備を施設しなければなら

ない。

二 使用済燃料等により汚染された空気が逆流するおそれがない構造であること。

三 ろ過装置を設ける場合にあっては， ろ過装置の機能が適切に維持しうるもので

あり， かつ， ろ過装置の使用済燃料等による汚染の除去又はろ過装置の取替えが

容易な構造であること。

四 吸気口は， 使用済燃料等により汚染された空気を吸入し難いように施設するこ

と。

． 

Q

世

［適合性の説明］

二 第6回申請に係る換気設備は， 管理区域内を負圧に維持するとともに， 必要に応じ

て逆流防止用ダンパ等を設けて使用済燃料等により汚染された空気が逆流することが

ない設計としている。

三 第6回申請に係る施設の汚染のおそれのある管理区域の排気は， 高性能粒子フィル

タによりろ過する設計としている。 高性能粒子フィルタはその前後の差圧を測定し，

適切にフィルタの交換を行う設計としている。

また， 高性能粒子フィルタユニット周辺に十分な空間を確保し， フィルタ交換に適

した設計としている。

●

絋2

四 使用済燃料等により汚染された空気は． 上記の高性能粒子フィルタによりろ過した

後， 主排気筒の排気口より排出するが． 上記の換気設備の吸気口は． 主排気筒の排気

ロより十分な距離を有し排気を直接吸入することのない設計としている。

姿
pヽ

1 4 

換気⑦-9

換気⑦-5
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へ． 放射性廃棄物の廃棄施設
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2.1.2.12 

2.1.3 

2.1.4 

2.1.4.1 

J
f 
之

`. 9 
e -3 

r、

2.1.4.4 

2.1.4.5 

2.1.4.6 

‘゜

ベ

目次

分析建屋塔槽類廃力
｀

ス処理設備（その2)

a．設置の概要

b.準拠すべき主な法令、規格及び基準

c.設計の基本方針

d．設計条件及び仕様

e.工事の方法

高パ）V廃液がうス固化廃力
、

ス処理設備

a.設置の概要

b.準拠すべき主な法令、規格及び基準

c.設計の基本方針

d.設計条件及び仕様

e.工事の方法

換気設備

前処理建屋換気設備（その3)

a.設置の概要

b．準拠すべき主な法令、規格及び基準

c.設計の基本方針

d.設計条件及び仕様

e.工事の方法

ウう）脱硝建屋換気設備（その2)

a．設置の概要

b.準拠すべき主な法令、規格及び基準

c.設計の基本方針

d.設計条件及び仕様

e.工事の方法

ゥぅ
‘

)•7
゜

ルトこウム混合脱硝建屋換気設備（その2)

肛設置の概要

b.準拠すべき主な法令、規格及び基準

c.設計の基本方針

d.設計条件及び仕様

e.工事の方法

ウう
‘

)•7
゜

ルトこウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備（その2)

a.設置の概要

b.準拠すべき主な法令、規格及び基準

へ 一 目 ー 4

----· 1\-17-1

---—・ ヘ-17-1

----'ヘ-17-1

----· ヘー17-1

―——・ ヘー17-11

----· 1\-18-1

---• ヘー18-1

---• ヘ-18-1

----· ヘー18-2

――• 1\-18-28

----· 1\-19-1

---—・ ヘ-19-1

----· ヘー19-1

---—・ ヘー19-1

---ー・ ヘ-19-3

----· 1\-20-1

----· ヘー20-1

---• '\-20-1

---• '\-20-1

--ー・ ヘ-20-8

----· ヘー21-1

----· ヘー21-1

---—・ ヘ-21-1

---—・ ヘ-21-2

---• ヘー21-11

---•ヘ-22-1

---- ヘ-22-1
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2.1.4.8 

2.1.4.10 

2.1.4.11 

‘ヽ、
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く
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2.1.4.14 

2.1.5 

目次

c.設計の基本方針

d.設計条件及び仕様

e. 工事の方法

高Vへ
，'

）V廃液がうス固化建屋換気設備（その2)

a.設置の概要

b.準拠すべき主な法令、規格及び基準

c.設計の基本方針

d.設計条件及び仕様

e. 工事の方法

低レヘ，'

）V廃液処理建屋換気設備（その2)

a.設置の概要

b.準拠すべき主な法令、規格及び基準

c.設計の基本方針

d.設計条件及び仕様

e. 工事の方法

低仄
‘

)V廃棄物処理建屋換気設備（その2)

a.設置の概要

b.準拠すべき主な法令、規格及ぴ基準

c.設計の基本方針

d.設計条件及び仕様

e. 工事の方法

分析建屋換気設備（その2)

a.設置の概要

b.準拠すべき主な法令、規格及ぴ基準

C. 設計の基本方針

d.設計条件及び仕様

e. 工事の方法

主排気筒

a.設置の概要

b.準拠すべき主な法令、規格及ぴ基準

C. 設計の基本方針

d. 設計条件及び仕様

e. 工事の方法

----·'\-22-1

----·'\-22-2 

----·'\-22-11

----· ヘー23-1

----· ヘー23-1

----· ヘー23-1

----· ヘー23-2

----· ヘ-23-26

----· 1\-24-1 

----· 1\-24-1 

----· 1\-24-1

----· 1\-24-2 

----· 1\-24-8

----· ヘー25-1

----· ヘー25-1

----· ヘー25-1

----· ヘー25-2

----· ヘー25-11

----·'\-26-1

----· '\-26-1

----·'\-26-1

----·'\-26-2 

----·'\-26-14

--―ー・ ヘー27-1

--―ー・ ヘー27-1

----· ヘー27-1

----· ヘー27-1

----· ヘー27-3
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第1.2.1.4.8-2図

第1.2.1.4.8-3図

第1.2.1.4.8-1表

目次

高VI\
'，

ル廃液がうス固化建屋換気設備の系統図（その2)一 図ー1\-1-23-2

高VI\
‘ヽ

ル廃液がうス固化建屋換気設備の系統図（その3)一 図ー1\-1-23-3

高パ）レ廃液がうス固化建屋換気設備に接続する他設備 図ー'\-1-23-4

1.2.1.4.10 

1.2.1.4.11 

1.2.1.4.14 

1.2.1.5 

'v'-
Nr
Q)
 

1

1
9

f、 1.2.2 

1.2.2.2 

第1.2.1.4.10-1表

第1.2.1.4.14-1図

第1.2. 1. 4.14-2図

第1.2.1.4.14-1表

低Vへ
，.

）V廃液処理建屋換気設備（その2)

第1.2.1.4.10-1図 低Vへ汀V廃液処理建屋換気設備の系統図（その1)

第1.2.1.4.10-2図 低Vへ汀V廃液処理建屋換気設備の系統図（その2)

低Vへ
，' ）V廃液処理建屋換気設備に接続する他設備

低レヘ
，'

ル廃棄物処理建屋換気設備（その2)

第1.2.1.4.11-1図 低レヘ汀V廃棄物処理建屋換気設備の系統図（その1)

第1.2.1.4.11-2図 低レヘ汀V廃棄物処理建屋換気設備の系統図（その2)

第1.2.1.4.11-1表 低レヘ‘‘

)V廃棄物処理建屋換気設備に接続する他設備 ー 図ーヘー1-25-3

分析建屋換気設備（その2)

分析建屋換気設備の系統図（その1)

分析建屋換気設備の系統図（その2)

分析建屋換気設備に接続する他設備

主排気筒

第1.2.1.5-1図

第1.2.2.2-1図

第1.2.2.2-1表

第1.2.2.2-2図

第1.2.2.2-3図

第1.2. 2.2-4図

第1.2.2.2-5図

第1.2.2.2-6図

第1.2.2.2-2表

第1.2.2.2-7図

第1.2.2.2-8図

第1.2.2.2-9図

第1.2.2.2-10図

主排気筒の系統図

液体廃棄物の廃棄施設

低VI\
'， )V廃液処理設備

低Vへ
，' ）V廃液処理設備の系統図（その1)

低仄
‘

)V廃液処理設備の主な廃液流入元

低Vへ
，'

）V廃液処理設備の系統図（その2)

----· 図ーヘー1-24-1

----· 図ー1\-1-24-2

ー図ー'\-1-24-3

ー図ーヘー1-25-1

-— 図ー'\-1-25-2

図ー1\-1-26-1

図ー'\-1-26-2

----· 図ーヘー1-26-3

図ー'\-1-27-1

低レヘ
‘ヽ

ル廃液処理設備の系統図（その3)

低レヘ
‘‘

)V廃液処理設備の系統図（その4)

低レヘ ‘ヽ

ル廃液処理設備の系統図（その5)

低レヘ
‘ヽ

ル廃液処理設備の系統図（その6)

低レヘ
‘ヽ

ル廃液処理設備の主な廃液流入元及ぴ廃液 ー―--•
移送先

低レヘ
，-

）し廃液処理設備の系統図（その7)

低レヘ
｀

）V廃液処理設備の系統図（その8)

低レヘ
，-

）V廃液処理設備の系統図（その9)

低レヘ
‘ヽ

ル廃液処理設備の系統図（その10)

図ーヘー1-28-1

図ーヘー1-28-2

図ーヘー1-28-3

図ーヘー1-28-4

----· 図ー1\-1-28-5

図ー1\-1-28-6

----· 図ー1\-1-28-7

図ーヘー1-28-8

図ー1\-1-28舟

----· 図ーヘー1-28-10

図ーヘー1-28-11

----· 図ーヘー1-28-12
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2. 1. 4 換気設備
2. 1. 4. 1 前処理建屋換気設備（その 3)

a. 設置の概要
本設備は， 前処理建屋給気系及び前処理建屋排気系で構成する。
前処理建屋給気系は， 前処理建屋の清浄区域及び汚染のおそれのある区域へ外気

を供給する設備であリ， 建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成する。

前処理建屋排気系は， 前処理建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持， 排気の
浄化及び排気の主排気筒の排気口からの排出のための設備であリ， 建屋排気フィル
タユニット， セル排気フィルタユニット， 溶解槽セルA排気フィルタユニット

溶解槽セルB排気フィルタユニット， 建屋排風機， セル排風機， 溶解槽セルA排

風機及び溶解槽セル B 排風機で構成する。
なお， 第7回申請範囲は， 前処理建屋換気設備のうち屋外に設置するダクト等で

ある。

b. 準拠すべき主な法令， 規格及び基準

本設備の準拠すべき主な法令， 規格及び基準を「イ ． 建物」

示す。

の第2. 4. 1 -1表に

0
、

N
b

©

c. 設計の基本方針
(a) 本設備は， 耐震設計上の重要度に応じた耐震設計とする。
(b)本設備の安全上重要な系統は， 気体状の放射性物質が漏えいし難い設計とする。

d. 設計条件及び仕様
(a) 申請設備に係る系統の構成を第1. 2. 1. 4 - 1図に示す。
(b)申請設備に係る設計条件及び仕様を以下に示す。

(c)申請設備に係る系統には溶接検査の対象となる機器はない。

-;,<. 
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平成 10 年 12 月 25 日
一 次 袖 正 ．

2. 1. 4. 4 ウラン脱硝建屋換気設備（その2)

a 筆 設直の概要

本設備は， ウラン脱硝建屋給気系及びウラン脱硝建屋排気系で構成する。

ウラン脱硝建屋給気系は， ウラン脱硝建屋の清浄区域及び汚染のおそれのある区

域へ外気を供給する設備であり， 建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成する。

ウラン脱硝建屋排気系は， ウラン脱硝建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，

の浄化及び排気の主排気筒の排気口からの排出のための設備であり， 建屋排気

フィルタ ユニット， フー ド排気フィルタユニット， 建屋排風機及びフー ド排風

機で構成する。

なお， 第7回申請範囲は， ウラン脱硝建屋換気設備のうちウラン脱硝建屋に設置

するウラン脱硝建屋給気系及びウラン脱硝建屋排気系を構成する機器類及びダクト

である。

b. 準拠すべき主な法令， 規格及び基準

本設備の準拠すべき主な法令， 規格及び基準を「イ建物」の第2會 4.1-

す。
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C. 設計の基本方針

(a)本設備は， 耐震設計上の重要度に応じた耐震設計とする。

(b)本設備は汚染のおそれのある区域からの排気を高性能粒子フィルタで浄化でき

る設計とする。

(c)本設備は汚染のおそれのある区域を清浄区域より負圧に維持できるようにする

とともに， 汚染の程度の低い区域から汚染の程度のより高い区域に向かって空気

を流すことのできる設計とする。

(d)本設備は気体状の放射性物質が逆流し難い設計とする。

(e)本設備は， 可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用し， 万ーの火災の発生

を想定しても火災の拡大を防止できる設計とする。

(f)本設備は， 各区域の換気・空調を適切に行える とする。

竺
I

0
A
m
吋

d 設計条件及び仕様

(a)申請設備に係る系統の構成を第1.2. L 4. 4-1図に示す。

汚染のおそれのある区域において． 汚染の程度の低い区域は通常作業時におい

て空気中の放射性物質の3月間の平均値及び放射性物質によって汚染された物の

表面の放射性物質の密度が， 昭和 6 3 年科学技術庁告示第 2 0 号第 7 条及び第 5

に規定される濃度または密度以下である区域とし， 汚染の高い区域は同濃度ま

たは密度を越える区域とする。

(b)申請に係わる機器の配置を第2.2. 4-1図～第2.2. 4-8図に示す。

(c)申請設備に係る設計条件， 仕様及び構造を以下に示す。

申請設備に係る系統には， 溶接検査の対象となる機器はない。
ヘ ー 20-1
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平成 10 年 12 月 25 日
次 捕 正

← --~ -

2. 1. 4. 5 ウラン ・ プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（その2)

2
 

J
 
N
r�

(l)

a. 設置の概要
本設備は， ウラン・ プルトニウム混合脱硝建屋給気系及びウラン・ プルトニウム

混合脱硝建屋排気系で構成する。
ウラン・ プルトニウム混合脱硝建屋給気系は， ウラン ・ プルトニウムi昆合脱硝建

屋の清浄区域及び汚染のおそれのある区域へ外気を供給する設備であり， 建屋給気

ユニット及び建屋送風機で構成する。
ウラン ・ プルトニウム混合脱硝建屋排気系は， ウラン ・ プルトニウム混合脱硝建

屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持， 排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口
からの排出のための設備であり， 建屋排気フィルタユニット， グロ ー プ ボックス
・セル排気フィルタ ユニット， 建屋排風機及びグロ ー プボックス ・ セル排風機で

構成する。

なお， 第7回申請範囲は， ウラン ・ プルトニウム混合脱硝建屋換気設備のうち，
ウラン ・ プルトニウム混合脱硝建屋に設置するウラン ・ プルトニウム混合脱硝建屋
給気系及びウラン ・ プルトニウム混合脱硝建屋排気系を構成する機器類， ダクト等
及び精製建屋とウラン脱硝建屋とウラン・ プルトニウム混合脱硝建屋を結ぶ渡り廊
下， 屋外に設置するダクト等である。

b. 準拠すべき主な法令， 規格及び基準
本設備の準拠すべき主な法令， 規格及び基準を「イ， 建物」の第 2. 4. 1 - 1 表に

示す。

←
C
E
N
 

C. 設計の基本方針
(a)本設備は， 耐震設計上の重要度に応じた耐震設計とする。

(b)本設備は， 汚染のおそれのある区域からの排気を高性能粒子フィルタで浄化で

きる設計とする。
Cc)本設備は， 汚染のおそれのある区域を， 清浄区域より負圧に維持できるように

するとともに， 汚染の程度の低い区域から汚染の程度のより高い区域に向かって
空気を流すことのできる設計とする。

(d)本設備は気体状の放射性物質が逆流し難い設計とする。 また， 本設備のうち安
全上重要な系統は， 気体状の放射性物質が漏えいし難い設計とする。

(e)本設備のうち安全上重要な系統及び機器は， それらを構成する動的機器に単一
故障を仮定しても， 安全機能が確保できる設計とする。

Cf) 本設備のうち安全上重要な機能を有する排風機は， 非常用所内電源系統に接続

し， 外部電源が喪失した場合でも安全機能が確保できる設計とする。

(g)本設備は， 可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用し， 万一の火災の発生
を想定しても火災の拡大を防止できる設計とする。

(h)本設備は， 各区域の換気・空調を適切に行える設計とする。
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(i)本設備のうち安全上重要な機能を有する排風機，

に応じて試験及び検査ができる設計とする。

高性能粒子フィルタは 1 必要

d. 設計条件及び仕様
(a)申請設備に係る系統の構成を第1. 2書 1. 4 - 1図， 第1. 2. 1. 4. 5 - 1図～第1. 2 竃

1. 4. 5 - 7図に示す。
汚染のおそれのある区域において． 汚染の程度の低い区域は通常作業時におい

て空気中の放射性物質の濃度の3月間の平均値及び放射性物質によって汚染され
た物の表面の放射性物質の密度が， 昭和63年科学技術庁告示第20号第7条及び第
5条に規定される濃度又は密度以下である区域とし， 汚染の程度の高い区域は同

濃度または密度を超える区域とする。
(b)申請設備に係る機器の配置を第2. 2. 5 - 1図～第2. 2 編 5 - 6図に示す。
(c)申請設備に係る設計条件， 仕様及び構造を以下に示す。

申請設備に係る系統には． 溶接検査の対象となる機器はない。
l

3
 

0

号
心）

N菜
氾

ヘ ー 21- 2

154



日
正

.

5

[

2
 
9
訓

-
2
-

1

＂
年0

次
ー成平

一

2. 1. 4. 6 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵 換気設備（その2)

f
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a. 設置の概要

本設備は， ウラン ・ プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋給気系及びウラン ・ プルト

ニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系で構成する。

ウラン ・ プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋給気系は， ウラン ・ プルトニウム混合

酸化物貯蔵建屋の清浄区域及び汚染のおそれのある区域へ外気を供給する設備であ

り， 建屋給気ユニット， 貯蔵室送風機及び建屋送風機で構成する。

ウラン ・ プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系は， 貯蔵室排気フィルタ
ット， 建屋排気フィルタユニット， 貯蔵室排風機及び建屋排風機で構成する。

貯蔵室排気フィルタユニット及び貯蔵室排風機は， ウラン ・ プルトニウム混合
酸化物貯蔵建屋の貯蔵室の換気を行い， 混合酸化物貯蔵容器からの崩壊熱の除去，

貯蔵室の負圧維持， 排気の浄化及び排気の低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口

からの排出ができる設計とする。

建屋排気フィルタユニット及び建屋排風機は， ウラン ・ プルトニウム混合酸化物

貯蔵建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持， 排気の浄化及び排気の低レベル廃

棄物処理建屋換気筒の排気口からの排出ができる設計とする。

なお， 第7回申請範囲は， ウラン ・ プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備の

うち， ウラン ・ プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋に設置するウラン・プルトニウム

混合酸化物貯蔵建屋給気系及びウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系を

構成する機器類及びダクト等である。

ユニ

b 準拠すべき主な法令， 規格及び基準

本設備の準拠すべき主な法令， 規格及び基

す。

を「イ． 建物」の第2. 4. 1 - 1表に

浄化で

⑩嵐
ベ
寸
c
t.

C. 設計の基本方針

(a) 本設備は， 耐震設計上の重要度に応じた耐震設計とする。

(b)本設備は， 汚染のおそれのある区域からの排気を高性能粒子フィルタ

きる設計とする。

(c) 本設備は， 汚染のおそれのある区域を清浄区域より負圧に維持できるようにす

るとともに， 汚染の程度の低い区域から汚染の程度のより高い区域に向かって空

気を流すことのできる設計とする。

(d)本設備は気体状の放射性物質が逆流し難い設計とする。 また， 本設備のうち安

全上重要な系統は， 気体状の放射性物質が涸えいし難い設計とする。

(e) 本設備のうち安全上重要な系統及び機器は， それらを構成する動的機器に単 一

故障を仮定しても， 安全機能が確保できる設計とする。

(f)本設備のうち安全上重要な機能を有する排風機は， 非常用所内

し， 外部電源が喪失した場合でも安全機能が確保できる設計とする。
系統に接続
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(g)本設備は，可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用し，万ーの火災の発生
．を想定しても火災の拡大を防止できる設計とする。

(h)本設備は，崩壊熱による過度の温度上昇を防止するため，

設計とする。

(i)本設備は．各区域の換気・空調を適切に行える設計とする。

(j)本設備のうち安全上重要な機能を有する排風機，高性能粒子フィルタは，
に応じて試験及び検査ができる設計とする。

適切な換気を行える

必要

羊

3
 N('
◎

d. 設計条件及び仕様
(a)申請設備に係る系統の構成を第1. 2. 1. 4鬱 6 - 1図に示す。

汚染のおそれのある区域において，汚染の程度の低い区域は通常作業時におい
て空気中の放射性物質の3月間の平均値及び放射性物質によって汚染された物の

表面の放射性物質の密度が，昭和6 3年科学技術庁告示第 2 0号第7条及び第5

条に規定される濃度または密度以下である区域とし，汚染の高い区域は同濃度ま

たは密度を越える区域とする。
(b)申請設備に係る機器の配置を第2. 2. 7 - 1図～第2. 2. 7 

(c)申請設備に係る設計条件，仕様及び構造を以下に示す。
申請設備に係る系統には，溶接検査の対象となる機器はない。

7図に示す。
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2. 1. 4. 8 レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その2)
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ら

a. 設置の概要

本設備は， 高レベル廃液ガラス固化建屋給気系及び高レベル廃液ガラス固化建屋

排気系で構成する。

本設備のうち高レベル廃液ガラス固化建屋給気系は， 高レベル廃液ガラス固化建

屋の清浄区域及び汚染のおそれのある区域へ外気を供給する設備であり， 建屋給気

ユニット及び建屋送風機で構成する。

高レベル廃液ガラス固化建屋排気系は， 高レベル廃液ガラス固化建屋の汚染のお

それのある区域の負圧維持， 排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口からの排出の

ための設備であり， 建屋排気フィルタユニット， 貯蔵ビット収納管排気フィルタ

ユニット， セル排気フィルタユニット， 固化セル圧力放出系排気フィルタユニッ

ト， 固化セル換気系前置フィルタユニット， 固化セル換気系排気フィルタユニッ

ト， フ ー ド排気フィルタユニット， 建屋排風機， 貯蔵ピット収納管排風機， セル

排風機， 固化セル換気系排風機及びフ ー ド排風機で構成する。

また， 固化セルには， セル内の除熱を行うため， セル内クーラを設置するととも

に， 固化セルから建屋内への逆流を防止するため， 固化セルヘの給気系に固化セル

隔離ダンバを設置する。

固化セル圧力放出系は， 固化セル内圧力が

を排気する系統である。

に上昇した場合に固化セル内

なお， 第 7 回申請範囲は， 高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備のうち， 高レベ

e ル廃液ガラス固化建屋に設置する高レベル廃液ガラス固化建屋給気系及び高レベル

廃液ガラス固化建屋排気系を構成する機器類及びダクト等並びに屋外に設置するダ

クト等である。

b. 準拠すべき主な法令， 規格及び基準

本設備の準拠すべき主な法令， 規格及び基準を「イ． 建物」の第 2.4.1-1 表に

示す。

で

LC":) 

8
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c. 設計の基本方針

(a)本設備は， 耐震設計上の重要度に応じた耐震設計とする。

(b)本設備は， 汚染のおそれのある区域からの排気を高性能粒子フィルタ等で浄化

できる設計とする。

(c)本設備は， 汚染のおそれのある区域を， 清浄区域より負圧に維持できるように

るとともに， 汚染の程度の低い区域から汚染の程度のより高い区域に向かって，

空気を流すことのできる設計とする。

(d)本設備は気体状の放射性物質が逆流し難い設計とする。 また， 本設備のうち安

な系統は， 気体状の放射性物質が漏えいし難い設計とする。
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(e) 本設備のうち安全上重要な系統及び機器は． それらを構成する動的機器に単一

故障を仮定しても， 安全機能が確保できる設計とする。

(f)本設備のうち安全上重要な機能を有する排風機及びセル内ク ー ラは， 非常用所

内電源系統に接続し， 外部電源が喪失した場合でも安全機能が確保できる設計と

する。

(g)本設備は． 可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用し． 万一の火災の発生

を想定しても火災の拡大を防止できる設計とする。

(h)本設備は， 各区域の換気・空調を適切に行える設計とする。

(i)本設備のうち安全上重要な機能を有する排風機， 高性能粒子フィルタ及びセル

内ク ー ラは， 必要に応じて試験及び検査ができる設計とする。

d. 設計条件及び仕様

(a) 申請設備に係る系統の構成を第1.2.1.4 -1図， 第1.2.1.4.8-1図～第1. 2.

1. 4. 8 -3図に示す。

汚染のおそれのある区域において， 汚染の程度の低い区域は通常作業時におい

て空気中の放射性物質の濃度の 3 月間の平均値及び放射性物質によって汚染され

た物の表面の放射性物質の密度が， 昭和 6 3 年科学技術庁告示第 2 0 号第 7 条及

び第5条に規定される濃度又は密度以下である区域とし． 汚染の程度の高い区域

は同濃度又は密度を超える区域とする。

(b)申請設備に係る機器の配置を第2. 2.12-1図～第2. 2.12-6図及び第2. 2.12-

8図～第2. 2.12-1 0図に示す。

(c) 申請設備に係る設計条件， 仕様及び構造を以下に示す。
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2.1.4.10 低レベル廃液処理建屋換気設備（その2)

な

u
\
[

分

a. 設置の概要
本設備は， 低レベル廃液処理建屋給気系及び低レベル廃液処理建屋排気系で構成

する。
本設備のうち低レベル廃液処理建屋給気系は、 低レベル廃液処理建屋の清浄区域

及び汚染のおそれのある区域へ外気を供給する設備であり 建屋給気ユニット及び
建屋送風機で構成する。

本設備のうち低レベル廃液処理建屋排気系は， 低レベル廃液処理建屋の汚染のお
それのある区域の負圧維持， 排気の浄化及び排気の低レベル廃棄物処理建屋換気筒
の排気口からの排出のための設備であり． 建屋排気フィルタ ユニット． 建屋排
風機及び運転予備用建屋排風機で構成する。

なお， 第7 回申請範囲は． 低レベル廃液処理建屋換気設備のうち低レベル廃液処
理建屋に設置する低レベル廃液処理建屋給気系及び低レベル廃液処理建屋排気系を
構成する機器類及びダクト等である。

b. 準拠すべき主な法令， 規格及び基準
本設備の準拠すべき主な法令， 規格及び基準を「イ．建物」の第2. 4.1-1表に示

す。
C. 設計の基本方針

(a} 本設備は， 耐震設計上の重要度に応じた耐震設計とする。
(bl 本設備は， 汚染のおそれのある区域からの排気を高性能粒子フィルタで浄化で

きる設計とする。
(c) 本設備は， 汚染のおそれのある区域を， 清浄区域より負圧に維持できるように

するとともに， 汚染の程度の低い区域から汚染の程度のより高い区域に向かって
気を流すことのできる設計とする。

(dl 本設備は， 気体状の放射性物質が逆流し難い設計とする。
{e) 本設備は． 可能な限り不燃性材料及び難燃性材料を使用し． 万ーの火災の発

を想定しても火災の拡大を防止できる設計とする。
{ f) 本設備は， 各区域の換気馨空調を適切に行える設計とする。
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d. 設計条件及び仕様

(a) 申請設備に係る系統の構成を第1.2. 1. 4. 10-1図， 第1.2. 1. 4. 10-2図に示す。

汚染のおそれのある区域において， 汚染の程度の低い区域は通常作業時におい

て空気中の放射性物質の濃度の3月間の平均値及び放射性物質によって汚染され

た物の表面の放射性物質の密度が， 昭和6 3年科学技術庁告示第 2 0号第7条及

び第5条に規定される濃度又は密度以下である区域とし， 汚染の程度の高い区域

は同濃度又は密度を超える区域とする。

(b) 申請設備に係る機器の配置を第2.2.8-2図， 第2.2. 8-3図に示す。

(c) 申請設備に係る設計条件， 仕様及び構造を以下に示す。

申請設備に係る系統には溶接検査の対象となる機器はない。
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2. 1. 4.11 低レベル廃棄物処理建屋換気設備（その2)

a. 設置の概要
本設備は， 低レベル廃棄物処理建屋給気系及び低レベル廃棄物処理建屋排気系で

構成する。
低レベル廃棄物処理建屋給気系は， 低レベル廃棄物処理建屋の清浄区域及び汚染

のおそれのある区域へ外気を供給する設備であり， 建屋給気ユニット及び建屋送風
機で構成する。

低レベル廃棄物処理建屋排気系は， 低レベル廃棄物処理建屋の汚染のおそれのあ
る区域の負圧維持， 排気の浄化及び排気の主排気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換
気筒の排気口からの排出のための設備であり， 建屋排気フィルタユニットI.
建屋排気フィルタユニットTI, 建屋排気フィルタ ユニット皿， 建屋排風機I. 建
屋排風機TI, 建屋排風機皿で構成する。

なお， 第7回申請範囲は， 低レベル廃棄物処理建屋換気設備のうち低レベル廃棄
物処理建屋に設置する低レベル廃棄物処理建屋給気系及び低レベル廃棄物処理建屋
排気系を構成する機器類及びダクト等及び第2低レベル廃棄物貯蔵建屋に設置する
ダクト等である。

b 準拠すべき主な法令， 規格及び基準
本設備の準拠すべき主な法令， 規格及び基準を「イ． 建物」の第2. 4. 1 - 1表に

示す。

叶

c. 設計の基本方針
(a) 本設備は， 耐震設計上の重要度に応じた耐震設計とする。
(b) 本設備は， 汚染のおそれのある区域からの排気を高性能粒子フィルタで浄化で

きる設計とする。
(c) 本設備は， 汚染のおそれのある区域を， 清浄区域より負圧に維持できるように

するとともに， 汚染の程度の低い区域から汚染の程度のより高い区域に向かって
空気を流すことのできる設計とする。

(d) 本設備は， 気体状の放射性物質が逆流し難い設計とする。
(e) 本設備は， 可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用し， 万ーの火災の発生

を想定しても火災の拡大を防止できる設計とする。
(f) 本設備は， 各区域の換気・空調を適切に行える設計とする。
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d. 設計条件及び仕様

(a) 申請設備に係る系統の構成を

す。

汚染のおそれのある区域において， 汚染の程度の低い区域は通常作業時におい

て空気中の放射性物質の濃度の3月間の平均値及び放射性物質によって汚染され

た物の表面の放射性物質の密度が， 昭和63年科学技術庁告示第20号第7条及び第
5条に規定される濃度又は密度以下である区域とし， 汚染の程度の高い区域は同

濃度又は密度を超える区域とする。
(b) 申請設備に係る機器の配置を第2. 2. 9 -2図第2.2.9-6図及び第2. 2. 9 -

10図に示す。
(c) 申請設備に係る設計条件， 仕様及び構造を以下に示す。

申請設備に係る系統には溶接検査の対象となる機器はない。

1. 2. 1. 4. 11 - 1図及び第1.2. 1. 4. 11 - 2図に示
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2. 1. 4.14 分折建屋換気設備（その2)

庶
山

宰
H
H

a. 設直の概要
本設備は， 分析建屋給気系及び分析建屋排気 系で構成する。
分析建屋給気系は， 分析建屋及び出入管理建屋の清浄区域及び汚染．のおそれのあ

る区域へ外気を供給する設備であり， 建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成する。

分析建屋排気系は， 分析建屋及び出入管理建屋の汚染のおそれのある区域の
維持， 排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口からの排出のための設備であり， 建
屋排気フィルタユニット， セル排気フィルタユニット， グロ ー プボックス排気
フィルタユニット， フ ー ド排気フィルタユニット， 建屋排風機， セル排風機， グ
ロ ー プボックス排風機及びフー ド排風機で構成する。

なお， 第7回申請範囲は， 分析建屋に設置する分析建屋給気系及び分析建屋排気
系で構成する機器類及び分析建屋， 出入管理建屋， 分析建屋と低レベル廃液処理建
屋を結ぶ渡り廊下， 出入管理建屋と精製建屋を結ぶ渡り廊下に設置するダクト等で
ある。

b. 準拠すべき主な法令， 規格及び基準
本設備の準拠すべき主な法令， 規格及び基準を「イ． 建物」の第2. 4. 1 - 1表に

示す。
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C. 設計の基本方針
(a) 本設備は， 耐震設計上の重要度に応じた耐震設計とする。
(b) 本設備は， 汚染のおそれのある区域からの排気を高性能粒子フィルタで浄化で

きる設計とする。
(c) 本設備は， 汚染のおそれのある区域を， 清浄区域より負圧に維持できるように

するとともに， 汚染の程度の低い区域から汚染の程度のより高い区域に向かって，
空気を流すことのできる設計とする。

(d) 本設備は， 気体状の放射性物質が逆流し難い設計とする。
(e) 本設備は， 可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用し，

を想定しても火災の拡大を防止できる設計とする。
(f) 本設備は， 各区域の換気・空調を適切に行える設計とする。

の火災の発生
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d. 設計条件及び仕様

(a) 申請設備に係る系統の構成を第L 2. 1. 4.14- 1 図及び第1. 2. 1. 4. 14 - 2 図に示

す。

汚染のおそれのある区域において， 汚染の程度の低い区域は通常作業時におい

て空気中の放射性物質の濃度の3月間の平均値及び放射性物質によって汚染され

た物の表面の放射性物質の密度が， 昭和6 3年科学技術庁告示第20号第 7 条及び

第5条に規定される濃度又は密度以下である区域とし， 汚染の程度の高い区域は

同濃度又は密度を超える区域とする。

(b) 申請設備に係る機器の配置を第2. 2.14- 1 図， 第2. 2.14- 6 図， 第2. 2.14- 8

図第2. 2.14- 9 図及び第2. 2.14-10図に示す。

(c) 申請設備に係る設計条件， 仕様及び構造を以下に示す。

申請設備に係る系統には溶接の機種区分に該当する機器はない。
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第1.2.1.4.14-1図
分析廷屋換気設個の系統図（その1)
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第1.2.1.4.14-2図
分析蓮屋換気設値の系統図（その2)
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平成18年12月25日
第30次変更

第1.2.1.4.14-1表

分析建屋換気設備に接続する他設備
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V-2-2-4-1-2
V-2-2-4-1-2-1

V-2-2-4-2
V-2-2-4-2-1
V-2-2-4-2-1-1
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/
\

V-2-2-4-2-2
V-2-2-4-2-2-1

V-2-2-4-3
V-2-2-4-3-1

V-2-2-4-4
V-2-2-4-4-1
V-2-2-4-4-1-1

V-2-2-4-4-1-2
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V-2-2-4-4-1-3

V-2-2-4-4-1-4

V-2-2-4-4-1-5

ふ
ゞ
唸

V-2-3
V-2-3-1
V-2-3-1-1
V-2-3-1-1-1
V-2-3-1-1-1-1
V-2-3-1-1-1-1-1

圧縮空気設備の耐圧強度に関する計算書
安全圧縮空気系の耐圧強度に関する計算書
1．配管の耐圧強度計算書
給水施設及び蒸気供給施設の耐圧強度に関する計算書
冷却水設備の耐圧強度に関する計算書
安全冷却水系の耐圧強度に関する計算書
l．開放タンクの耐圧強度計算書
2．圧力容器の耐圧強度計算書
3．熱交換器の耐圧強度計算書
4．安全冷却水中間熱交換器A,B , C の耐圧
強度計算書
5．中間熱交換器

の耐圧強度計算書
6．冷却塔A,B (8111A,B-C20)の耐圧強度計算書
7．配管の耐圧強度計算書
蒸気供給設備の耐圧強度に関する計算書
安全蒸気系の耐圧強度に関する計算書
1．配管の耐圧強度計算書
主要な試験施設の耐圧強度に関する計算書
小型試験設備の耐圧強度に関する計算書
1．配管の耐圧強度計算書
その他の主要な事項の耐圧強度に関する計算書
分析設備の耐圧強度に関する計算書
分離建屋の分析設備の耐圧強度に関する計算書
1．圧力容器の耐圧強度計算書
2．漏えい液受皿の耐圧強度計算書
3．配管の耐圧強度計算書
精製建屋の分析設備の耐圧強度に関する計算書
L涸えい液受皿の耐圧強度計算書
2．その他容器の耐圧強度計算書
3．配管の耐圧強度計算書
高レベル廃液ガラス固化建屋の分析設備の耐圧強度に関す
る計算書
1．漏えい液受皿の耐圧強度計算書
2．配管の耐圧強度計算書
分析建屋の分析設備の耐圧強度に関する計算書
1．開放タンクの耐圧強度計算書
2．配管収納容器の耐圧強度計算書
3．涸えい液受皿の耐圧強度計算書
4．その他容器の耐圧強度計算書
5．配管の耐圧強度計算書
分析済溶液処理系の耐圧強度に関する計算書
l．開放タンクの耐圧強度計算書
2．漏えい液受皿の耐圧強度計算書
3．その他容器の耐圧強度計算書
4．配管の耐圧強度計算書
長期予備に係る耐圧強度に関する計算書
放射性廃棄物の廃棄施設の耐圧強度に関する計算書
液体廃棄物の廃棄施設の耐圧強度に関する計算書
高レベル廃液処理設備の耐圧強度に関する計算書
高レベル廃液濃縮設備の耐圧強度に関する計算書
高レベル廃液濃縮系の耐圧強度に関する計算書
l．配管の耐圧強度計算書
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VI 設計及び工事の方法の技術基準への適合に関する説明書
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VlI

VlI

VlI

その他の添付書類
工事に係る試験・検査の基本的考え方
航空機に対する防護設計に関する説明書
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VI 設計及び工事の方法の技術基準への

適合に関する説明書
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再処理施設のうち， 今回申請に係る施設における「再処理施設の設計及び工事の方法
の技術基準に関する総理府令」との適合性について以下に示す。
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適用の区分
技 術 基 準 の 条 項 適 合 性

有・無 項・号

第一条 定 義

第二条 特殊な方法による施設 無

第三条 核燃料物質の臨界防止 有 1 項 別添 ー 1 による

第四条 火災等による損傷の防止 有 1. 2. 3. 4. 7. 別添 ー 2 による
10. 11. 12項

第五条 耐震性 有 全 別添 ー 3 による

第六条 材料及び構造 有 全 別添 ー 4 による

第七条 閉じ込めの機能 有 全 別添 ー 5 による

第八条 しゃへい 有 全 別添 ー 6による

第九条 換 気 有 二～四号 別添 ー 7 による

第十条 使用済燃料等による汚染の防止 有 全 別添 ー 8による

第t—条 安全上重要な施設 有 全 別添 ー 9による

第tこ条 搬送設備 有 全 別添 ー 10による

第十三条 使用済燃料の受入れ施設及び 無
貯蔵施設

第t日条 計測制御系統施設 有 1項ー． 四号 別添 ー 11による
2. 3項

第十五条 制 御室 有 全 別添 ー 12による

第t穴条 廃棄物処理設備 有 全 別添 ー 13による

第tt条 保管廃棄設備 有 全 別添 ー 14による

第十l＼条 放射線管理施設 無

第十九条 非常用電源設備 有 全 別添 ー 15による

ー
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別添ー7

（換気）

第九条 再処理施設内の使用済燃料等により汚染された空気による放射線障害を防止

する必要がある場合には、 次に掲げるところにより換気設備を施設しなければなら

ない。

二 使用済燃料等により汚染された空気が逆流するおそれがない構造であること。

三 ろ過装置を設ける場合にあっては、 ろ過装置の機能が適切に維持しうるもので

あり、 かつ、 ろ過装置の使用済燃料等による汚染の除去又はろ過装置の取替えが

容易な構造であること。

四 吸気口は、 使用済燃料等により汚染された空気を吸入し難いように施設するこ

と。
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［適合性の説明］

二 第7回申請に係る換気設備は， 管理区域内を原則として負圧に維持するとともに，

必要に応じて逆流防止用ダンバ等を設けて使用済燃料等により汚染された空気が逆流

することがない設計としている。

． 

三 第 7回申請に係る施設の汚染のおそれのある管理区域の排気は， ミストフィルタ及

び高性能粒子フィルタユニットにより， ろ過する設計としている。 ミストフィルタ及

び高性能粒子フィルタユニット又は， 高性能粒子フィルタは， その前後の差圧を測定

し， 適切にフィルタ交換を行う設計としている。

また， ミストフィルタ及び高性能粒子フィルタユニットの周辺には， 十分な空間を

確保し， フィルタ交換に適した設計としている。

四 使用済燃料等により汚染された空気は， 上記のミストフィルタ及び高性能粒子フィ

ルタによりろ過した後， 主排気筒又は低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口より排

出するが， 上記の換気設備の吸気口は， 主排気筒又は低レベル廃棄物処理建屋換気筒

の排気口より十分な距離を有し， 排気を直接吸入することのない設計としている。

なお， 高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の洗浄塔の除染能力については，

1 6条 廃棄物処理設備 適合性の説明」で説明する。
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再処理設備本体等に係る
気体廃棄物の廃棄施設
塔槽類廃力、 ス処理設備
ウうツ•70ルトこウム混合脱硝建屋塔槽類廃力 ‘ヽ ス処理設備

a．設置の概要
b．準拠すべき主な法令，規格及び基準
c. 設計の基本方針
d． 設計条件及び仕様
e. 工事の方法
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e. 工事の方法
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a.設置の概要
b.準拠すべき主な法令，規格及び基準
c. 設計の基本方針
d. 設計条件及ぴ仕様
e. 工事の方法
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2. 1. 4 換気設備
2. L 4.11 低レベル廃棄物処理建屋換気設備（その3)

U 

〇
←
I
◎)

a. 設直の概要

本設備は， 低レベル廃棄物処理建屋給気系及び低レベル廃棄物処理建屋排気系で

構成する。
低レベル廃棄物処理建屋給気系は， 低レベル廃棄物処理建屋の清浄区域及び汚染

のおそれのある区域へ外気を供給する設備であり． 建屋給気ユニット及び建屋送風
機で構成する。

低レベル廃棄物処理建屋排気系は． 低レベル廃棄物処理建屋の汚染のおそれのあ
る区域の負圧維持， 排気の浄化及び排気の主排気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換
気筒の排気口からの排出のための設備であり， 建屋排気フィルタユニットI,
建屋排気フィルタユニットIT, 建屋排気フィルタユニット皿， 建屋排風機I. 建
屋排風機IT. 建屋排風機皿で構成する。

なお， 第8回申請範囲は． 低レベル廃棄物処理建屋換気設備のうち低レベル廃棄
物処理建屋， 第2低レベル廃棄物貯蔵建屋及び洞道に設置するダクト等である。

b. 準拠すべき主な法令， 規格及び基準
本設備の準拠すべき主な法令， 規格及び基準を「イ ． 建物」の第2.20. 1- 1表に

示す。

C. 設計の基本方針
(a) 本設備は， 耐震設計上の重要度に応じた耐震設計とする。
(bl 本設備は， 可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用し， 万ーの火災の発生

を想定しても火災の拡大を防止できる設計とする。

d. 設計条件及び仕様
(a) 申請設備に係る系統の構成を第L 2. 1. 4. 11 - 1図に示す。
(bl 申請設備に係る系統の耐震クラスはCクラスである。

e. 方法
低レベル廃棄物処理建屋換気設備の 方法及び手順並びに試験・検査項目を

芯‘
さ

5. 2. L 4. 11 - 1図に示す。
なお， 試験・検査項目及び方法については 以下のとおりとする。

(a) 据付・外観検

構成機器及び設備全体が適切に配置及び据付けられていることを確認する。
なお， 据付完了段階で確認できない部位については， 寸法検査時に外観の確認

を合わせて行う。
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2. 1. 4. 12 ハル・エンドビ ース貯蔵建屋換気設備（その 2)

':l
 
H
I
--!

®
 

a. 設置の概要

本設備は， ハル ・ エンドピ ース貯蔵建屋給気系及びハ ル ・ エンドビ ース貯蔵建

屋排気系で構成する。

本設備のうち ハル ・ エンドビ ー ス貯蔵建屋給気系は、 ハル ・ エンドピ ース貯蔵

建屋の清浄区域及び汚染のおそれのある区域へ外気を供給する設備であり， 建屋給

気ユニット及び建屋送風機で構成する。

本設備のうちハル ・ エンドビ ース貯蔵建屋排気系は、 ハル ・ エンドビ ース貯蔵

の汚染のおそれのある区域の負圧維持， 排気の浄化及び排気の北換気筒（ハル

・エンドビ ー ス及び第 1 ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）の排気口からの排出のた

めの設備であり， 建屋排気フィルタユニットI, 建屋排気フィルタユニット rr,

建屋排風機 I 及び建屋排風機 rrで構成する。

なお． 第 8 回申請範囲は， ハル ・ エンドピース貯蔵建屋換気設備のうちハル ・

エンドピ ー ス貯蔵建屋に設置するハル・エンドピース貯蔵建屋給気系及びハル ・

エンドピ ー ス貯蔵建屋排気系を構成する機器及びダクト等である。

b. 準拠すべき主な法令， 規格及び基準

本設備の準拠すべき主な法令， 規格及び基準を「イ ． 建物」の第 2. 20. 1- 1 表に

示す。

C. 設計の基本方針

(a) 本設備は， 耐震設計上の重要度に応じた耐震設計とする。

(b) 本設備は， 汚染のおそれのある区域からの排気を高性能粒子フィルタで浄化で

きる設計とする。

(c) 本設備は， 汚染のおそれのある区域を， 清浄区域より負圧に維持できるように

するとともに， 汚染の程度の低い区域から汚染の程度のより高い区域に向かって，

空気を流すことのできる設計とする。

(d) 本設備は気体状の放射性物質が逆流し難い設計とする。

(e) 本設備は， 可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用し， 万 ーの火災の発生

を想定しても火災の拡大を防止できる設計とする。

(f) 本設備は， 各区域の換気・空調を適切に行える設計とする。

Q
t
F
I
 

ヘ ー 4 - 1

40 176

j2209125
長方形

j2209125
長方形

j1980047
長方形

j1980047
長方形

j1980047
長方形

j2100009
テキストボックス
換気⑩－22

j2100009
テキストボックス
換気⑩－1

j2100009
テキストボックス
換気⑩－3

j2100009
テキストボックス
換気⑩－5

j2100009
テキストボックス
換気⑩－4



d. 設計条件及び仕様

(a) 申請設備に係る系統の構成を第l. 2. l. 4. 12- 1図及び第l. 2. l. 4.12- 2図に示

す。

汚染のおそれのある区域において， 汚染の程度の低い区域は通常作業時におい

て空気中の放射性物質の濃度の 3 月間の平均値及び放射性物質によって汚染され

た物の表面の放射性物質の密度が， 昭和 6 3 年科学技術庁告示第20号第 7 条及び

5 条に規定される濃度又は密度以下である区域とし， 汚染の程度の高い区域は

同濃度又は密度を超える区域とする。

(bl 申請設備に係る機器の配置を第2. 2.13- 1図～第2. 2.13- 4図に示す。

(c) 申請設備に係る設計条件， 仕様及び構造を以下に示す。
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2. 1. 4.13 チャンネルポックス ・ バーナプルボイズン処理建屋換気設備（その2)

(', 

a. 設置の概要
本設備は， チャンネルボックス バーナプルホイズン処理建屋給気 系及ひナヤ

ンネル ホックス ・ バーナプルボイズン処理建屋排気系で構成する。
チャンネルボックス ・ バーナプルボイズン処理建屋給気系は， チャンネル

ボックス ・ バーナプルポイズン処理建屋の清浄区域及び汚染のおそれのある区
域へ外気を供給する設備であり， 建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成する。

チャンネルボックス ・ バーナプルボイズン処理！建屋排気系は， チャンネル
ポックス ・ バーナプルポイズン処理建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，
排気の浄化及び排気の主排気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口からの
排出のための設備であり， 建屋排気フィルタユニットI. 建屋排気フィルタユニ
ットII. 建屋排風機I. 建屋排風機IIで構成する。

なお， 第8回申請範囲は， チャンネルボックス ・ バーナプルポイズン処理建屋
換気設備のうちチャンネル ホックス ・ バーナプルボイズン処理建屋に設置するチ
ャンネルボックス ・ バーナプルボイズン処理建屋給気系及びチャンネルボ
ックス ・ バーナプルポイズン処理建屋排気系を構成する機器類及びダクト等で
ある。
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b. 準拠すべき主な法令， 規格及び基準
本設備の準拠すべき主な法令， 規格及び基準を「イ ．

示す。
建物」の第2.20.1- 1 表に
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C. 設計の基本方針
(a) 本設備は， 耐震設計上の重要度に応じた耐震設計とする。
(b) 本設備は， 汚染のおそれのある区域からの排気を高性能粒子フィルタで浄化で

きる設計とする。
(c) 本設備は， 汚染のおそれのある区域を， 清浄区域より負圧に維持できる設計と

する。
(d) 本設備は， 気体状の放射性物質が逆流し難い設計とする。
(e) 本設備は， 可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用し，

を想定しても火災の拡大を防止できる設計とする。
(f) 本設備は， 各区域の換気 ・ 空調を適切に行える設計とする。

万ーの火災の発生
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d. 設計条件及び仕様

(a) 申請設備に係る系統の構成を第1. 2. 1. 4. 13 - 1 図及び第1. 2. 1. 4. 13 - 2 図に示

す。

汚染のおそれのある区域において， 汚染の程度の低い区域は通常作業時におい

て空気中の放射性物質の濃度の3月間の平均値及び放射t生物質によって汚染され

た物の表面の放射性物質の密度が， 昭和63年科学技術庁告示第20号第7条及び第

5条に規定される濃度又は密度以下である区域とし， 汚染の程度の高い区域は同

濃度又は密度を超える区域とする。

(b) 申請設備に係る機器の配置を第 2. 2.18- 2 図及び第2. 2.18- 3 図に示す。

(c) 申請設備に係る設計条件， 仕様及び構造を以下に示す。
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管の耐圧強度計算書作成の基本方針 （第 2 回申請済）
主要な再処理施設の耐圧強度に関する計算書
再処理設備本体等に係る耐圧強度に関する計算書
再処理設備本体の耐圧強度に関する計算書
脱硝施設の耐圧強度に関する計算書
ウラン ・ プルトニウム混合脱硝設備の耐圧強度に関する計算書
ウラン・ プルトニウム混合脱硝系の耐圧強度に関する計算書
焙焼 ・ 還元系の耐圧強度に関する計算書
粉体系の耐圧強度に関する計算書
酸及び溶媒の回収施設の耐圧強度に関する計算書
酸回収設備の耐圧強度に関する計算書
第2酸回収系の耐圧強度に関する計算書
放射性廃棄物の廃棄施設の耐圧強度に関する計算書
気体廃棄物の廃棄施設の耐圧強度に関する計算書
羞覆類廃カ・ス処理設備の耐圧強度に関する計算書
ウフノ ・ フルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃力次処理設備の耐
圧強度に関する計算書
固体廃棄物の廃棄施設の耐圧強度に関する計算書
低レベル固体廃棄物処理設備の耐圧強度に関する計算
書
チャンネルボックス ・ バーナプルホ゜イズン処且里系の耐圧強度に関
する計算書
その他再処理設備の附属施設の耐圧強度に関する計算
書

―

動力装置及び非常用動力装置の耐圧強度に関する計算
書
圧縮空気設備の耐圧強度に関する計算書

安全圧縮空気系の耐圧強度に関する計算書
給水施設及び蒸気供給施設の耐圧強度に関する計算書
冷却水設備の耐圧強度に関する計算書

安全冷却水系の耐圧強度に関する計算書

設計及び工事の方法の技術基準への適合に関する説明
書

その他の添付書類
工事に係わる試険 ・ 検査の基本的考え方
航空機に対する防護設計に関する説明書
航空機に対する防護設計の基本方針
航空機に対する防護設計計算書

（第7回申請済）

（第 6 回申請済）
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VI 設計及び工事の方法の技術基準への

適合に関する説明書
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再処理施設のうち，今回申請に係る施設における「再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する

総理府令」との適合性について以下に示す。

◇
L

Z
ら
6

e 

＼
 ＼
 

F、

適用の区分
技 術 基 準 の条項 適合性

有・無 項・号

第 一条 定義

第二条 特殊な方法による施設 鉦‘‘‘‘ 

第三条 核燃料物質の臨界防止 有 全 別添ー1による

第四条 火災等による損傷の防止 有 1,2,3,9,10,11項 別添 ー 2による

第五条 耐震性 有 全 別添ー3による

第六条 材料及び構造 有 全 別添ー 4による

第七条 閉じ込めの機能 有 全 別添ー 5による

第八条 しゃへい 有 全 別添ー 6による

第九条 換 気 有 -～四号 別添ー7による

第十条 使用済燃料等による汚染の防止 有 全 別添ー 8による

第十 一条 安全上重要な施設 有 全 別添ー 9による

第十二条 搬送設備 有 全 別添ー 10による

第十三条 使用済燃料の受入れ施設及び貯 無‘‘‘ 

蔵施設

第十四条 計測制御系統施設 有 1項四号，2項 別添ー 11による

89
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L巴言戸三l
別添ー7

（換気）
第九条 再処理施設内の使用済燃料等により汚染された空気による 放射線障害を防止する

必要がある場所には，次に掲げるところにより換気設備を施設しなければならない。
ー 放射線障害を防止するために必要な換気能力を有するものであること。
二 使用済燃料等により汚染された空気が逆流するおそれがない構造であること。
三 ろ過装置を設ける場合にあっては，ろ過装置の機能が適切に維持しうるものであ

り，かつ，ろ過装置の使用済燃料等による汚染の除去又はろ過装置の取替えが容易な
構造であること。

四 吸気口は，使用済み燃料等により汚染された空気を吸入し難いように施設すること。

l

}
 

平

喜

◎

□
—
キー

［適合性の説明］
ー 放射線業務従事者の立入場所である，チャンネルポックス・バー ナプルポイズン処理

建屋の切断ピットが設置される切断ピットエリアの空気中の放射性物質濃度は，仮に換気
を考慮しなくても，昭和6 3年科学技術庁告示第2 0号に定める放射線業務従事者の呼吸
する空気中の放射性物質の濃度限度を満足するため，放射線障害を及ぽさない。

詳細は，添付ー4「チャンネルボックス ・ バー ナプルポイズン処理建屋の換気能力に
関する計算書」に示す。

また，上記以外の室及びハル ・ エンドピース貯蔵建屋の室については，機器等の閉じ込
めにより，放射線業務従事者の立入る室内への定常的な放射性物質の放出はない。

二 第8回申請に係る施設のハル ・ エンド ピース貯蔵建屋は，汚染のおそれのある区域を汚
染の程度の低い区域と汚染の程度の高い区域に分け，それぞ a ( mmH 2 0)

以下， P a  mm出 0) 以下としている。以 り，汚 程度の低い
区域か 域に向 て空気を流す設計としている。また，チャンネルボックス ・ バ
ーナブルポイズン処理建屋は，汚染のおそれのある区域は汚染の程度の低い区域のみであ
り， ー 8 0 Pa (-8mm恥 O) 以下としている。これらの建屋の換気設備は，管理区域
内を負圧に維持するとともに，必要に応じて逆流防止用ダンバ等を設けて使用済燃料等に
より汚染された空気が清浄区域に逆流するおそれがない構造としている。

三 第8回申請に係る施設の汚染のおそれのある管理区域の排気は，高性能粒子フィルタユ
ニットにより，ろ過する設計としている。高性能粒子フィルタユニットの目づまりを監視
するため，高性能粒子フィルタユニットに差圧計を設置している。また，フィルタの取り
替え保守が容易に行うことができるような構造とするとともに，高性能粒子フィルタユニ
ット設置部の周辺に十分なスペースを確保する設計としている。

四 使用済燃料等により汚染された空気は，高性能粒子フィルタユニットによりろ過した後
主排気筒，北換気筒又は低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口より排出するが，ハル ・

エンドビース貯蔵建屋換気設備及ぴチャンネルポックス ・ バー ナプルポイズン処理建屋
換気設備の吸気口は，主排気筒，北換気筒又は低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口よ
り十分な距離を有し排気を直接吸入することのない設計としている。

m-
0
9

-17

ti 

換気⑪-9

換気⑪-5
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2. 
2.1 
2.1.4 
2.1.4.9 

2.2 
2.2.2 
2.2.2.7 

1. 
1.2 
1. 2.1
1.2.1.4

（目 次）

再処理設備本体等に係る「放射性廃棄物の廃棄施設」
気体廃棄物の廃棄施設
換気設備
第 1 ガラス固化体貯蔵建屋換気設備（その 2)

a.設置の概要
b. 準拠すべき主な法令，規格及び基準
c.設計の基本方針
d.設計条件及ぴ仕様
e.工事の方法

液体廃棄物の廃棄施設
低レベル廃液処理設備
油分除去系 （その4)

a.設置の概要
b. 準拠すべき主な法令、規格及ぴ基準
c.設計の基本方針
d.設計条件及び仕様
e. 工事の方法

系統図
再処理設備本体等に係る「放射性廃棄物の廃棄施設」
気体廃棄物の廃棄施設
換気設備

ペー ジ

------'\-1-1 
------'\-1-1 
------'\-1-1 
------'\-1-2
------'\-1-11

------'\-2-1
------'\-2-1
------'\-2-1 
-----— ヘー2-1
------ 1\-2-1 

1.2.1.4.9 第1ガラス固化体貯蔵建屋換気設備（その2)
第1.2.1.4.9-1図 系統図凡例（その1) (1 / 2) -----—図ー'\-1-1-1
第1.2.1.4.9-2図 系統図凡例（その1) (2/2) -----— 図ーヘー1-1-2
第1.2.1.4.9-3図 第1ガラス固化体貯蔵建屋換気設備の系統一—ーーー 図ー'\-1-1-3

図（その1)
第1.2.1.4.9-4図 第1ガラス固化体貯蔵建屋換気設備の系統 —--—ーー 図ーヘー1-1-4

図（その2)
第1.2.1. 4.9�1表 第1ガラス固化体貯蔵建屋換気設備に接続 ー―---— 図ーヘー1-1-5

する他設備

1.2.2 液体廃棄物の廃棄施設
1.2.2.2 低Vへ ‘ヽ

ル廃液処理設備
1.2.2.2. 7 油分除去系（その4)

第1.2.2.2.7-1図 油分除去系の系統図 -----—図ー'\-1-2-1

2. 配置図
2.2 再処理設備本体等に係る「放射性廃棄物の廃棄施設」
2.2.1.4.9 第1カ

‘
‘

うス固化体貯蔵建屋東棟の機器配置図
第2.2.1.4. 9-1図

第2.2.1.4.9-2図

第2.2.1.4.9-3図

第1カ
‘
‘

うス固化体貯蔵建屋東棟の機器配置図 ーー一ーーー 図ー'\-2-1-1
（その1)
第1カ

‘
‘

うス固化体貯蔵建屋東棟の機器配置図 —----— 図ー'\-2-1-2
（その2)
第1カ方ス固化体貯蔵建屋東棟の機器配置図 —----— 図ー'\-2-1-3
（その 3)
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（目 次）

ペー ジ

第2.2.1. 4. 9-4図 第1カ‘ うス固化体貯蔵建屋東棟の機器配置図―---— 図ー'\-2-1-4
（その4)

第2.2.1.4.9-5図 第1カ方ス固化体貯蔵建屋東棟の機器配置図 ー一ーー一ー 図ー'\-2-1-5
（その5)

3. 構造図
3.2 再処理設備本体等に係る「放射性廃棄物の廃棄施設」
3.2.1 気体廃棄物の廃棄施設
3.2.1.4 換気設備
3.2.1.4.9 第1ガラス固化体貯蔵建屋換気設備

4. 

第3.2.1.4.9-1図

第3.2.1.4.9-2図

第3.2.1.4.9-3図

第3.2.1.4.9-4図

第3.2.1.4.9-5図

第3.2.1.4.9-6図

第3.2.1.4.9-7図

工事フロ ー図

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋送風機 ーーー一ーー 図ーヘー3-1-1
A, B (2909-K521, K522) 
の構造図
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋排気 -----— 図ーヘー3-1-2
フィルタユニットA-J (2909-F
561,-,.,F570)の構造図
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋排風機 —----—図ー'\-3-1-3
A, B (2909-K581, K582) 
の構造図
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟貯蔵to ット収 —----—図ー'\-3-1-4
納管第1排気フィルタユニットA,B 
(2909-Fll4, F115)の構造

図
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟貯蔵to ット収 ーーーーーー 図ー'\-3-1-5
納管第2排気フィルタユニットA,B 
(2909-F124, F125)の構造

図
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟貯蔵to 、'}卜収―---— 図ー1\-3-1-6
納管第1排風機A,B(2909-Kll
l,Kl12)の構造図
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟貯蔵ヒ° ット収 —----— 図ー'\-3-1-7
納管第2排風機A,B (2909-K12 
1, K122)の構造図

4.2 再処理設備本体等に係る「放射性廃棄物の廃棄施設」
4.2.1 気体廃棄物の廃棄施設
4. 2.1.4 換気設備
4.2.1.4.9 第1ガラス固化体貯蔵建屋換気設備（その2)

第4.2.1.4.9-1図 第1ガラス固化体貯蔵建屋換気設備の工事 ―----— 図ー'\-4-1-1
フロ ー図

4.2.2 液体廃棄物の廃棄施設
4.2.2.2 低レヘ ‘ヽ ル廃液処理設備
4.2.2.2.7 油分除去系（その4)

第4.2.2.2.7-1図 油分除去系の工事フロ ー図 ---―ーー 図ー'\-4-2-1
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2. 再処理設備本体等に係る「放射性廃棄物の廃棄施設」

2. 1 気体廃棄物の廃棄施設

2. L 4 換気設備

2.1.4.9 第1ガラス固化体貯蔵建屋換気設備（その2)

a. 設置の概要

本設備は， 第 1ガラス固化体貯蔵建屋給気系及び第 1 ガラス固化体貯蔵建屋排気

系で構成する。

第1ガラス固化体貯蔵建屋給気系は， 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の管理区域

ヘ外気を供給するための第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋給気ユニット及び第1

ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋送風機並びに第 1 ガラス固化体貯蔵建屋西棟の管理

区域へ外気を供給するための第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟建屋給気ユニット及び

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟建屋送風機で構成する。

第1ガラス固化体貯蔵建屋排気系は， 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の汚染のお

それのある区域の負圧維持， 排気の浄化及び排気の北換気筒（ハル・エンドビー

ス及び第1ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）の排気口からの排出のため， 第1ガラス

固化体貯蔵建屋東棟建屋排気フィルタユニット， 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟

貯蔵ビット収納管排気フィルタユニット， 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋排

風機及び第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟貯蔵ピット収納管排風機並びに第1ガラス

固化体貯蔵建屋西棟の汚染のおそれのある区域の負圧維持， 排気の浄化及び排気の

北換気筒（ハル・エンドビース及び第1ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）の排気ロ

からの排出のため． 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟建屋排気フィルタユニット，

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟貯蔵ビット収納管排気フィルタユニット， 第1ガ

ラス固化体貯蔵建屋西棟建屋排風機及び第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟貯蔵ビット

収納管排風機で構成する。

なお， 第 9 回申請範囲は， 第 1 ガラス固化体貯蔵建屋換気設備のうち， 第 1 ガラ

ス固化体貯蔵建屋東棟に設置する第1ガラス固化体貯蔵建屋給気系及び第1ガラス

固化体貯蔵建屋排気系を構成する機器類及びダクト等である。

b. 準拠すべき主な法令． 規格及び基準

本設備の準拠すべき主な法令， 規格及び基準を「イ． 建物」の第2.20. 1 - 1 表

に示す。

C. 設計の基本方針

(a) 本設備は， 耐震設計上の に応じた耐震設計とする。

t
 

8
 

0
 

0
 

(b) 本設備は， 汚染のおそれのある区域からの排気を高性能粒子フィルタで浄化で

きる設計とする。

(c) 本設備は， 汚染のおそれのある区域を， 清浄区域より負圧に維持できる設計と

する。
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(d) 本設備は， 気体状の放射性物質が逆流し難い設計とする。

(e) 本設備は， 可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用し， 万 ーの火災の発生

を想定しても火災の拡大を防止できる設計とする。

(f) 本設備は， 各区域の換気・空調を適切に行える設計とする。

d. 設計条件及び仕様

(a) 申請設備に係る系統の構成を第1.2.1.4.9-3図及び第1.2.1.4.9-4図に示

す。

汚染のおそれのある区域において． 汚染の程度の低い区域は通常作業時におい

て空気中の放射性物質の濃度の3月間の平均値及び放射性物質によって汚染され

た物の表面の放射性物質の密度が． 昭和 6 3 年科学技術庁告示第 2 0 号第 7 条及

び第5条に規定される濃度又は密度以下である区域とする。

(b) 申請設備に係る機器の配置を第2.2.1.4.9-1図～第2.2. 1. 4. 9 - 5図に示す。

(c) 申請設備に係る設計条件， 仕様及び構造を以下に示す。
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N-1-2-9 各施設の配管標準支持間隔
IV-1-2-9-2 再処理設備本体等に係る配管標準支持間隔
IV-1-2-9-2-1 主排気筒基礎の配管標準支持間隔（その2)
IV-1-2-9-2-2 主排気筒管理建屋の配管標準支持間隔
N-1-2-9-2-3 主排気筒筒身の配管標準支持間隔
N-1-2-1 0 ダクトの耐震支持方針 （第 5 回で申請済）
IV-1-2-11 電気計測装置等の耐震設計方針 （第3 回で申請済）
IV-1-3 申請設備に係る耐霙設計の基本方針
IV-1-4 耐震性に関する計算書作成の基本方針
N-1-4-1 機器の耐震性に関する計算書作成の基本方針
IV-2 主要な再処理施設の耐震性に関する計算書
N-2-2 再処理設備本体等に係る耐震性に関する計算書
N-2-2-1 放射線管理施設の耐震性に関する計算書
IV-2-2-1-1 放射線監視設備の耐震性に関する計算書

(1)放射線監視盤の耐震計算書
(2) 主排気筒ガスモニタラックの耐震計算書

〖
V 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書
V-1 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する設計 （第8回で申請済）

の基本方針
V-1-1 容器の耐圧強度計算習作成の基本方針 （第2回で申請済）
V-1-2 管の耐圧強度計算害作成の基本方針 （第2回で申請済）
V-2 主要な再処理施設の耐圧強度に関する計算雷

<： V-2-2 再処理設備本体等に係る耐圧強度に関する計算書

ミら V-2-2-1 製品貯蔵施設の耐圧強度に関する計算害
V-2-2-1-1 ウラン酸化物貯蔵設備の耐圧強度に関する計算書

® l．圧力容器の耐圧強度計算書
V-2-2-1-2 ウラン ・ プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の耐圧強度

怠
に関する計算書
1．開放タンクの耐圧強度計算書

゜ 2．圧力容器の耐圧強度計算書

(＼ ... ' 
VI 設計及び工事の方法の技術基準への適合に関する説明

VII 
VII-1 
VII-2 
VII-2-2
VII-2-2-1
VII-2-2-1-1
VII-2-2-1-1-1
VII-2-2-1-1-2
VII-2-2-1-1-2-1
VII-2-2-1-1-2-1-1
VII-2-2-1-2
VII-2-2-1-2-1
VII-2-2-1-2-1-1
VII-2-2-2

その他の添付書類
工事に係わる試験 ・ 検査の基本的考え方
系統説明図
再処理設備本体等に係る系統説明図
放射性廃梨物の廃棄施設の系統説明図
気体廃棄物の廃棄施設の系統説明図
気体廃棄物の廃棄施設の全体系統図
気体廃棄物の廃棄施設の系統説明図
換気設備の系統説明図
第1ガラス固化体貯蔵建屋換気設備の系統説明図
液体廃棄物の廃棄施設の系統説明図
低レベル廃液処理設備の系統説明図
油分除去系の系統説明図
その他再処理設備の附属施設の系統説明図

（第7回で申請済）
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VI 設計及び工事の方法の技術基準への

適合に関する説明書
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適用の区分
技術基準の条項 適合性

有・無 項・号

第一条 定義

第二条 特殊な方法による施設 無

第三条 核燃料物質の臨界防止 有 1項 別添 ー 1 による

第四条 火災等による損傷の防止 有 1, 2, 3, 別添ー 2 による

4, 5, 6, 

1 0 項

第五条 耐震性 有 全 別添 ー 3 による

第六条 材料及び構造 有 1項 別添 ー 4による

第七条 閉じ込めの機能 有 八号 別添 ー 5 による

第八条 しゃへい 有 全 別添 ー 6による

第九条 換気 有 二， 三， 四号 別添 ー 7による

第十条 使用済燃料等による汚染の防止 無

第十一条 安全上重要な施設 有 全 別添 ー 8による

第十二条 搬送設備 無

第十三条 使用済燃料の受け入れ施設及び 無

貯蔵施設

第十四条 計測制御系統施設 有 2項 別添ー 9による

第十五条 制御室 有 1, 2項 別添ー 1 0 による

第十六条 廃棄物処理設備 有 二， 五号 別添ー 1 1 による

第十七条 保管廃棄設備 無

第十八条 放射線管理施設 有 ー， 二， 四号 別添ー 1 2 による

第十九条 非常用電源設備 無
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別添 ー 7

（換気）
第九条 再処理施設内の使用済核燃料等によリ汚染された空気による放射線障害を防止

する必要 がある場合には，次に掲げるところによリ換気設備を施設しなければならな
I,,\。
二使用済燃料等により汚染された空気が逆流するおそれがない構造であること。
三ろ過装置を設ける場合にあって は，ろ過装置の機能が適切に維持しうるも のであ

リ ，かつ，ろ過装置の使用済燃料等による汚染の除去又はろ過装置の取替えが容易な構
造であること。

四吸気口は，使用済み燃料等によリ汚染された空気を吸入し難い ように施設するこ
と
ー上

［適合性の説明］
二第9回申請に係る施設の第1ガラス固化体貯蔵建屋換気設備は，管理区域内を負圧に維

持するとともに，必要に応じて逆流防止用ダンバ等を設けて使用済燃料等により汚染され
('. た空気が清浄区域に逆流するおそれがない構造としている。

G
 
N
f
 
CI;)
 

三第9回申請に係る施設の汚染のおそれのある管理区域の排気は，高性能粒子フィルタユ
ニットにより ，ろ過する設計としている。高性能粒子フィルタユニットの目づまリを監
視するため，高性能粒子フィルタユニットに差圧計を設置している。また，フィルタの
取 り替え保守が容易に行うことができるような構造とするとともに，高性能粒子フィルタ

ユニット設置部の周辺に十分なスペースを確保する設計としている。

四使用済燃料等によリ汚染された空気は，高性能粒子フィルタユニットによリろ過した
後主排気筒，北換気筒又は低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口よリ排出するが ，第1
ガラス固化体貯蔵建屋換気設備の吸気口は，北換気筒の排気口より 十分な距離を有し排気
を直接吸入することのない設計としている。
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